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御　

挨　

拶

　

広
島
県
立
歴
史
博
物
館
は
、
中
世
の
港
町
と
し
て
知
ら
れ
る
草
戸
千
軒
町
遺
跡
や
近
世
後
期
の
代
表
的
な

文
化
人
で
あ
る
菅
茶
山
の
関
係
資
料
を
核
に
、
広
島
県
の
歴
史
と
文
化
に
関
わ
る
情
報
発
信
基
地
と
し
て
、

ま
た
、
生
涯
学
習
推
進
の
施
設
と
し
て
、
地
域
文
化
の
向
上
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
研
究
紀
要
も
、

調
査
研
究
の
成
果
を
広
く
公
開
し
、
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
に
刊
行
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
予
防
と
拡
散
防
止
の
た
め
、
当
館
も
、
一
時
的
な
休
館
を

余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
間
、
皆
様
に
は
御
来
館
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
大
変
御
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
し
た
。

　

休
館
中
、
館
員
は
日
頃
温
め
て
い
た
調
査
研
究
を
精
力
的
に
進
め
、
今
回
の
研
究
紀
要
に
は
、
廉
塾
の
施

設
や
、
草
戸
千
軒
の
地
名
に
関
す
る
一
考
察
、
ま
た
「
菅
原
道
真
肖
像
」
や
神
岡
第
四
号
古
墳
の
須
恵
器
に

つ
い
て
の
資
料
紹
介
の
、
四
編
の
論
考
を
収
録
し
ま
し
た
。

　

あ
ら
た
め
て
、
皆
様
の
御
健
康
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
一
日
も
早
い
終
息
を
お
祈
り
す
る

と
と
も
に
、
当
館
の
調
査
研
究
活
動
に
御
支
援
・
御
協
力
を
頂
い
た
多
く
の
方
々
に
感
謝
の
意
を
表
し
、
本

書
が
今
後
と
も
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
念
願
し
て
、
発
刊
の
御
挨
拶
と
し
ま
す
。

　

令
和
二
年
十
二
月

広
島
県
立
歴
史
博
物
館
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　「
廉
塾
」
の
施
設
整
備
に
つ
い
て

岡　

野　
　

将　

士

1
　
は
じ
め
に

　

菅
茶
山
（
一
七
四
八
～
一
八
二
七
）
は
、
備
後
国
安
那
郡
神
辺
宿
（
広
島
県
福
山
市

神
辺
町
）
に
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
二
月
二
日
、
父
菅
波
樗
平
（
諱
は
扶
好
）
と
母
半

の
間
に
長
兄
と
し
て
生
ま
れ
た
。
幼
名
は
百
助
、
長
じ
て
名
を
晋
帥
、
字
を
礼
卿
、
通

称
を
太
中
と
し
、
茶
山
と
号
し
た
。「
茶
山
」
と
い
う
号
は
、
神
辺
に
所
在
す
る
茶
臼

山
（
現
在
の
要
害
山
）
に
由
来
し
て
い
る
。
頼
山
陽
の
「
茶
山
先
生
行
状
」（
1
）
に
も
、
号

の
由
来
が
「
舎
背
隔
野
望
連
阜
茶
臼
山
因
號
茶
山
」
と
記
す
。
私
塾
を
開
き
、
儒
学
者

と
し
て
教
育
に
尽
力
す
る
と
と
も
に
、
漢
詩
集
『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』
に
よ
り
漢
詩
人

と
し
て
全
国
に
名
を
は
せ
た
人
物
が
菅
茶
山
で
あ
る
。
彼
が
開
い
た
「
廉
塾
」
は
、
現

在
、
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
そ
こ
に
伝
え
ら
れ
た
資
料
で
あ
る
「
黄
葉
夕
陽
文
庫
資

料
」（
2
）
が
、
平
成
七
年
及
び
二
十
一
年
に
当
館
に
寄
贈
さ
れ
、
調
査
研
究
を
経
て
、
そ

の
う
ち
の
一
部
が
、
平
成
二
十
六
年
に
「
菅
茶
山
関
係
資
料
」（
五
、
三
六
九
点
）
と
し

て
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

　

現
在
の
廉
塾
は
、
茶
山
在
世
時
の
塾
の
範
囲
の
主
要
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、

茶
山
没
後
の
増
築
・
新
築
・
改
築
、
焼
失
等
を
経
て
、
講
堂
・
南
寮
・
母
屋
・
風
呂
場
・
書

庫
・
祇
堂
等
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
茶
山
の
最
晩
年
の
文
政
三
年
〜
八
年
（
一
八
二
〇
〜
一
八
二
五
）
に
か

け
て
作
成
さ
れ
た
「
廉
塾
周
辺
図
」（
3
）（
以
下
「
周
辺
図
」
と
す
る
。
写
真
1
）と
「
素
読

所
附
田
畑
絵
図
面
」（
4
）（
以
下
、「
絵
図
面
」
と
す
る
。
写
真
2
）
を
基
に
、
茶
山
在
世
時

の
廉
塾
周
辺
の
塾
田
と
塾
建
物
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

本
稿
で
は
便
宜
上
、
茶
山
が
認
識
し
て
い
た
「
塾
」
空
間
を
「
廉
塾
」
と
表
記
す
る

こ
と
と
し
、
そ
の
他
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
表
記
を
す
る
。

2
　
塾
田
の
変
遷
に
つ
い
て

　

最
初
に
、
こ
れ
ま
で
の
廉
塾
開
設
時
期
の
論
拠
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
お
く
。

従
来
は
、「
天
明
初
年
頃
に
私
塾
黄
葉
夕
陽
村
舎
（
5
）
を
開
い
た
」
と
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
天
明
初
年
説
は
、
明
治
二
十
三
～
二
十
四
年
（
一
八
九
〇
～
一
八
九
一
）
に
か

け
て
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
教
育
史
資
料
』（
6
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
十
六
年

（
一
八
八
三
）
、
文
部
省
が
各
府
県
に
教
育
沿
革
史
編
纂
の
た
め
に
資
料
の
提
出
を
求

め
た
。「
名
称
」「
所
在
地
」「
塾
主
氏
名
」「
学
科
」「
教
師
ノ
数
」「
生
徒
ノ
概
数
」「
授
業

ノ
順
序
」「
教
科
用
書
」「
学
習
年
限
」「
束
修
謝
儀
」「
塾
主
ノ
行
事
及
ビ
著
書
ノ
種
類
部

数
」「
塾
主
身
分
」「
沿
革
畧
及
ビ
雑
事
」「
極
メ
テ
盛
ナ
リ
シ
年
代
」
の
十
四
項
目
に
つ

い
て
、
当
時
菅
家
当
主
で
あ
っ
た
菅
晋
賢
（
7
）
が
回
答
し
、
塾
主
氏
名
の
項
目
に
「
菅

晋
帥　

天
明
初
年
ヨ
リ
文
政
十
年
迠
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
廉
塾
の
開

塾
は
、
天
明
初
年
が
定
説
と
さ
れ
て
き
た
。

　

近
年
、
菅
波
哲
郎
氏
の
考
察
に
よ
り
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の
開
設
が
提
起
さ
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れ
た
（
8
）
。
こ
れ
は
、「
暮
庵
先
生
略
記
附

録
」
を
始
め
と
し
た
資
料
を
丹
念
に
吟

味
し
た
結
果
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

　

菅
茶
山
は
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）

に
山
陽
道
の
南
側
に
あ
っ
た
自
宅
（
9
）
に

「
金
粟
園
」
と
い
う
家
塾
を
開
い
た
。
こ

こ
で
は
、
藤
井
暮
庵
（
10
）
や
弟
の
圭
二
（
11
）

が
学
ん
だ
。
後
に
塾
生
が
増
え
た
た
め
、

家
の
東
北
に
新
た
な
塾
舎
を
建
て
（
12
）
、

そ
ち
ら
に
塾
を
移
し
た
経
緯
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
当
館
に
お
い
て
も
資
料
を

丹
念
に
見
直
し
た
結
果
、「
村
塾
取
立
に

関
す
る
書
付
」（
13
）
に
、「
有
司
へ
さ
し
上
、

只
今
に
て
ハ
藩
の
郷
校
ニ

な
り
居
申
候
。

塾
を
営
候
ハ
寛
政
三
年
辛
亥
之
年
ニ

御

坐
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
寛
政
三
年
の

「
廉
塾
」
開
設
が
確
定
的
と
な
っ
た
。「
神

辺
駅
閭
塾
記
録
」（
以
下
、「
閭
塾
記
録
」

と
す
る
。
）（
14
）
に
記
載
さ
れ
る
寛
政
三
年

の
「
一
箇
月
に
六
度
、
孝
経
講
釈
を
始
度

奉
願
上
候
」
と
い
う
塾
開
始
の
願
書
が

記
載
さ
れ
て
お
り
、「
周
辺
図
」
に
は
、
講
堂
が
あ
る
場
所
に
「
寛
政
二
庚
戌
新
屋
敷
御

見
分
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
藩
の
丈
量
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
寛
政
二
年
の

廉
塾
の
建
設
、
寛
政
三
年
の
廉
塾
開
設
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

「
閭
塾
記
録
」
に
収
録
さ
れ
る
寛
政
八
年
辰
十
月
の
願
出
に
は
、「
私
儀
、
先
年
御
願

申
上
当
駅
町
裏
ニ

六
間
ニ

二
間
半
之
家
一
ケ
所
瓦
葺
ニ

仕
建
置
候
、
其
後
近
所
小
児
共

相
集
素
読
等
仕
候
所
」
と
記
し
、
開
塾
当
初
は
近
所
の
小
児
が
主
な
塾
生
で
あ
り
、
相

集
っ
て
素
読
等
を
行
っ
た
と
あ
る
。

（
1
）
寛
政
九
年
段
階
の
塾
田
と
諸
施
設
に
つ
い
て

　

菅
茶
山
は
、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
塾
建
物
と
塾
附
田
畑
を
藩
に
献
上
し
、
郷

塾
と
す
る
こ
と
を
願
い
出
る
。
翌
年
に
役
所
か
ら
の
申
し
渡
し
が
あ
り
、
正
式
に
認

め
ら
れ
た
。

　

「
閭
塾
記
録
」
の
献
上
願
に
記
さ
れ
た
「
素
読
所
一
箇
所
」
が
塾
建
物
を
指
し
、「
桁

行
六
間
ニ

二
間
半
」
と
記
さ
れ
た
建
物
が
講
堂
に
当
た
る
。

　

同
じ
く
献
上
さ
れ
た
「
田
畑
」
は
、
湯
野
村
・
徳
田
村
・
下
御
領
村
・
川
南
村
・
川
北
村

の
五
か
村
に
存
在
し
た
。
そ
の
理
由
を
茶
山
は
、「
田
地
壱
ケ
所
に
有
之
候
而
者

不
時
の

損
失
出
来
候
節
致
方
無
御
座
候
へ
ハ
」
と
記
し
、
天
災
等
に
よ
る
リ
ス
ク
回
避
の
た

め
各
村
に
分
散
し
て
田
地
を
所
有
し
て
い
る
。

　

そ
の
内
、
廉
塾
の
所
在
す
る
川
北
村
は
「
寛
政
九
年　

素
読
所
附
田
畑
畝
高
平
均

引
掛
米
等
記
録
」（
以
下
「
掛
米
等
記
録
」
）（
15
）
を
見
る
と
、
六
筆
が
記
さ
れ
て
い
る
。

写真２　素読所附田畑絵図面 写真１　廉塾周辺図（絵図・地図類１）
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川
北
村

古
城

一　

上
畑　

六
畝
弐
拾
四
歩　
　
　
　

高
六
斗
八
升

　
　
　
　
　
　
　
　

（
貼
紙
）「
戌
ゟ
八
斗
三
升
六
合
ノ
定
ニ
成
」

椎
木
本
七
畝
五
歩
内

一　

上
畑　

五
畝
拾
八
歩　
　
　
　
　

高
五
斗
六
升

　
　
　
　
　
　

此
掛
米
七
斗

前
本
壱
畝
六
歩
内

一　

上
畑　

弐
拾
四
歩　
　
　
　
　
　

高
八
升

　
　
　
　
　
　

此
掛
米
壱
斗
弐
升

右
畝
之
内

一　

上
畑　

拾
弐
歩　
　
　
　
　
　
　

高
四
升　
　
　

已
下
三
筆
菜
園
幷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

屋
敷
下

同
所
本
壱
畝
三
歩
内

一　

中
畑　

拾
壱
歩　
　
　
　
　
　
　

高
三
升
三
合

土
手

一　

中
畑　

三
畝
弐
拾
三
歩　
　
　
　

高
三
斗
三
升
九
合

　
　
　
　

内
壱
畝
拾
五
歩　
　
　
　

寛
政
二
庚
戌
八
月
新
屋
舗

御
見
分
相
済
高
盛
石
畑
成

　
　
　
　
　

出
目
高
壱
升
五
合

　
　
　
　
　

取
米
九
合

　
　
　

反
別
壱
反
七
畝
弐
拾
弐
歩

　
　
　

畑
高
〆
壱
石
七
斗
三
升
弐
合

　
　
　
　
　

掛
米
〆
壱
石
五
斗
五
升
三
合

反
別
合
七
反
七
畝
拾
六
歩

田
畑
高
合
九
石
八
斗
五
升
六
合

　
　
　
　
　
　

此
平
均
引
九
斗
壱
升
弐
合

　
　
　

右
之
内
四
畝
拾
六
歩　
　

高
四
斗
壱
升
弐
合　

菜
園
幷
屋
舗
下

　
　

掛
米
合
拾
石
弐
斗
七
升
八
合

　

文
政
八
年
段
階
に
作
成
さ
れ
た
「
絵
図
面
」
の
川
北
村
に
所
在
す
る
田
畑
と
照
合

す
る
と
、
全
て
が
確
認
で
き
る
。

　

各
筆
の
右
上
に
附
さ
れ
た
「
古
城
」
、「
椎
木
」（
し
い
ら
ぎ
）
、「
前
」
、「
土
手
」
は
そ

れ
ぞ
れ
の
土
地
の
所
在
場
所
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
土
手　

中
畑
三
畝
弐
拾

三
歩
」
が
現
在
塾
内
を
東
西
に
流
れ
る
水
路
の
北
側
部
分
で
あ
る
。
現
在
の
講
堂
で

あ
る
素
読
所
を
建
て
た
た
め
、「
閭
塾
記
録
」
に
は
、「
内
壱
畝
拾
五
歩
素
読
所
家
下
ニ

相
成
居
申
候
」
と
記
さ
れ
る
。
次
に
「
前
」
は
、
講
堂
と
溝
を
挟
ん
だ
南
側
に
当
た
る

部
分
で
あ
る
。
こ
の
「
前
」
部
分
は
、
槐
寮
（
溝
の
上
に
跨
る
建
物
＝
台
所
・
六
畳
間
・

納
戸
）
、
塾
門
、
南
寮
が
建
て
ら
れ
た
場
所
に
当
た
る
。
下
に
記
さ
れ
る
「
菜
園
幷
屋

鋪
下
」
は
、「
菅
茶
山
遺
書
」（
16
）
に
「
前
の
田
は
も
と
ハ
す
こ
し
広
し
、
門
を
た
て
る
時

埋
め
て
せ
ば
く
な
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
寛
政
九
年
の
十
月
段
階
に
は
、
南
寮
や
塾
門

は
存
在
せ
ず
、
菜
園
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
屋
舗
下
」
は
、
槐
寮
の
こ
と

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
南
寮
が
、
建
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
寛
政
九
年
の
段
階
で
、

福
山
藩
に
献
上
さ
れ
た
こ
の
「
土
手
」
部
分
と
「
前
」
部
分
を
合
わ
せ
た
空
間
は
、「
周

辺
図
」
で
「
カ
キ
」
で
囲
ま
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　

後
に
廉
塾
の
講
師
と
な
る
頼
山
陽
が
、
叔
父
の
頼
杏
坪
と
共
に
初
め
て
江
戸
へ
の
旅

の
途
中
に
神
辺
に
立
ち
寄
っ
た
時
に
描
い
た
「
夕
陽
黄
葉
村
舎
図
」（『
東
遊
漫
録
』）（
17
）

を
見
る
と
、
垣
の
内
側
に
あ
っ
た
門
、
垣
、
東
池
の
み
が
描
か
れ
、
槐
寮
は
描
か
れ
て
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い
な
い
。
山
陽
が
、
こ
の
風
景
を
見
た
の
は
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
三
月
で
あ
る
。

　

「
閭
塾
記
録
」
の
献
上
願
は
、
寛
政
九
年
十
月
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
年
に
「
土

手
」
と
「
前
」
に
跨
る
槐
寮
が
整
備
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

伊
澤
蘭
軒
が
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
廉
塾
を
訪
れ
た
時
、「
渠
を
隔
て
塾
あ
り
。

槐
寮
と
い
ふ
、
学
生
十
数
人
、
案
に
対
し
て
書
を
読
む
」
と
槐
寮
で
書
生
が
学
ん
で
い

る
こ
と
を
記
し
て
い
る
よ
う
に
（
18
）
、
大
火
後
に
茶
山
が
移
居
す
る
槐
寮
＝
台
所
（
土

手
）、
六
畳
間（
土
手
・
前
）、
納
戸（
前
）と
連
な
る
建
物
が
、
寛
政
九
年
に
建
設
さ
れ
た
。

蘭
軒
は
、
六
畳
間
で
書
を
読
む
塾
生
た
ち
の
声
を
講
堂
で
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
2
）「
塾
」
南
側
の
土
地
の
変
遷
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
、
垣
に
囲
ま
れ
た
空
間
の
南
側
の
土
地
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

「
絵
図
面
」
で
は
、
垣
の
す
ぐ
南
側
を
「
金
右
衛
門
前
」
、
そ
の
南
側
を
「
胎
蔵
寺
屋

敷
」
、
そ
し
て
、「
周
辺
図
」
で
吉
十
居
家
、
甲
山
屋
等
が
描
か
れ
た
部
分
を
「
七
日
市

根
本
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
内
「
金
右
衛
門
前
」
と
「
胎
蔵
寺
屋
敷
」
の
部
分
は
、
文

化
五
年
（
一
八
〇
八
）
の
証
文
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
売
主
は
、
西
福
寺
で
あ
る
。
西
福

寺
は
、
慶
長
年
間
に
神
辺
に
あ
っ
た
胎
蔵
寺
が
福
山
城
下
へ
移
っ
た
後
に
、
再
興
さ

れ
た
寺
で
、
元
胎
蔵
寺
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
胎
蔵
寺
屋
敷
」
と
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

預
ケ
申
田
地
之
事
（
19
）

　
　
　

金
右
衛
門
前

　
　
　
　

中
田
四
畝
歩　
　
　
　
　
　

高
五
斗
六
升

　
　
　
　
　

〆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
四
升
九
合　

坪
引

一

二

三

四

五

六 七

図１　廉塾周辺の土地区画　※絵図面をもとに作成した

㊀古本

㊁土手

㊂前

㊃金右衛門前

㊄七日市本

㊅七日市根本

㊆胎蔵寺屋敷
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右
之
田
地
相
預
代
銀
百
八
拾
目
慥
ニ

請
取

　
　

去
夘
御
年
貢
不
足
当
辰
其
銀
納
ニ

御
上
納

　
　

仕
候
處
実
正
ニ

御
坐
候
然
上
者

当
辰
年
ゟ
名
寄

　
　

帳
面
其
御
元
え
切
替
申
候
間
御
作
配
可
成
候

　
　

縦
令
世
上
い
か
様
之
新
儀
出
来
仕
候
共
此
田
地
ニ

付

　
　

末
之
後
住
ニ

至
迠
聊
申
分
無
御
座
候
為
後
預
證
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

依
而

如
件

　
　
　
　
　
　

文
化
五
年　
　
　
　

売
預
主
川
北
村

　
　
　
　
　
　
　
　

辰
五
月　
　
　
　
　
　
　

西
福
寺
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旦
（
壇
）

中
総
代
同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

七
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

慶
治
殿

　
　

前
書
之
通
相
違
無
之
ニ

付
令
加
印
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
北
村
庄
屋　

与
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
与
頭　
　

治
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

留
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
釣
頭　
　

政
次
郎

　
　
　
　
　

預
ケ
申
畑
之
事
（
20
）

　
　

胎
蔵
寺
屋
敷

　
　
　

一　

上
畑　

弐
畝
拾
四
歩　
　
　

高
弐
斗
四
升
七
合

　
　
　

一　

上
畑　

三
畝
四
歩　
　
　
　

高
三
斗
壱
升
三
合

　
　
　

一　

上
畑　

三
畝
三
歩　
　
　
　

高
三
斗
壱
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆
八
畝
弐
拾
壱
歩

　
　
　
　
　
　
　

高
〆
八
斗
七
升

　
　

右
畑
相
預
代
銀
壱
貫
七
百
目
慥
請
取
当

　
　

辰
御
年
貢
御
上
納
仕
候
所
実
正
ニ

御
坐
候
然
上
者

　
　

当
辰
年
ゟ
名
寄
帳
面
其
御
元
へ
切
替
申
候
間

　
　

御
作
配
可
成
候
縦
令
世
上
い
か
様
之
新
儀
出
来

　
　

仕
候
共
此
畑
ニ

付
末
之
後
住
ニ

至
迠
聊
申
分

　
　

無
御
座
候
為
後
日
預
ケ
證
文
依
而

如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
預
主
川
北
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
福
寺
（
印
）

　
　
　
　
　
　

文
化
五
年　
　
　
　
　
　

壇
中
総
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

辰
六
月　
　
　
　
　

同
村　
　
　

七
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

政
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
屋
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
北
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
蔵
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

引
受

　
　
　

前
書
之
通
相
違
無
之
ニ

付
令
加
印
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
北
村
庄
屋　

与
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
与
頭　
　

治
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

留
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
釣
頭　

弥
右
衛
門
（
印
）
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こ
の
二
通
の
証
文
か
ら
は
、
廉
塾
の
垣
で
囲
ま
れ
た
南
側
の
大
半
は
、
西
福
寺
の

土
地
を
文
化
五
年
五
月
と
六
月
に
入
手
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

つ
ま
り
、
文
化
五
年
以
前
は
、
塾
附
の
田
畑
で
は
な
い
。
借
用
の
可
能
性
も
あ
る
が
、

垣
に
囲
ま
れ
た
空
間
と
そ
の
南
側
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
寛
政
九
年
に
廉
塾
を
訪
れ
た
頼
山
陽
も
「
塾
」
と
認
識
し
た
の
は
、
垣
に

囲
ま
れ
た
風
景
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

吉
十
居
家
等
が
描
か
れ
た
「
七
日
市
根
本
」
に
つ
い
て
は
、
新
塾
の
建
設
と
関
わ
る

の
で
、
次
章
で
合
わ
せ
て
述
べ
る
。

（
3
）
小
結

　

こ
こ
ま
で
、
廉
塾
の
塾
田
と
諸
施
設
の
の
変
遷
を
見
て
き
た
が
、
茶
山
が
「
塾
」「
閭

塾
」「
村
塾
」「
学
問
所
」
等
と
称
し
た
空
間
は
、
先
に
も
触
れ
た
「
周
辺
図
」
で
垣
に
囲

ま
れ
た
空
間
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
菅
茶
山
遺
書
」（
21
）
に
「
廉
塾
は

有
司
に
さ
し
上
候
得
者

、
私
の
宅
ニ

あ
ら
す
」
、「
塾
ハ
御
上
へ
指
上
候
得
者
私
宅
と
ハ

不
被
存
」
と
塾
を
公
的
な
も
の
と
認
識
し
て
い
る
一
方
で
、「
銘
々
居
処
よ
り
一
日
か

わ
り
に
一
人
宛
塾
へ
出
」
、「
当
番
夫
婦
ハ
塾
ニ

て
食
事
い
た
し
、
出
席
の
人
者
居
処
に

て
被
可
弁
候
」
と
し
て
い
る
。

　

本
来
は
、「
塾
に
ハ
書
生
の
ミ
さ
し
置
」
い
て
講
師
は
自
宅
か
ら
通
う
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
公
的
な
空
間
と
は
別
に
、
講
師
の
居
所
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

例
外
は
、
茶
山
で
「
拙
者
も
自
宅
に
あ
り
て
出
勤
い
た
し
候
得
と
も
、
失
火
類
焼
之

後
、
塾
ニ

居
候
也
」
と
し
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
大
火
の
後
に
、
居
所
を
失
っ
た

た
め
、
し
か
た
な
く
塾
の
空
間
に
あ
る
槐
寮
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

茶
山
が
認
識
し
て
い
た
「
塾
」
は
、
寛
政
九
年
に
献
上
し
た
場
所
で
あ
る
垣
の
内
側

土手

前

金右衛門前

七日市根本

胎蔵寺屋敷

借地

田

南　寮門

アライバ

フロバ

土　蔵
廉　塾

池

料助ナガヤ

大　道
モン

江　原
酒　店

新　宅
本荘屋

新　塾

吉十
ナガヤ

池

高
橋

屋
敷

小

　屋

高
橋
氏

持
田

木

　小

　屋

高
橋田

紺

　屋

フ
ロ
バ

ザ
シ
キ

吉
十
居
家

甲
山
屋

　
　惣
九
郎

貸

　家
貸

　家

料

　助

タ

　イ

　所

六

　畳

ナ
ン
ト

六

　畳

塘ウラ門 カキ

←

図 2　廉塾周辺の土地模式図　※廉塾周辺図を基に作成した



－ 7－

で
あ
り
、
講
師
が
居
住
す
る
屋
敷
は
、「
塾
」
に
は
含
ま
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

「
菅
茶
山
遺
書
追
加
文
案
」（
22
）
で
は
、
抹
消
さ
れ
て
い
る
が
、「
両
人
と
も
ニ

銘
々
之

客
類
者

、
私
宅
ニ
而

あ
し
ら
ひ
、
風
雅
人
学
者
は
塾
ニ
而

あ
し
ら
い
候
而

相
応
の
事
ニ

候
哉
」

と
あ
り
、
明
確
に
区
別
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

3
　
三
塾（
廉
塾・新
塾・南
寮
）

　

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
頃
に
蠣
崎
波
響
が
描
い
た
「
廉
塾
図
」（
23
）
に
は
、
幕
臣
の
岡

本
花
亭
が
詩
を
四
首
着
賛
し
て
い
る
が
、
そ
の
三
首
目
に
「
三
塾
」
が
登
場
す
る
。

　

三
塾
相
臨
一
水
清　
　

三
塾　

相
臨
む　

一
水
の
清
き
に

　

金
湯
難
敵
擁
書
城　
　

金
湯
も
敵
し
難
し　

擁
書
の
城

　

及
門
人
在
春
風
裏　
　

門
に
及
べ
ば　

人
は
春
風
の
裏
に
在
り

　

花
底
柳
陰
絃
誦
声　
　

花
底　

柳
陰　

絃
誦
の
声

　

岡
本
花
亭
が
、
描
か
れ
た
廉
塾
の
風
景
を
見
た
の
は
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に

朝
鮮
通
信
使
対
応
の
た
め
、
神
辺
で
茶
山
を
訪
ね
た
時
で
あ
る
。
文
化
八
年
段
階
に
、

「
三
塾
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
「
三
塾
」
は
、
古
塾（
廉
塾
）、
新
塾
、

南
寮
（
南
塾
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

古
塾
は
、
廉
塾
（
講
堂
）
で
あ
る
。
理
由
は
、
前
項
で
述
べ
た
と
お
り
、
福
山
藩
へ
の

献
上
の
時
点
で
存
在
し
た
塾
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
南
寮
は
、「
廉
塾
周
辺
図
」（
24
）
に

は
「
南
塾
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、「
塾
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

新
塾
は
、
古
塾
（
廉
塾
）
に
対
し
て
の
新
塾
で
あ
る
。
垣
の
外
側
に
位
置
し
、
当
初
の
塾

と
離
れ
て
所
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
建
築
年
代
は
、
先
述
し
た
廉
塾
（
古
塾
）
が
寛

政
二
年
（
一
七
九
〇
）
の
建
設
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。

　

新
塾
と
南
寮
の
建
築
順
は
、「
廉
塾
規
約
に
関
す
る
覚
書
」（
25
）
に
「
前
年
新
塾
を
た

て
、
今
年
南
寮
を
造
候
而

、
其
料
果
盡
申
候
、
因
て
只
今
よ
り
、
そ
こ
ね
候
物
ハ
そ
の

人
よ
り
修
し
可
被
申
候
」
と
あ
り
、
新
塾
、
南
寮
（
南
塾
）
の
順
で
建
築
さ
れ
た
こ
と
が

分
か
る
。

　

新
塾
の
建
築
の
根
拠
と
な
る
資
料
が
「
寅
正
月
改　

新
塾
普
請
買
物
帖
」（
26
）
で

あ
る
。「
寅
正
月
」
は
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
と
考
え
ら
れ
る
。
正
月
改
で
あ
れ

ば
、
前
年
の
出
費
に
つ
い
て
改
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
前
年
の
文
化
二
年

（
一
八
〇
五
）が
建
築
年
代
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、「
周
辺
図
」
に
描
か
れ
て
い
る
新
塾
は
、「
吉
十
居
家
」
の
北
側
に
あ
る
。

こ
の
場
所
は
、「
菅
茶
山
遺
書
」
に
記
さ
れ
る
「
堯
佐
ハ
吉
十
後
ロ
の
新
塾
と
申
ニ

北
の

小
池
を
埋
ミ
」
の
文
言
と
一
致
す
る
。

　

こ
の
場
所
は
、「
絵
図
面
」
に
記
さ
れ
た
「
七
日
市
本
弐
筆
六
畝
拾
六
歩
之
内
」

「
屋
敷
弐
畝
廿
七
歩
」
の
部
分
に
当
た
る
。
こ
の
場
所
を
留
兵
衛
か
ら
、
文
化
元
年

（
一
八
〇
四
）
十
二
月
に
入
手
し
た
こ
と
が
、「
預
ケ
申
屋
敷
之
事
」（
27
）
に
よ
り
確
認
で

き
る
。

　
　
　
　
　
　

預
ケ
申
屋
舗
之
事

　

七
日
市
二
筆
六
畝
拾
六
歩
内

　
　

※
一　

屋
舗
弐
畝
廿
歩　
　
　
　

高
弐
斗
六
升
七
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
壱
斗
三
升
三
合
半
高
引

　

右
之
屋
敷
相
預
ケ
代
銀
九
百
目
慥
ニ

受
取
当
子
ノ
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御
年
貢
御
上
納
仕
候
處
実
正
ニ

御
坐
候
、
然
上
ハ
当

　

子
ゟ
名
寄
帳
面
其
御
元
へ
切
替
申
候
間
、
御
作
配

　

可
被
成
候
、
縦
令
世
上
如
何
様
之
新
儀
於
来
仕
候
共

　

此
屋
舗
ニ

付
子
々
孫
々
ニ

至
迠
、
聊
申
分
無
御
坐
候

　

為
後
日
之
預
ケ
証
文
仍
而

如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
預
ケ
主
川
北
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

留
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　

文
化
元
年

　
　
　
　
　
　

子
十
二
月

　
　
　
　

敬
治
殿

　

前
書
之
通
相
違
無
之
候
ニ

付
令
加
印
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　

川
北
村
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
原
広
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　

同
村　

与
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

治
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

留
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　

同
村　

釣
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
四
郎
（
黒
印
）

　

※
（
付
箋
）

　
　

「
外
ニ　

七
歩　

吉
十
居
宅
普
請
之
節
紺
屋
ゟ
買
取

　
　
　
　
　

〆
弐
畝
廿
七
歩
也
」

　

「
周
辺
図
」
に
記
さ
れ
る
吉
十
居
家
の
普
請
時
に
七
歩
を
新
た
に
入
手
し
、
合
わ
せ

て
弐
畝
廿
七
歩
の
土
地
を
入
手
し
た
の
で
あ
る
。

　

新
塾
は
、
文
化
元
年
末
に
入
手
さ
れ
た
土
地
に
、
文
化
二
年
に
建
築
さ
れ
た
と
し

て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
茶
山
の
日
記
で
、
新
塾
の
記
載
は
、
文
化
二
年
八
月
十
九
日
「
左
一
武

十
会
新
塾
作
和
歌
」（
28
）
と
記
さ
れ
る
の
が
初
見
で
あ
る
。

　

こ
の
「
預
ケ
申
屋
鋪
之
事
」
の
宛
名
は
「
敬
治
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
敬
治
は
、
松
下

敬
二
（
29
）
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
新
塾
は
松
下
敬
二
の
居
家
及
び
教
授
す
る
場
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
理
由
は
、
武
元
君
立
の
『
北
林
遺
稿
』（
30
）
に
収
録
さ
れ
る
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）

作
「
贈
松
成
叔
説
」
及
び
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
作
「
松
成
叔
哀
辞
幷
序
」
に
あ
る
。

両
作
に
は
「
且
勧
之
為
家
」
と
あ
る
。
茶
山
が
家
を
為
す
こ
と
を
勧
め
た
と
い
う
。
こ

の
「
家
を
為
す
」
は
、
松
下
が
、
都
講
と
し
て
定
住
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
居
家
も
兼

ね
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
松
下
は
文
化
四
年

（
一
八
〇
七
）
に
療
養
し
て
い
た
郷
里
の
播
州
曽
根
で
没
す
る
。

　

そ
の
後
、
主
を
失
っ
た
新
塾
は
、
あ
る
程
度
の
地
位
あ
る
人
物
た
ち
の
対
応
に
使

用
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
塾
生
で
あ
っ
て
も
、
各
藩
の
藩
士
等
の
地
位
の
あ

る
塾
生
や
来
訪
者
が
滞
留
す
る
場
所
で
あ
る
。
例
え
ば
、
竹
田
器
甫
・
落
合
敬
介
等
の

後
に
藩
儒
と
な
る
よ
う
な
人
物
が
、
新
塾
に
滞
留
し
て
い
る
。

　

菅
波
氏
が
、
提
起
さ
れ
た
頼
山
陽
が
こ
こ
に
寓
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
（
31
）
で
あ
る

が
、
頼
山
陽
の
文
化
七
年
作
の
次
の
詩
（
32
）
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

新
塾
荷
花

　
　

幽
人
晨
起
数
池
荷　
　

幽
人　

晨
に
起
き
て　

池
荷
を
数
う
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昨
日
三
花
今
五
花　
　

昨
日　

三
花　

今　

五
花

　
　

追
思
東
台
山
下
暁　
　

追
思
す　

東
台
山
下
の
暁

　
　

紅
衣
満
池
蔟
晴
霞　
　

紅
衣　

池
に
満
て　

晴
霞
に
蔟

む
ら
が

る

　

新
塾
の
北
側
に
あ
る
小
池
に
蓮
の
花
が
開
く
様
子
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
彼

が
起
居
し
て
い
た
場
所
が
新
塾
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
蓮
の

花
が
咲
く
の
は
、
現
在
で
は
七
月
頃
だ
が
、
旧
暦
で
い
え
ば
五
月
末
～
六
月
だ
ろ
う
。

筆
者
は
、
茶
山
は
「
塾
」
を
学
習
及
び
応
接
の
場
、「
寮
」
を
講
師
を
含
む
生
活
の
場
と

明
確
に
区
別
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
新
塾
に
山
陽
が
居
住
し
た
と
す
れ
ば
、

伊
澤
辞
安
宛
て
の
書
状
に
茶
山
が
山
陽
を
評
し
て
「
寺
の
後
住
の
よ
う
な
る
も
の
」

（
33
）
と
記
し
て
い
る
意
味
も
理
解
で
き
よ
う
。

　

今
一
つ
の
可
能
性
は
、
新
塾
近
く
に
屋
敷
が
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。

　

次
の
「
預
ケ
申
屋
敷
之
事
」（
34
）
は
文
化
七
年
四
月
の
証
文
で
あ
る
。

　
　
　
　

預
ケ
申
屋
敷
之
事

　

七
日
市
二
筆
根
本
六
畝
拾
六
歩
内
本
四
畝
廿
壱
分
内
弐
畝
三
歩
内

　
　
　

屋
舗
九
歩　
　
　
　

高
三
升

　
　
　
　

〆　
　
　
　
　
　
　
　

内
壱
升
五
合
半
高
引

　
　

右
之
屋
舗
相
預
代
銀
六
拾
五
匁
慥
ニ

受
取
当
午

　
　

其
銀
納
御
上
納
仕
候
處
実
正
御
坐
候
然
上
者

当

　
　

午
年
ゟ
名
寄
帳
面
其
元
へ
切
替
申
候
間
御

　
　

作
配
被
成
候
、
縦
令
世
上
い
か
様
之
新
儀
出
来　

　
　

仕
候
共
此
屋
敷
ニ

付
子
々
孫
々
至
迠
聊
申
分

　
　

無
御
座
候
為
後
日
預
ケ
証
文
依
而

如
件

　
　
　
　
　
　

文
化
七
年　
　
　
　
　

売
預
主

　
　
　
　
　
　
　
　

午
四
月　
　
　
　
　
　

留
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

慶
治
殿

　
　

前
書
之
通
相
違
無
之
ニ

付
令
加
印
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
北
村
庄
屋　

与
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
組
頭　
　

治
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
釣
頭　
　

十
四
郎
（
印
）

　

こ
の
屋
舗
九
歩
は
、「
蝸
角
檮
兀
」（
35
）
で
は
、
文
化
七
年
三
月
廿
七
日
に
「
新
塾
前
茅

屋
上
梁
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
場
所
の
可
能
性
が
あ
る
。
新
塾
の
西
側
に
屋
敷
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
山
陽
が
起
居
し
て
い
た
な
ら
ば
、
新
塾

北
側
の
小
池
の
蓮
の
花
を
数
え
た
の
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
、
南
寮
（
南
塾
）
は
、「
廉
塾
規
約
に
関
す
る
覚
書
」
に
従
え
ば
、
翌
年
の
文
化
三

年
（
一
八
〇
六
）
の
建
築
と
な
る
。
南
寮
に
関
し
て
は
、
そ
の
他
の
資
料
が
未
詳
で
あ

り
、
今
後
も
検
討
を
要
す
る
が
、
武
元
君
立
の
『
北
林
遺
稿
』（
36
）
に
は
、
茶
山
の
実
家（
新

宅
）
が
文
化
四
年
の
大
火
で
被
災
し
た
様
子
に
つ
い
て
「
聞
茶
山
先
生
遭
火
、
家
貲
酒

具
蕩
盡
無
餘
、
二
塾
書
冊
僅
存
、
遥
有
此
寄
」
と
あ
り
、
こ
の
二
塾
は
廉
塾
と
新
塾
ま

た
は
南
塾
（
南
寮
）で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
垣
に
囲
ま
れ
た
「
塾
」
空
間
を
考
え
れ
ば

南
寮
の
可
能
性
が
高
い
。
文
化
四
年
時
点
で
南
寮
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
文
化
二
年
に
新
塾
・
文
化
三
年
に
南
寮
の
建
築
と
考
え
ら

え
る
。
な
お
、「
茶
山
日
記
」
で
南
寮
の
初
出
は
文
化
五
年
で
あ
る
。
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4
　
三
寮（
槐
寮・南
寮・敬
寮
）

　

廉
塾
に
は
、
三
つ
の
寮
が
あ
っ
た
と
伝
わ
る
。
槐
寮
・
南
寮
・
敬
寮
で
あ
る
。

　

寮
と
は
何
を
指
す
の
か
。
こ
れ
は
、
文
政
三
年
作
成
の
「
菅
茶
山
遺
書
」（
37
）
に
、
講

師
に
不
行
跡
が
あ
り
、
塾
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
後
継
者
に
は
丁
寧
律
儀
な

人
を
求
め
る
よ
う
指
示
し
た
上
で
「
一
家
立
の
き
候
而

、
一
儒
生
を
入
候
時
ハ
二
ツ
の

宅
ハ
役
宅
の
こ
と
く
後
人
入
か
は
り
可
然
候
」
と
記
し
て
い
る
。
講
師
が
居
住
す
る

場
所
は
「
役
宅
の
ご
と
く
」
入
れ
替
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
塾

田
利
米
書
付
」（
38
）
に
は
、
塾
銀
が
余
っ
た
場
合
に
は
、「
行
儀
よ
き
人
を
招
き
別
ニ

一

寮
を
た
て
候
而

宜
し
」
と
指
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
講
師
の
生
活
の
場
が
寮
で
あ
り
、

さ
ら
に
塾
生
の
生
活
の
場
も
寮
で
あ
る
と
い
え
る
。
塾
と
寮
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
廉
塾
に

槐
寮
が
、
南
塾
に
南
寮
が
、
新
塾
に
敬
寮
が
対
応
す
る
。

　

南
寮
は
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
「
塾
」
と
し
て
認
識
さ
れ
、
寄
宿
生
た
ち
の
生
活
の

場
で
も
あ
る
。

　

槐
寮
は
、
廉
塾
に
付
随
す
る
生
活
の
場
（
寮
）
で
あ
る
。「
廉
塾
誌
」（
39
）
に
は
、「
槐
寮

は
厨
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
食
事
の
支
度
を
す
る
場
で
あ
り
、
生
活
に
欠
か
せ

な
い
施
設
で
あ
る
。
文
化
四
年
の
神
辺
大
火
で
、「
新
宅
」
も
被
災
し
た
た
め
、
茶
山
は
、

こ
れ
以
降
、
槐
寮
（
台
所
）
を
生
活
の
場
と
し
た
。
文
化
二
年
の
伊
澤
蘭
軒
の
日
記
（
40
）

に
「
槐
寮
」
が
見
え
る
こ
と
か
ら
文
化
二
年
以
前
に
は
存
在
し
て
い
た
。
少
な
く
と
も

廉
塾
に
付
随
す
る
台
所
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
寛
政
三
年
の
廉
塾
の
開
設

と
同
時
か
そ
れ
ほ
ど
時
間
を
経
な
い
時
期
に
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
う
一
つ
存
在
し
た
と
い
わ
れ
る
の
が
敬
寮
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
管
見
し

た
資
料
の
中
で
は
敬
寮
の
語
が
見
ら
れ
る
の
は
、「
菅
茶
山
遺
書
」（
41
）（
文
政
八
年
改

訂
分
）と
「
廉
塾
規
約
」（
42
）
、
そ
し
て
茶
山
没
後
の
菅
自
牧
斎
（
43
）（
菅
三
）の
日
記
（
44
）
で
、

天
保
五
年（
一
八
三
四
）十
一
月
十
五
日
に
「
夜
敬
寮
焼
失
、
甚
雑
踏
時
配
也
」
の
記
載
、

そ
れ
に
伴
い
菅
三
の
七
言
律
詩
「
敬
寮
災
戯
贈
進
之
」（
45
）
が
残
る
の
み
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
敬
寮
が
存
在
し
て
い
た
の
は
、
文
政
八
年
前
後
頃
～
天
保

五
年
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
寮
＝
講
師
の
居
宅
が
必
要
な
人
物
は
だ
れ
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、
北
條
霞
亭
（
46
）
の
嗣
子
と
な
っ
た
北
條
悔
堂
（
47
）
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
は
、
敬
寮
は
、「
周
辺
図
」
の
成
立
段
階
で
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
文
政
七
年

（
一
八
二
四
）
に
入
手
し
た
、
甲
山
屋
の
北
側
部
分
に
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。

　

理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①　

 　

茶
山
自
身
が
講
師
は
通
い
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
。
公

的
な
施
設
で
あ
る
塾
に
は
、
講
師
が
住
居
し
な
い
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、「
廉

塾
規
約
」
に
も
自
宅
か
ら
講
師
も
出
勤
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
堯

佐
（
48
）（
後
の
門
田
朴
斎
）
は
、
新
塾
、
北
條
霞
亭
は
新
宅
が
自
宅
（
私
宅
）
で
あ

る
。

　

②　

 　

塾
と
名
付
け
ら
れ
た
建
物
は
、
生
活
の
場
で
は
な
く
学
習
の
場
で
あ
り
、

時
に
賓
客
を
も
て
な
す
場
、
客
の
応
対
を
す
る
た
め
の
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
。

こ
の
こ
と
は
、「
菅
茶
山
遺
書
」
に
も
、「
風
雅
の
人
、
学
者
は
塾
で
対
応
」
し
、

そ
れ
以
外
は
自
宅
で
対
応
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
塾
生
が

寄
宿
す
る
南
寮
（
南
塾
）
を
除
い
て
、
生
活
の
場
と
は
言
え
な
い
こ
と
。
新
塾

が
堯
佐
の
居
所
と
な
っ
た
後
は
、
槐
寮
の
南
側
を
「
壁
を
隔
て
て
塾
」
と
す
る

よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
文
政
八
年
段
階
で
堯
佐
の
居
所
は
、
建

て
ら
れ
て
い
な
い
。

　

③　

 　

「
廉
塾
規
約
」
に
「
敬
寮
ハ
門
の
開
閉
を
行
う
こ
と
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
街
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並
み
の
門
の
付
近
に
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

　

④　
 　

文
政
三
年
段
階
の
遺
書
に
、
敬
寮
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
追
加
文
案
（
49
）
で

敬
寮
の
記
述
が
登
場
す
る
。
こ
の
文
案
は
、
文
政
三
年
段
階
の
も
の
に
修
正

を
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
、「
堯
佐
」
と
「
子
譲
」（
北
條
霞
亭
）
の
名
が
記
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
二
人
に
名
前
が
見
せ
消
し
で
、「
各
」
と
訂
正
さ
れ
、
さ
ら
に
「
今

一
人
ハ
敬
寮
可
然
」
と
追
記
さ
れ
て
い
る
。
文
政
三
年
は
、
堯
佐
が
茶
山
の
養

子
と
な
っ
た
年
で
、
堯
佐
は
槐
寮
に
居
り
、
北
条
霞
亭
は
姪
の
敬
と
結
婚
し
、

新
宅
を
居
所
と
し
て
い
る
た
め
、
敬
寮
と
い
う
場
所
は
不
要
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

⑤　

 　

文
政
八
年
に
加
筆
さ
れ
た
「
菅
茶
山
遺
書
」（
50
）
で
、
堯
佐
は
、
新
塾
へ
建
て

添
え
を
し
て
、
そ
こ
に
居
住
す
る
こ
と
。
今
一
人
は
敬
寮
、
菅
三
（
後
の
菅
自

牧
斎
）
は
自
宅
に
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
今
一
人
は
、
河
村
道
之
進
（
北
條
悔
堂
）

と
考
え
ら
れ
る
。
文
政
八
年
と
い
う
年
は
、
④
の
北
條
霞
亭
が
既
に
、
す
で
に

文
政
六
年
に
江
戸
で
没
し
、
河
村
道
之
進
を
北
條
家
の
後
嗣
と
す
る
こ
と
が

内
定
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。（
正
式
に
北
條
を
嗣
ぐ
の
は
文
政
九
年
五
月

の
こ
と
で
あ
る
）
藩
の
許
可
を
得
て
い
な
い
段
階
で
は
、
明
確
な
名
前
が
記

載
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

⑥　

 　

茶
山
が
居
住
す
る
槐
寮
か
ら
「
銘
々
我
々
に
居
所
に
移
候
後
ハ
（
中
略
）
槐

寮
と
壁
を
隔
て
て
塾
に
す
べ
し
」
と
指
示
し
て
い
る
が
、
文
政
八
年
に
、
こ
の

塾
に
す
る
場
所
に
茶
山
と
共
に
生
活
し
て
い
た
の
は
、
堯
佐
、
菅
三
と
そ
の

母
敬
で
あ
る
。
敬
は
、
北
條
霞
亭
死
後
、
江
戸
か
ら
帰
国
後
は
、
茶
山
と
と
も

に
生
活
し
、
養
生
の
た
め
に
新
宅
へ
と
移
る
こ
と
が
あ
っ
た
程
度
で
、
普
段

か
ら
茶
山
の
看
護
を
し
な
が
ら
生
活
を
し
て
い
た
。
こ
の
敬
が
移
る
と
す
れ
ば
、

嗣
子
の
北
條
悔
堂
と
と
も
に
で
あ
ろ
う
。

　

⑦　

 　

「
絵
図
面
」
の
甲
山
屋
の
北
側
部
分
の
「
屋
敷
拾
五
歩　

外
ニ　

弐
間
梁
桁

行
四
間
半
」
の
新
屋
を
文
政
七
年
に
入
手
し
て
い
る
こ
と
（
51
）
。

　
　
　
　
　
　
　

預
申
家
屋
敷
之
事

　
　
　
　

四
百
六
拾
番

　
　
　
　

四
百
緑
拾
壱
番

　
　
　
　

七
日
市
本
六
畝
拾
六
歩
之
内

　
　
　
　
　

一
屋
敷
拾
五
歩　
　
　
　
　
　

高
五
升

　
　
　
　
　
　

外
ニ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
弐
升
五
合
半
高
引

　
　
　
　
　
　

弐
間
梁
桁
行
四
間
半　
　
　

新
屋
壱
ケ
所
共

　
　
　
　

〆　
　

代
銀
四
百
三
拾
目
也

　
　
　

右
之
家
屋
鋪
相
預
ケ
代
銀
慥
ニ

受
取
去
未
ノ
御
年
貢
上
納
仕

　
　
　

候
處
相
違
無
御
座
候
然
上
ハ
当
申
年
ゟ
名
寄
帳
面
其
御
元
江

　
　
　

切
替
可
申
候
間
御
作
配
可
成
候
縦
令
世
上
い
か
様
之
新
儀

　
　
　

出
来
仕
候
共
此
家
屋
敷
之
儀
ニ

付
子
々
孫
々
ニ
至
迠
聊
申
分

　
　
　

無
御
座
候
為
後
日
売
預
ケ
證
文
依
而

如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
預
ケ
主
川
北
村　
　

太
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　

文
政
七
年

　
　
　
　
　
　
　

甲
申
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学
問
所
様

　
　
　
　

前
書
之
通
相
違
無
之
ニ

付
令
加
印
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
北
村
庄
屋　
　
　

伊
十
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村　

組
頭　
　
　

治
助
（
印
）



－ 12 －

　

こ
の
証
文
に
記
さ
れ
る
場
所
は
、
図
1
で
示
し
た
㊅
に
当
た
る
部
分
で
あ
る
。
㊄

が
新
塾
、
㊁
が
廉
塾
と
槐
寮
の
あ
る
「
土
手
」
、
㊂
が
南
寮
の
あ
る
「
前
」
で
あ
る
。

　

文
政
八
年
の
「
菅
茶
山
遺
書
」
に
「
敬
寮
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
段
階
で

敬
寮
は
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
政
七
年
に
入
手
し
た
こ
の
新
屋
敷
が

敬
寮
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

5　

お
わ
り
に

　

筆
者
が
管
見
し
た
中
で
、
建
築
年
代
が
推
定
で
き
る
建
物
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お

き
た
い
。

　

「
文
政
九
年
秋　

門
堂
新
築
費
用
録
」（
52
）
に
は
、
建
物
名
等
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
文
政
八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
、
諸
施
設
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
れ
を
表
す
よ
う
に
「
菅
茶
山
日
記
」（
53
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

（
文
政
八
年
）

　
　
　

四
月
六
日　
　

将
造
書
庫
筮
遇
中
孚
之
観

　
　
　

六
月
四
日　
　

午
前
見
鳶
図　

立
書
庫
柱

　
　
　

九
月
五
日　
　

遣
人
新
市
招
鏝
工

　
　
　

九
月
六
日　
　

復
使
人
芦
原
新
市
不
見
鏝
工

　
　
　

十
月
廿
五
日　

左
官
来　

大
工
不
来

　
　
　

十
二
月
十
日　

塵
養
魚
池

　

（
文
政
九
年
）

　
　
　

三
月
十
一
日　

大
工
始
来

　
　
　

三
月
廿
二
日　

法
城
大
工
来

　
　
　

三
月
廿
八
日　

建
門
堂
諸
柱

　
　
　

三
月
廿
九
日　

門
堂
上
梁

　

文
政
八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
、
書
庫
、
養
魚
池
、
町
並
の
門
と
漆
喰
の
塀
が
整
備

さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

今
回
、
改
め
て
、
廉
塾
の
施
設
整
備
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
結
論
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

　

①　

 

寛
政
三
年
の
開
塾
当
初
は
、「
周
辺
図
」
で
垣
で
囲
ま
れ
た
内
側
が
塾
で
あ
り
、

そ
の
後
も
垣
の
内
側
を
塾
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
。

　

②　

 

そ
の
後
、
文
化
元
年
、
文
化
五
年
、
文
政
七
年
、
文
政
八
年
～
九
年
と
徐
々
に

塾
の
姿
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
。

　

③　

 

そ
の
中
で
、
生
活
の
場
と
し
て
寮
が
整
え
ら
れ
、
塾
は
あ
く
ま
で
も
学
習
の

場
と
し
て
機
能
し
、
時
に
賓
客
の
対
応
や
各
藩
の
藩
士
に
相
当
す
る
塾
生
等

が
逗
留
す
る
場
と
し
て
も
機
能
し
た
こ
と
。

　

④　

 

敬
寮
は
、
文
政
七
年
に
入
手
し
た
甲
山
屋
の
北
側
部
分
に
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
こ
と
。

　

今
後
も
新
た
な
資
料
に
よ
り
、
確
定
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

一
方
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
る
の
が
、
塾
と
新
宅
（
実
家
）
の
関
係
で
あ
る
。
特
に
長

作
（
万
年
）
の
没
後
は
、
当
主
不
在
と
な
り
、
茶
山
が
そ
の
代
理
を
務
め
て
お
り
、
塾
と

新
宅
の
領
分
が
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
部
分
が
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
宅
と
塾

は
不
可
分
の
関
係
に
も
あ
り
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
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【
注
】

1
	
『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
遺
稿
』
附
録　

天
保
3
年

2
	
黄
葉
夕
陽
文
庫
資
料
は
、
菅
家
に
伝
来
し
た
資
料
群
の
こ
と
。
時
代
は
、
江
戸
時
代
後
期

～
大
正
時
代
ま
で
を
含
み
、
そ
の
う
ち
、
菅
茶
山
在
世
時
に
関
わ
る
資
料
が
重
要
文
化
財
菅

茶
山
関
係
資
料
に
指
定
さ
れ
た
。

3
	
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

絵
図
・
地
図
類　

1
・
2
。
廉
塾
の
土
地
の
測
量
を
行
っ

た
際
に
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
土
地
ご
と
の
長
さ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
1
に
は
、
廉

塾
、
タ
イ
所
、
南
寮
等
の
建
物
の
名
称
が
記
さ
れ
て
い
る
。
2
は
、
1
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
、

注
記
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
建
物
は
輪
郭
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。

4
	
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

絵
図
・
地
図
類
4

　

廉
塾
の
あ
る
場
所
に
関
わ
る
記
述
は
次
の
と
お
り

㊀　

古
本
本
壱
畝
弐
拾
壱
歩

　
　
　

上
畑　

壱
畝
四
歩　
　
　
　
　
　

高
壱
斗
壱
升
三
合　
　
　
　

作
人　

　
　

同
所
本
七
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

友
四
郎　
　
　
　

　
　
　

中
畑　

三
歩　
　
　
　
　
　
　
　

高
九
合

　
　
　
　
　

切
畝
壱
畝
弐
拾
八
歩
四
リ　
　
　

掛
米
三
斗
八
升
九
合

㊁　

土
手

　
　
　

中
畑　

三
畝
弐
拾
三
歩　
　
　
　

高
三
斗
三
升
三
合

　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　

壱
畝
拾
五
歩　
　
　
　
　
　
　

寛
政
二
庚
戌
八
月
御
願
申
上
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

御
見
分
相
済
高
盛
石
畑
ニ
成
ル

　
　
　
　
　

此
出
目
高
壱
升
五
合

　
　
　
　
　
　

取
米
九
合

　
　
　
　

此
切
畝
六
畝
三
歩

　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

弐
歩　
　
　
　
　
　
　

掛
米
六
合

㊂　

前

　
　
　

上
畑　

壱
畝
六
歩　
　
　
　
　

高
壱
斗
二
升

　
　

同
所
壱
畝
弐
歩
内

　
　
　

中
畑　

拾
壱
歩　
　
　
　
　
　

高
三
升
三
合

　
　
　
　

此
切
畝
三
畝
弐
歩

 
 
 
 

• 

（
㊃
の
上
に
貼
紙
）

㊃　

金
右
衛
門
前　
　
　
　
　
　
　
　

七
百
四
十
八

　
　

中
田　

四
畝
歩　
　
　
　
　
　
　
　

高
五
斗
六
升　
　
　

引
四
升
九
合

　
　
　
　
　

此
切
畝
四
畝
弐
拾
九
歩　
　
　

掛
米
五
斗
六
升　
　

作
人
紋
助

右
之
壱
筆
之
内
本
畝
弐
拾
五
歩
高
壱
斗
壱
升
七
合
坪
引
壱
升
切
畝
壱
畝
弐
歩
吉
右
衛
門
へ
分

ケ
遣
す

※
（
貼
紙
）

㊃　

中
田　

三
畝
五
歩　
　
　
　
　
　

七
百
四
十
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
四
斗
四
升
三
合　
　

引
三
升
九
合

　
　
　
　

此
切
畝
三
畝
弐
拾
七
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
人　

仁
十
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㊄　

七
日
市
本
弐
筆
六
畝
拾
六
歩
之
内

　
　

屋
鋪　

弐
畝
廿
七
歩　
　
　
　
　
　

高
弐
斗
九
升　
　
　

半
引
三
斗
四
升
五
合

　
　
　
　
　

此
切
畝
弐
畝
廿
八
歩

㊅　

七
日
市
根
本
六
畝
拾
六
歩
内

　
　

本
壱
畝
拾
六
歩
内

　
　

屋
敷　

拾
五
歩　
　
　
　
　
　

高
五
升　
　
　
　
　

半
引
弐
升
五
合

　
　
　
　

此
切
畝
弐
拾
六
歩

　
　
　
　
　
　
　

内
九
歩　
　
　
　
　
　

掛
米
六
升　
　
　
　

作
人
吉
十
郎

㊆　

胎
蔵
寺
屋
敷

　
　

上
畑　

弐
畝
拾
四
歩　
　
　
　

高
弐
斗
四
升
七
合

　
　

同

　
　

上
畑　

三
畝
四
歩　
　
　
　
　

高
三
斗
壱
升
三
合

　
　

同

　
　

上
畑　

三
畝
三
歩　
　
　
　
　

高
三
斗
壱
升

　
　
　
　
　

此
切
畝
壱
反
三
畝
廿
四
歩

　
　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　
　
　
　

四
畝
壱
歩　
　
　

掛
米
八
斗
八
合　

作
人
料
助

　
5
	
黄
葉
夕
陽
村
舎
は
、
現
講
堂
の
堂
号
と
考
え
ら
れ
る
。
廉
塾
の
南
に
あ
る
黄
葉
山
に
由
来

し
、
夕
陽
は
「
山
の
西
側
」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
た
。

6
	
『
日
本
教
育
史
資
料
』　

文
部
省
編　

明
治
23
～
25
年

7
	
菅
晋
賢
（　

～
一
九
二
三
）
は
、
門
田
朴
斎
の
五
男
。
菅
自
牧
斎
の
子
が
夭
折
し
た
た
め
、

自
牧
斎
の
養
子
と
な
り
、
菅
家
を
嗣
い
だ
。
号
は
柳
汀
。

8
	
菅
波
哲
郎
「
暮
庵
先
生
行
状
略
記
附
録
」『
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
17
号　

平
成
27
年

　
　

菅
波
哲
郎
「
廉
塾（
閭
塾
）開
設
と
そ
の
社
会
的
背
景
」『
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』

第
19
号　
　

平
成
29
年

9
	
自
宅
は
、
本
庄
屋
の
東
側
に
隣
接
し
て
建
て
ら
れ
、
本
庄
屋
か
ら
分
家
し
た
こ
と
か
ら
「
新

宅
」
と
呼
ば
れ
た
。
分
家
し
た
当
初
は
、「
下
の
新
宅
」
と
呼
ば
れ
る
屋
敷
が
二
町
程
西
に
あ
っ

た
。
本
庄
屋
の
東
隣
へ
移
っ
た
時
期
は
未
詳
で
あ
る
。

10	

藤
井
暮
庵
（
一
七
六
七
～
一
八
四
四
）
は
、
名
を
公
顕
、
惟
明
、
字
を
士
晦
、
通
称
は
料
助
、

暮
庵
と
号
し
た
。
神
辺
川
南
村
庄
屋
の
藤
井
秀
助
の
子
。
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
、
九
歳
で

茶
山
に
入
門
（
金
粟
園
）
し
て
い
る
。
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
は
、
川
北
・
川
南
村
の
大
庄

屋
と
な
り
、
廉
塾
で
講
義
も
行
っ
て
い
る
。
は
じ
め
備
中
上
有
井
に
塾
を
開
く
が
、
の
ち
に

川
南
村
に
「
南
北
春
水
舎
」
と
い
う
塾
を
経
営
し
た
。

11	

菅
圭
二
（
一
七
六
八
～
一
八
〇
〇
）
は
、
名
を
晋
宝
、
字
は
信
卿
、
圭
二
、
恥
庵
と
号
し

た
。
茶
山
の
末
弟
。
寛
政
四
年
頃
、
茶
山
か
ら
当
主
を
継
い
だ
が
、
寛
政
十
年
頃
に
萬
年

（
一
七
七
三
～
一
八
一
一
）
に
譲
り
、
京
で
塾
を
開
い
た
が
、
客
死
し
た
。

12	

「
文
恭
先
生
年
賦
略
」（
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

文
書
・
記
録
類
614
）
に
は
、「
生

徒
日
々
多
人
、
其
学
舎
ニ

桂
樹
あ
り
、
故
に
金
粟
園
と
い
ふ
、
後
ニ

家
の
東
北
ニ

学
舎
を
立
て

黄
葉
夕
陽
村
舎
と
云
」
と
記
し
て
い
る
。

13	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

著
述
・
稿
本
類
575　

14 
	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

文
書
・
記
録
類
65　

15	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

文
書
・
記
録
類
77
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16	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

著
述
稿
本
類
573　

　
　

『
広
島
県
史
』
近
世
資
料
編
Ⅵ
に
は
、「
菅
太
中
存
寄
書
」
と
し
て
、
諏
沢
家
文
書
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。

17	

『
東
遊
漫
録
』　

宮
崎
誠
一
郎
筆
写　

東
城
書
店　

18	

『
伊
澤
蘭
軒
』
森
鴎
外　

森
鴎
外
全
集
7　

ち
く
ま
文
庫

19	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

文
書
・
記
録
類
81

20	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

文
書
・
記
録
類
82

21	

註
16

22	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

著
述
稿
本
類
569

23	

函
館
市
指
定
文
化
財　

旧
相
馬
邸
蔵

24	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

絵
図
地
図
類
2

25 

黄
葉
夕
陽
文
庫
資
料　

J
0
0
2
-
1
2
2

26 

黄
葉
夕
陽
文
庫
資
料　

G
0
9
4
-
0
0
5

27 

黄
葉
夕
陽
文
庫
資
料　

K
0
0
1
-
5
0
0

28	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

文
書
・
記
録
類
2

29 

松
下
敬
二
（
一
七
八
三
？
～
一
八
〇
七
）　

名
を
釐
、
字
を
敬
次
・
敬
二
と
い
い
成
叔
と
号

し
た
。
諡
は
恭
敏
先
生
。
播
州
曽
根
の
医
者
の
子
で
あ
っ
た
が
、
幼
く
し
て
、
天
涯
孤
独
と

な
り
、
君
立
の
仲
介
で
菅
茶
山
の
廉
塾
へ
と
や
っ
て
き
た
。
茶
山
は
敬
二
の
人
柄
や
才
を
愛

し
、
敬
治
は
都
講
と
な
る
。
こ
の
「
家
を
為
す
」
の
は
歴
代
講
師
の
中
で
、
こ
の
松
下
敬
二
と

北
條
霞
亭
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
、
廉
塾
に
お
い
て
神
主
を
設
け
て
、
毎
年
祭
祀
を
行
っ
て

い
る
。

30	

『
北
林
遺
稿
』　

山
陽
新
報
社　

昭
和
11
年

31	

註
5

32	

『
頼
山
陽
全
書
』
頼
山
陽
先
生
遺
蹟
顕
彰
会　

昭
和
7
年

33	

註
18

34 

黄
葉
夕
陽
文
庫
資
料　

K
0
0
1
-
4
9
9

35	

重
要
文
化
財
菅
茶
案
関
係
資
料　

文
書
・
記
録
類
3

36	

註
31

37	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

著
述
稿
本
類
567

38	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

文
書
・
記
録
類
60

39 

黄
葉
夕
陽
文
庫
資
料　

J
0
0
3
-
1
4
7
 

「
廉
塾
誌
」
は
、
茶
山
没
後
に
菅
自
牧
斎
が
ま
と
め
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
草
稿
で
あ
る
。
廉
塾
の
成
り
立
ち
、
学
舎
、
歴
代
の
講
師
名
、
宝
物
等
が

簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
学
舎
に
つ
い
て
の
記
述
を
紹
介
し
て
お
く
。

　

学
館
ニ

扁
シ
テ
黄
葉
夕
陽
村
舎
ト
云
清
人
陳
養
山
書
也
、
階
ヲ
上
テ
入
此
間
ヲ
三
峡
ト
云
、

障
ニ

陵
山
三
峡
ノ
図
ア
リ
故
名
ヅ
ク
、
左
リ
入
間
ノ
東
側
ニ
扁
シ
テ
廉
塾
ト
云
柴
博
士
ノ
書

也
、
東
備
額
ア
リ　

福
山
矦
書
シ
テ
不
如
学
也
ト
云
、
三
峡
ヨ
リ
入
ル
間
ヲ
北
窓
ト
云
、
又

東
ニ
入
ル
間
ヲ
東
牀
ト
云
、
書
筐
此
ニ

ア
リ
、
三
峡
ヨ
リ
西
ニ

入
ル
間
ヲ
看
雲
ト
云
、
頼
春
風

先
生
所
障
中
字
ヲ
取
ル
也
、
又

　

西
ニ

入
間
ヲ
鯉
軒
ト
云
ヨ
シ
バ
リ
ニ
索
我
ノ
画
ア
リ
故
ニ

名
ヅ
ク

 
 
 

　

槐
寮
ハ
厨
也
、
寮
ノ
東
檐
外
ニ

槐
樹
ア
リ
故
以
名
ト
ス
、
寮
ノ
中
間
ニ

扁
シ
テ
意
釣
舟
ト
云
古

賀
博
士
ノ
書
ス
ル
所
也
、
寮
溝
水
ニ

跨
リ
水
声
牀
下
ニ

通
ス
、
名
ヲ
得
ル
ユ
ヘ
ン
ナ
リ
、
先
生

常
ニ

此
寮
ニ

卧
起
ス

　

 

　

南
寮
ハ
生
徒
ノ
寓
居
ス
ル
所
也
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こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
学
館
・
槐
寮
・
南
寮
も
全
て
垣
の
内
側
に
存
在
し
、「
塾
」
と
い
う

認
識
が
茶
山
以
降
も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。　

40	

註
18

41	

註
16

42	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

文
書
・
記
録
類
48

43	

菅
自
牧
斎
（
一
八
一
〇
～
一
八
六
〇
）
は
、
名
を
惟
縄
、
字
は
昭
叔
、
通
称
を
菅
三
、
三
郎
と

い
い
、
自
牧
斎
と
号
し
た
。
茶
山
の
甥
で
あ
る
萬
年
と
姪
で
あ
る
敬
の
子
。
茶
山
の
死
後
、

廉
塾
の
塾
主
と
な
る
。
頼
山
陽
や
篠
崎
小
竹
に
学
び
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
福
山
藩
儒

者
と
な
る
。

44 

「
萍
蹤
日
記
」
黄
葉
夕
陽
文
庫
資
料　

G
0
0
7
-
0
1
8

45 

黄
葉
夕
陽
文
庫
資
料　

I
0
2
7
-
2
9

　
　
　
　

吉
凶
元
信
有
由
来　
　

豈
管
家
無
珠
扞
災　

　
　
　
　

噀
酒
未
知
欒
氏
術　
　

贈
文
誰
逞
柳
公
才　

　
　
　
　

且
餘
斗
米
猶
応
飽　
　

幸
便
五
経
全
不
灰　
　

　
　
　
　

顛
沛
多
君
無
遽
色　
　

右
携
垂
白
左
嬰
孩

　
　

こ
の
日
、
朝
に
菅
三
と
妻
塩
の
間
に
、
初
め
て
の
男
児
駒
吉
が
誕
生
し
た
。
吉
事
と
凶
事

が
同
日
に
起
き
た
こ
と
を
詩
に
し
て
い
る
。

46	

北
條
霞
亭
（
一
七
八
〇
～
一
八
二
三
）
は
、
字
は
子
譲
、
通
称
を
譲
四
郎
、
霞
亭
と
号
し
た
。

志
摩
的
矢
の
人
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
京
に
遊
学
し
、
皆
川
淇
園
に
朱
子
学
を
学
ぶ
。

文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
は
詩
集
『
嵯
峨
樵
歌
』
の
序
文
を
茶
山
に
依
頼
す
る
。
翌
十
年
に

は
、
廉
塾
の
都
講
と
な
り
茶
山
の
姪
敬
と
結
婚
し
た
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
か
ら
福
山
藩

校
弘
道
館
出
仕
と
な
り
、
同
四
年
か
ら
江
戸
詰
め
と
な
っ
た
が
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に

病
没
し
た
。

47	

北
條
悔
堂
（
一
八
〇
八
～
一
八
六
五
）
は
、
名
を
新
助
、
字
を
進
之
、
悔
堂
と
号
し
た
。
福

山
藩
侍
医
河
村
重
善
の
次
男
。
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
茶
山
の
請
願
に
よ
り
、
北
條
霞
亭

の
跡
を
嗣
い
だ
と
さ
れ
る
が
、
正
式
に
は
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
五
月
九
日
、
養
母
敬
が
河

村
家
を
出
向
き
結
納
、
十
五
日
に
北
條
家
を
嗣
い
で
い
る
。

　

茶
山
は
、
文
政
九
年
の
「
塾
田
利
米
書
付
」（
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

文
書
・
記
録

類
59
）
廉
塾
で
の
悔
堂
の
役
割
に
応
じ
た
利
米
を
拾
石
と
し
、「
儒
書
・
医
書
句
読
授
料
」
と

記
し
て
い
る
。

48	

門
田
堯
佐
（
一
七
九
七
～
一
八
七
三
）
は
、
名
を
正
三
郎
、
字
を
堯
助
、
諱
を
惟
隣
、
重
鄰
、

朴
斎
と
号
し
た
。
安
那
郡
法
成
寺
村
の
大
庄
屋
門
田
儀
右
衛
門
政
周
の
養
子
と
な
り
、
門
田

姓
と
な
る
。
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
廉
塾
に
入
塾
し
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
茶
山
の

養
子
と
な
る
。
し
か
し
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
七
月
に
離
縁
と
な
っ
た
。
頼
山
陽
に
学
ん

だ
後
、
福
山
藩
の
儒
官
と
な
っ
た
。

49	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

著
述
稿
本
類
569

50	

註
16

51	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

文
書
・
記
録
類
101

52	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

文
書
・
記
録
類
51

53	

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料　

文
書
・
記
録
類
51
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
史
料
か
ら
見
た
「
草
戸
千
軒
」
に
つ
い
て
、
従
来
の
定
説
を
見
直
そ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、「
草
戸
千
軒
」
と
は
、
十
八
世
紀
に
成
立
し
た
福
山
藩
内
の
地

誌
『
備
陽
六
郡
志
』
に
記
載
さ
れ
る
「
町
」
の
名
で
（
1
）
、
そ
の
跡
が
現
在
の
芦
田
川
中

州
で
確
認
さ
れ
た
草
戸
千
軒
町
遺
跡
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
発
掘
調
査
の
結
果
、
草

戸
千
軒
の
町
は
、「
十
三
世
紀
中
頃
に
成
立
し
、
最
初
は
港
と
し
て
の
機
能
も
あ
る
が

門
前
的
・
市
的
機
能
も
強
か
っ
た
。
十
四
世
紀
に
な
る
と
問
・
土
倉
が
地
域
に
土
着
化

し
て
成
長
し
、
港
や
流
通
機
能
が
飛
躍
的
に
強
化
さ
れ
て
き
た
。
」
そ
し
て
、「
十
五
世

紀
後
半
頃
ま
で
流
通
・
金
融
活
動
の
高
ま
り
を
見
せ
た
が
、
十
五
世
紀
末
頃
に
そ
の

活
動
は
急
速
に
衰
え
」
、「
十
六
世
紀
初
頭
頃
一
気
に
消
滅
す
る
」
と
、
調
査
研
究
報
告

書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
2
）
。

　

注
意
を
要
す
る
の
は
、
そ
の
立
地
で
あ
る
。
発
掘
調
査
さ
れ
た
遺
跡
は
中
州
と
し

て
川
の
中
に
孤
立
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
一
九
二
〇
年
代
の
河
川
改
修
工
事
に
よ
っ

て
川
の
流
れ
が
付
け
替
え
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。
中
世
に
は
、
芦
田
川
が
注
ぐ
福
山

湾
頭
の
小
規
模
な
三
角
州
の
南
西
端
に
草
戸
千
軒
の
町
は
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

芦
田
川
本
流
の
右
岸
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
発
掘
調
査
さ
れ
た

遺
跡
は
中
州
に
あ
っ
た
が
、
町
が
機
能
し
て
い
た
と
き
に
は
、
運
河
や
自
然
流
路
が

西
か
ら
東
や
北
か
ら
南
へ
流
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
基
本
的
に
西
側
の
丘
陵
地
と
地

続
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
3
）
。

　
史
料
か
ら
見
た
草
戸
千
軒

木　

村　
　

信　

幸

「草戸千軒」

芦
田
川

福山湾

図１　草戸千軒の立地状況（電子国土 Web に加筆）
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さ
て
、
前
出
の
調
査
研
究
報
告
書
に
よ
る
と
、「
草
戸
千
軒
の
か
っ
て
の
地
名

は
、
数
少
な
い
文
献
か
ら
草
津
（
一
三
四
三
年
）
→
草
井
地
（
一
三
五
一
年
）・
草
出

（
一
三
九
一
年
）
→
草
土
（
一
四
七
一
年
）
→
草
戸
（
一
五
一
〇
年
頃
）と
変
遷
し
て
い
た

こ
と
を
確
認
し
て
い
る
」
と
し
、「
木
簡
の
記
載
内
容
か
ら
、
草
戸
千
軒
の
当
時
の
名

前
の
一
例
が
「
く
さ
い
つ
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
」
と
す
る
（
4
）
。
こ
う
し
た
理

解
は
当
該
調
査
研
究
報
告
書
作
成
時
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
九
八
二
年

に
は
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
で
の
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
た
（
5
）
。
調

査
研
究
の
初
期
の
段
階
で
は
、
草
戸
千
軒
の
町
は
「
史
料
に
す
ら
あ
ら
わ
れ
な
い
集
落
」

（
6
）
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、「
草
戸
の
古
称
」（
7
）・「
草
戸
町
に
関
す
る
と
思
わ
れ
る
地
名
」

（
8
）・「
草
戸
千
軒
一
帯
の
古
名
」（
9
）・「
集
落
一
帯
を
示
す
と
思
わ
れ
る
地
名
」（
10
）（
以
下

「
草
戸
千
軒
の
古
地
名
」
と
す
る
。
）
が
博
捜
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
「
地
名
の
変
遷
」
と
し

て
結
実
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
草
戸
千
軒
の
古
地
名
を
記
し
た
「
記

録
で
は
地
名
の
変
遷
以
外
に
町
の
様
相
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
（
11
）
」
と
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、「
こ
れ
ら
の
地
名
を
年
代
順
に
み
る
と
、
必
ず
し
も
う
ま
く
変
遷
を
お
う

こ
と
は
で
き
な
い
（
12
）
」
と
、
こ
の
地
名
変
遷
説
は
当
初
か
ら
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て

い
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
草
戸
千
軒
の
古
地
名
を
記
し
た
記
録
と
さ
れ

て
き
た
史
料
を
列
挙
し
、「
地
名
の
変
遷
以
外
に
」
何
か
明
ら
か
に
で
き
な
い
か
、
探
っ

て
み
た
い
と
思
う
。

1
　
現
在
の
明
王
院
周
辺
の
地
名「
ク
サ
イ
ツ
」

　

ま
ず
最
初
に
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
周
辺
が
、
中
世
に
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
確
認

し
て
お
き
た
い
。

写真１　西大寺諸国末寺帳（当館蔵，複製資料，原資料：奈良県西大寺蔵）
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史
料
1

　
　
　

西
大
寺
諸
国
末
寺
帳

　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
　
　

備
後
国

　
　

尾
道　
　
　
　
　
　
　
　
　

ク
サ
イ
ツ
草
土

　
　
　

浄
土
寺　
　
　
　

常
福
寺

　
　

今
高
野　

大
田
庄

　
　
　

金
剛
寺

　
　

（
後
略
）

　

史
料
1
は
、
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
時
点
に
お
け
る
奈
良
西
大
寺
の
末
寺
の
一
覧

に
、
後
の
時
代
の
末
寺
も
加
え
て
い
き
、
最
終
的
に
文
亀
二
年（
一
五
〇
二
）に
「
校
合
」

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
（
13
）
。
備
後
国
で
は
尾
道
の
浄
土
寺
・
大
田
荘
の
今
高
野
金
剛

寺
の
ほ
か
に
、「
ク
サ
イ
ツ
草
土
」
の
常
福
寺
が
西
大
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
従
来
、「
ク
サ
イ
ツ
草
土
」
は
「
ク
サ
イ
ツ
草
出
」
と
読
ま
れ
て
き
た
が
、
誤

読
で
あ
る
（
14
）
。
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
が
平
成
元
年
に
開
館
す
る
際
作
成
し
た
レ
プ

リ
カ
（
写
真
1
）を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
六
年
に
草
戸
千
軒
町
遺
跡
研
究
の
先
駆
者
で
あ

る
濱
本
鶴
賓
氏
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
（
15
）
。「
草
土
の
土
は
昔
は
草
体
行
体

と
も
点
を
打
つ
か
ら
出
の
字
に
見
え
る
、
即
ち
、
草
出
と
な
る
、
之
れ
を
ク
サ
イ
ツ
と

仮
名
を
附
し
て
訓
方
を
示
し
て
居
る
以
上
、
草
土
で
な
く
草
出
が
正
し
い
」
。
濱
本
氏

は
「
草
土
」
と
読
ん
で
お
き
な
が
ら
、「
ク
サ
イ
ツ
と
仮
名
を
附
し
」
た
「
訓
方
」（
読
み
方
）

と
解
釈
し
「
草
出
」
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
神
奈
川
県
の
極
楽
寺

所
蔵
の
西
大
寺
諸
国
末
寺
帳
が
『
広
島
県
史　

古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』（
16
）
に
紹
介
さ

れ
、「
常
福
寺
」
の
右
側
に
「
草
出
」
と
や
や
小
さ
く
記
し
、
さ
ら
に
右
側
に
ふ
り
が
な

の
よ
う
に
「
ク
サ
イ
ツ
」
と
添
え
ら
れ
て
翻
刻
さ
れ
た
。
こ
れ
が
草
戸
千
軒
町
遺
跡
研

究
に
用
い
ら
れ
（
17
）
、
以
後
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

「
ク
サ
イ
ツ
草
土
」
と
読
め
ば
「
ク
サ
イ
ツ
」
は
「
草
土
」
の
「
訓
方
」
で
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
、「
ク
サ
イ
ツ
」
と
「
草
土
」
が
別
個
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　

次
に
、「
常
福
寺
」
は
今
の
明
王
院
の
前
身
寺
院
で
あ
る
。
本
堂
は
元
応
三
年

（
一
三
二
一
）
に
建
立
さ
れ
、
五
重
塔
は
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
に
「
一
文
勧
進
小
資
」

を
積
ん
で
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
、
共
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
（
18
）
。
つ

ま
り
、『
西
大
寺
諸
国
末
寺
帳
』
に
記
載
さ
れ
た
頃
の
常
福
寺
は
、
本
堂
や
五
重
塔
が

建
ち
並
ぶ
寺
院
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
寺
院
所
在
地
は
当
時
「
ク
サ
イ
ツ
草
土
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
福
山
市
草
戸
町
の
明
王
院
辺
り
は
、

明
徳
二
年（
一
三
九
一
）か
ら
文
亀
二
年（
一
五
〇
二
）ま
で
の
ど
こ
か
の
時
点
に
は
「
ク

サ
イ
ツ
草
土
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
の
「
西
大
寺
坊
々
寄
宿
末
寺
帳
」
は
、「
毎
年
の
光
明

真
言
会
の
さ
い
に
全
国
の
末
寺
か
ら
西
大
寺
に
集
ま
っ
て
き
た
末
寺
の
僧
衆
が
寄
宿

す
る
坊
ご
と
に
、
そ
の
末
寺
を
書
き
上
げ
た
も
の
」（
19
）
で
あ
る
が
、
こ
の
「
東
室
三
」

の
部
分
に
「
備
後
ク
サ
イ
ツ

常
福
寺
」
が
登
場
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
永
享
八
年
段
階
で

も
、
現
在
の
明
王
院
周
辺
は
「
ク
サ
イ
ツ
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
十
五
世
紀
頃
に
は
、
現
在
の
草
戸
千
軒
町
遺
跡
周
辺
、
よ
り
厳
密
に

は
遺
跡
西
側
周
辺
は
「
ク
サ
イ
ツ
」・「
ク
サ
イ
ツ
草
土
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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2
　「
草
出
津
」と「
ク
サ
イ
ツ
草
土
」

　

次
に
、「
ク
サ
イ
ツ
」
と
「
草
土
」
の
関
係
を
考
え
た
い
。

史
料
2

　
　
　

備
後
国
尾
道
権
現
堂

　
　

御
師
廊
之
御
坊
江
引
申
候
旦

（
「
那
」
脱
）

方

　
　
　

御ミ
ツ
キ調

之
内
河
南
・
河
北
悉
皆

　
　
　

新シ
ヤ
ウ

庄
之
内
今
津
・
今
伊
勢
悉
皆

　
　
　

御
調
之
郡
之
内
五
ケ
之
庄
之
内
悉
皆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
内
哥ウ

タ

嶋シ
マ

ハ
惣
持チ

院
引
候

　
　
　

同
山
南
・
山
北
悉
皆

　
　
　

草
出
津
神
上
寺
跡
之
後
旦
那

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

悉
皆

　
　
　

木
来
・
栗
原
・
吉
波
悉
皆

　
　

此
外
権
現
堂
之
導
者
、
神
村
之

　
　

外
ハ
、
廊
之
御
坊
へ
可
参
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尾
道
権
現
堂

　
　

文
明
十
七
年
閏
三
月
廿
九
日　

大
進
（
花
押
）

　

史
料
2
は
、
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
に
尾
道
権
現
堂
の
大
進
が
熊
野
詣
に
案
内

す
る
檀
那
の
一
覧
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
20
）
。
こ
の
中
に
、「
草
出
津
」
の
「
神
上
寺
」

の
跡
の
後
ろ
（
裏
側
）
の
「
旦
那
」（
檀
那
）
と
あ
り
、
彼
ら
全
て
を
大
進
が
案
内
・
引
率

し
て
熊
野
へ
参
詣
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
に
は
、
備
後
国

重
永
荘
の
「
神
上
寺
」
の
檀
那
た
ち
を
尾
道
千
光
寺
の
空
真
が
引
率
し
て
熊
野
詣
を

行
っ
て
い
る
（
21
）
の
で
、
か
つ
て
「
草
出
津
」
に
あ
っ
た
「
神
上
寺
」
は
遅
く
と
も
十
五

世
紀
中
頃
に
は
廃
寺
と
な
っ
て
、
世
羅
郡
の
重
永
荘
に
移
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
「
草
出
津
」
の
読
み
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。『
日
本
国

語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
の
「
い
ず
」（
い
づ
。
漢
字
は
「
出
」
）
と
い
う
字
の
「
補
注
」
に
よ

る
と
、「
後
に
一
段
活
用
に
な
っ
て
、
口
語
「
で
る
」
と
な
る
」
と
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

「
お
そ
く
い
づ
る
月
」
や
「
市
に
い
で
て
売
る
」
と
い
う
用
例
が
示
す
よ
う
に
、「
出
」
と

い
う
漢
字
は
古
く
は
「
い
づ
・
い
で
」
と
発
音
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
い
づ
・
い
で
」
と

い
う
音
に
「
出
」
と
い
う
漢
字
を
充
て
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
草
出
」
と
書
い

て
「
く
さ
い
づ
・
く
さ
い
で
」
と
読
む
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
史
料
1
の
「
ク
サ
イ

ツ
」
は
「
く
さ
い
づ
」
と
読
み
、
漢
字
で
は
「
草
出
」
と
表
記
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、「
草
出
」
の
意
味
を
考
え
る
と
、『
大
漢
和
辞
典
』（
大
修
館
）
の
「
出
」
と
い
う

字
の
「
解
字
」
に
よ
る
と
、「
出
」
と
い
う
字
は
「
草
木
が
次
第
に
枝
を
は
っ
て
上
に
延

び
出
て
繁
る
か
た
ち
に
象
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、「
草
」
は
文
字
ど
お
り
「
く
さ
」・「
く

さ
は
ら
。
く
さ
む
ら
。
草
の
生
え
茂
っ
た
所
」
と
あ
る
か
ら
、「
草
出
」
と
は
、
草
木
が

生
い
茂
っ
て
枝
を
上
に
延
ば
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ

う
な
と
こ
ろ
を
人
々
は
「
く
さ
い
づ
」
と
呼
び
、「
草
出
」
と
い
う
漢
字
を
充
て
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、「
津
」
の
意
味
を
同
様
に
『
大
漢
和
辞
典
』
か
ら
考
え
て
み
る
と
、「
津
」
は

「
わ
た
し
。
わ
た
し
ば
。
舟
に
乗
せ
て
人
を
渡
す
処
」
と
か
「
ふ
な
つ
き
。
み
な
と
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
草
出
津
」
は
、「
草
出
」
の
「
津
」・
港
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
史
料
1
の
「
ク
サ
イ
ツ
草
土
」
は
「
草
出
」
の
「
草
土
」
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、「
草
土
」
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、『
大
漢
和
辞
典
』
を
引
く
と
、「
土
」
は
「
と
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ち
。
土
壌
」
の
ほ
か
、「
耕
作
地
。
田
畑
」
、「
ひ
ら
ち
。
平
地
」
を
意
味
す
る
。
既
に
見
た

「
草
」
と
合
わ
せ
、「
草
土
」
と
は
、「
草
の
生
え
茂
っ
た
所
」
を
開
墾
し
て
「
田
畑
」
や
「
平

地
」
と
し
た
と
こ
ろ
、
と
い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。

　

前
述
の
史
料
1
に
よ
る
と
、「
草
土
」
に
は
十
五
世
紀
に
は
常
福
寺
が
存
在
し

た
。
こ
の
常
福
寺
に
は
、
元
応
三
年
（
一
三
二
一
）
に
本
堂
が
建
立
さ
れ
、
貞
和
四
年

（
一
三
四
八
）
に
五
重
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
人
々
は
、「
草

出
」
の
西
側
（
山
側
）
の
草
地
・
荒
地
を
開
墾
し
て
平
坦
地
を
造
成
し
、
そ
こ
を
「
草
土
」

と
呼
ん
だ
こ
と
、「
草
土
」
の
平
坦
地
に
は
田
畑
が
広
が
り
、「
常
福
寺
」
の
諸
建
築
が

建
て
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

な
お
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
Ｓ
Ｋ
一
三
〇
〇
土
坑
か
ら
は
、
木
簡
「
く
さ
い
□

（

つ

の

）
□
」

（
22
）
が
出
土
し
て
お
り
、
草
戸
編
年
の
Ⅱ
期
後
半
に
当
た
る
十
四
世
紀
中
葉
に
、
草
出

へ
何
ら
か
の
荷
物
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
当
該
遺
跡
・
遺
構
が
草
出
に

位
置
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
草
土
」
と
い
え
ば
、
従
来
か
ら
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
の
二
つ
の
史
料
が

指
摘
さ
れ
て
き
た
。
一
つ
は
、「
西
国
寺
不
断
経
修
行
勧
進
并
上
銭
帳
」（
23
）
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
年
尾
道
の
西
国
寺
が
不
断
経
の
修
行
の
た
め
の
寄
付
を
募
っ

た
際
、「
草
土
」
の
「
東
泉
坊
」
が
二
百
文
を
上
納
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
と
き

「
常
福
寺
衆
」
も
本
寺
（
常
福
寺
）
の
ほ
か
末
寺
と
考
え
ら
れ
る
「
宥
泉
坊
照
源
寺
」
や

「
賢
識
房
正
貞
庵
」
な
ど
が
合
計
で
一
貫
九
百
文
を
上
納
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
常
福

寺
の
末
寺
が
「
草
土
」
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
確
証
は
な
い
が
、
対
岸
の
本
庄
（
現
在
の

福
山
市
本
庄
町
周
辺
）
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
「
圓
光
寺
」
の
末
寺
と
思
わ
れ
る
東
光
坊

に
「
長
和
」
、
東
泉
坊
に
「
草
土
」
、
円
蔵
坊
に
「
杉
原
」
、
地
蔵
院
に
「
賀
屋
」
と
所
在
地

名
が
右
肩
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
常
福
寺
衆
」
に
は
こ
う
し
た
所

在
地
名
が
な
い
た
め
、
本
寺
の
常
福
寺
近
辺
の
「
草
土
」
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
。

　

今
一
つ
の
史
料
は
、
四
月
二
十
六
日
付
け
の
山
名
是
豊
書
状
（
24
）
で
あ
る
。
応
仁
文

明
の
乱
で
東
軍
方
で
あ
っ
た
山
名
是
豊
が
同
十
六
日
に
「
坪
生
」
に
出
陣
し
、「
草
土
」

に
迫
り
「
敵
城
」
を
落
と
し
、
二
十
二
日
に
「
鞆
浦
」
へ
進
軍
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、「
草
土
」
に
西
軍
方
の
「
敵
城
」
が
あ
っ
た
こ
と
、「
坪
生
」
か
ら
「
草
土
」

を
経
由
し
て
「
鞆
浦
」
へ
移
動
す
る
ル
ー
ト
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
25
）
。

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、「
草
土
」
は
刀
剣
の
銘
に
登
場
す
る
と
い
う
。
例
え
ば
、『
福
山

志
料
』
巻
之
二
十
七
に
抄
録
さ
れ
る
『
古
刀（

マ

マ

）

銘
尽
大
全
』
に
は
「
備
後
国
鍛
冶
部
類
」

の
欄
に
「
實
家
永
享　
　
　

草
土
一
乗
打

」
と
、
ま
た
『
古
刀
名
尽
大
全
別
本
』
に
は
「
備
後
国
鍛
冶
」
の
欄

に
「
實
家
備
後
國
草
戸
住
一
條
永
享
二
年

八
月
二
日
作
ト
打　
　
　
　
　

」
と
、
記
さ
れ
て
い
る
（
26
）
。
し
た
が
っ
て
、「
草
土
」
は
「
草
戸
」

と
も
表
記
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

「
草
戸
」
に
関
し
て
は
、
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
と
推
定
さ
れ
る
閏
正
月
十
七
日

付
け
の
小
早
川
隆
景
書
状
（
27
）
の
存
在
が
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、「
毛
利
興
元
が
当
主
の
頃
、
毛
利
氏
と
の
関
係
が
生
ま
れ
」
た
渡
辺
出
雲
守
は
、「
備

後
か
ら
招
か
れ
て
安
芸
吉
田
に
滞
在
、
当
時
ま
だ
多
治
比
に
居
た
元
就
と
兄
弟
の
よ

う
な
関
係
を
持
っ
た
後
、
草
戸
に
戻
っ
た
（
28
）
」
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

渡
辺
氏
が
十
六
世
紀
初
頭
頃
に
「
草
戸
」
に
何
ら
か
の
権
益
を
有
し
て
い
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
（
29
）
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
草
戸
千
軒
の
町
の
立
地
及
び
発

掘
遺
構
を
基
に
「
ク
サ
イ
ツ
」（
草
出
）
の
空
間
構
成
を
推
定
し
て
お
き
た
い
。

　

芦
田
川
河
口
の
右
岸
に
は
、
西
側
に
山
並
み
を
有
し
、
北
・
東
・
南
の
川
や
海
に
向

け
て
草
の
生
い
茂
っ
た
「
ク
サ
イ
ツ
」（
草
出
）と
い
う
と
こ
ろ
が
存
在
し
た
。
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人
々
は
こ
の
「
ク
サ
イ
ツ
」
の
山
際
の
微
高
地
を
開
墾
し
て
田
畑
や
平
地
を
造
り

出
し
て
い
き
、
そ
こ
を
「
草
土
」
と
呼
ん
だ
。
十
四
世
紀
に
は
常
福
寺
の
本
堂
・
五
重

塔
が
建
ち
、
十
五
世
紀
後
半
に
は
常
福
寺
末
寺
の
堂
宇
群
や
圓
光
寺
末
寺
の
東
泉
坊

が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
応
仁
文
明
の
乱
に
際
し
て
は
西
軍
方
の
城
が
築
か
れ
た
。

　

「
ク
サ
イ
ツ
」
の
北
か
ら
東
・
南
へ
続
く
川
や
海
か
ら
は
水
路
が
「
ク
サ
イ
ツ
」
内
部

へ
と
整
備
さ
れ
、
所
々
に
杭
列
に
よ
る
護
岸
や
船
溜
ま
り
、
船
着
場
が
造
ら
れ
て
い
た
。

人
々
は
そ
こ
を
「
津
」
と
呼
ん
だ
。

3
　「
草
津
」と「
草
出
津
」

　

次
に
、「
草
津
」
と
「
草
出
津
」
の
関
係
を
見
る
。

史
料
3

　
　

内
藤
肥
後
徳
益
丸
代
審
覚
謹
言
上
、

　
　
　

欲
早
任
傍
例
、
且
依
軍
忠
且
任
当
知
行
旨
、

　
　
　

賜
安
堵
御
下
文
備
亀
鏡
、
尾
張
国
浅
井
郷
、

　
　
　
　

周
防
国
周
防
本
郡
東
方
・
同
勝
間
村
、

　
　
　
　

伊
予
国
成
吉
別
府
以
下
地
頭
職
事
、

　
　

副
進

　
　
　

二
巻　
　

右
大
将
家
以
下
御
下
文
手
継
状
案

　
　
　

六
通　
　

御
教
書
并
一
見
状

　
　

右
所
領
者
、
徳
益
丸
重
代
相
伝
当
知
行
無
相
違

　
　

者
也
、
雖
可
令
備
進
右
大
将
家
以
下
御
下
文
并

　
　

代
々
手
継
状
等
、
依
路
次
難
儀
、
不
及
持
参
間
、

　
　

厚
東
周
防
権
守
令
校
正
案
文
封
裏
、
所
被

　
　

注
進
也
、
而
亡
父
内
藤
肥
後
孫
六
盛
信
、
去
年
備
州

　
　

御
下
向
最
前
馳
参
草
津
、
致
奉
公
之
忠
節
、
令

　
　

供
奉
尾
道
之
間
、
賜
御
感
御
教
書
、
迄
于
九
月
二
日

　
　

令
在
陣
之
処
、
本
芳

（
謀
）

再
発
之
間
、
令
防
州
下
向
、

　
　

就
令
言
上
子
細
、
賜
御
教
書
、
欲
播
御
旗
之
刻
、

　
　

今
年
三
月
廿
三
日
令
死
去
畢
、（
後
略
）

　

史
料
3
は
、
貞
和
六
年
（
一
三
五
〇
）
十
二
月
日
付
け
の
内
藤
肥
後
徳
益
丸
代
審
覚

軍
忠
状
（
30
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
に
内
藤
肥
後
徳
益
丸

の
父
内
藤
肥
後
孫
六
盛
信
は
、
足
利
直
冬
が
備
後
国
へ
下
向
し
た
最
初
か
ら
「
草
津
」

へ
馳
せ
参
じ
、
尾
道
へ
も
「
供
奉
」
、
す
な
わ
ち
行
列
に
加
わ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『
太
平
記
』
巻
二
十
七
「
右
兵
衛
佐
直
冬
鎮
西
没
落
事
」（
31
）
に
よ
る
と
、
足
利
直
冬
が
下

向
し
た
の
は
「
備
後
ノ
鞆
」
で
あ
っ
た
。
鞆
に
い
る
足
利
直
冬
に
味
方
す
る
軍
勢
は
、

「
草
津
」
に
馳
せ
参
じ
て
着
到
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
情
報
が
鞆
の
直
冬

に
伝
達
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
直
冬
は
尾
道
へ
移
動
す
る
際
に
「
草
津
」
を
経
由
し
た
の

で
あ
り
、
ま
た
直
冬
の
進
軍
の
前
に
そ
の
情
報
が
内
藤
盛
信
ら
直
冬
方
の
軍
勢
に
も

た
ら
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
盛
信
も
「
草
津
」
か
ら
尾
道
ま
で
「
供
奉
」
で
き
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
「
御
感
御
教
書
」
を
頂
戴
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
草
津
」
駐
留
の
情
報
が
鞆
へ
伝
達
さ
れ
る
と
と
も
に
、
逆
に
鞆
か

ら
尾
道
へ
進
軍
す
る
と
い
う
情
報
が
「
草
津
」
へ
伝
達
さ
れ
、
鞆
か
ら
「
草
津
」
そ
し

て
尾
道
へ
と
進
軍
が
実
行
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
鞆
と
「
草
津
」
そ
し
て
尾
道
の
間
に
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連
絡
ル
ー
ト
が
通
じ
て
お
り
、
日
常
的
に
人
や
モ
ノ
や
情
報
が
行
き
来
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

内
藤
氏
が
馳
せ
参
じ
た
「
草
津
」
は
、
鞆
近
辺
の
「
津
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
前
出
の
史
料
2
か
ら
十
五
世
紀
後
半
に
は
「
草
出
」（
ク
サ
イ
ツ
）
に
「
津
」
が
存

在
し
て
い
た
。
ま
た
、
前
述
の
と
お
り
十
五
世
紀
後
半
に
は
草
出
の
「
草
土
」
か
ら
「
鞆

浦
」
に
至
る
ル
ー
ト
が
存
在
し
て
い
た
し
、
史
料
1
か
ら
十
五
世
紀
に
は
確
か
に
「
ク

サ
イ
ツ
」
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、「
草
津
」
は
「
草
出
」

の
「
津
」
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
（
32
）
。
そ
し
て
、
人
々
は
「
草
出
」
の
「
津
」（
草
出
津
）

を
「
草
津
」
と
省
略
し
て
呼
ん
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
六
月
二
十
五
日
に
「
唯
阿
弥
陀
仏
」
が
「
備

後
草
津
」
で
死
去
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
33
）
。
こ
の
「
備
後
草
津
」
も
「
草
出
」
の
「
津
」

と
推
定
さ
れ
る
。
時
宗
が
こ
の
頃
「
備
後
草
津
」
に
教
線
を
伸
ば
し
て
い
た
と
推
測
さ

れ
る
が
、
西
大
寺
流
律
宗
の
常
福
寺
や
熊
野
那
智
大
社
の
神
上
寺
が
草
土
や
草
出
津

に
存
在
し
た
こ
と
と
併
せ
、「
ク
サ
イ
ツ
」（
草
出
）
で
は
様
々
な
宗
教
活
動
が
活
発
に

行
わ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
々
が
、
住
み
集
ま
る
町
に
「
ク

サ
イ
ツ
」（
草
出
）は
発
展
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

4
　「
草
井
地
」と「
ク
サ
イ
ツ
」（
草
出
）

　

次
に
、「
草
井
地
」
と
「
ク
サ
イ
ツ
」（
草
出
）
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

史
料
4

　
　

越
後
守
師
泰
、
自
石
見
引
返
事
、
付
道
中
国
々
御
敵
蜂
起
事
、

　
　

 （
前
略
）
、
越
後
守
師
泰
ハ
石
見
国
三
角
城
ヲ
責
カ
ネ
テ
、
引
退
ヌ
ト
聞
ヘ
シ
カ

ハ
、
上
杉
弾
正
少
弼
八
幡
ヨ
リ
舩
路
ヲ
経
テ
、
備
後
ノ
鞆ト

モ

ヘ
打
テ
ア
カ
ル
、
是
ヲ

聞
テ
備
後
・
備
中
・
安
芸
・
周
防
ノ
兵
共
、
我
劣ヲ

ト

ラ
シ
ト
馳
付
ケ
ル
程
ニ
、
其
勢
雲

霞
ノ
如
ニ
テ
、
靡

ナ
ビ
カ

ヌ
草
木
モ
ナ
カ
リ
ケ
リ
、
去
程
、
武
蔵
五
郎
、
越
後
守
ヲ
待
付

テ
、
中
国
ニ
ハ
暫
モ
逗
留
セ
ス
、
軈
テ
上
洛
ス
ト
聞
ヘ
ケ
レ
ハ
、
上
杉
取
物
モ
ト

リ
ア
ヘ
ス
、
跡
ヲ
追
テ
打
止
ヨ
ト
テ
、
其
勢
三
千
余
奇

（
騎
）

、
正
月
十
三
日
ノ
早
旦
ニ
、

草
井
地
ヨ
リ
打
立
テ
、
跡
ヲ
追
テ
ソ
押
懸
ケ
ル
、（
後
略
）

　

史
料
4
は
、『
太
平
記
』
巻
二
十
九
の
「
越
後
守
師
泰
、
自
石
見
引
返
事
」
の
一
部
分

で
あ
る
（
34
）
。
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
、
足
利
直
義
・
直
冬
に
味
方
し
た
上
杉
朝
定
は
、

尊
氏
方
の
高
師
泰
が
石
見
国
の
「
三
角
城
」
を
攻
め
か
ね
て
退
却
し
た
と
聞
く
と
、「
備

後
ノ
鞆
」
へ
来
航
し
た
。
そ
の
後
、
武
蔵
五
郎
（
高
師
直
の
子
息
の
師
夏
）が
上
洛
し
た

と
聞
く
と
、「
草
井
地
」
を
出
発
し
て
陸
路
か
ら
そ
の
跡
を
追
い
か
け
た
と
い
う
。

　

こ
の
「
草
井
地
」
を
草
戸
千
軒
の
古
地
名
と
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
十
九
世
紀
初

頭
の
地
誌
『
西
備
名
区
』（
35
）
で
あ
る
。「
巻
二
十
四　

沼
隈
郡　

水
呑
村
」
の
項
で
「
草

戸
村
邊
水
呑
迄
、
草
意
地
と
し
て
伝
ふ
」
と
し
、
次
の
「
草
戸
村
」
の
項
で
「
草
戸
千
軒

町
と
て
町
あ
り
け
る
を
」「
古
へ
は
此
處
を
草
意
地
と
言
ひ
し
な
り
。
」「
太
平
記
に
、

草
意
地
よ
り
打
立
て
な
ど
あ
る
は
是
な
り
。
」
と
記
し
て
い
る
。

　

菅
茶
山
も
『
福
山
志
料
』「
巻
之
三
十　

辨
説
三　

古
戦
場
」
で
『
太
平
記
』
の
当
該

箇
所
を
引
用
し
、「
草
井
地
今
ノ
草
戸
也
ト
云
、
コ
レ
ハ
鞆
ヨ
リ
舟
ア
カ
リ
ス
ル
順
路

也
、
外
ニ
似
タ
ル
地
名
ナ
ケ
レ
ハ
サ
モ
ア
ラ
ン
」（
36
）
と
推
定
し
て
い
る
。

　

こ
の
『
福
山
志
料
』
を
引
用
す
る
と
と
も
に
、
三
千
余
騎
（
37
）
の
上
杉
勢
は
「
相
當
強

大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
」
た
め
、「
こ
の
首
途
の
勢
揃
ひ
は
狭
隘
な
土
地
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で
は
駄
目
で
」
、「
鞆
か
ら
上
陸
と
あ
る
が
、
必
ず
通
る
と
こ
ろ
で
、
草
戸
な
ら
位
置
も

よ
く
場
所
も
廣
い
」
こ
と
か
ら
、「
草
井
地
は
今
の
草
戸
で
あ
ら
う
と
い
ふ
福
山
志
料

の
考
察
は
當
っ
て
ゐ
る
」
と
解
説
し
た
の
が
、
濱
本
鶴
賓
氏
で
あ
っ
た
（
38
）
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
上
杉
朝
定
が
上
洛

す
る
武
蔵
五
郎
を
「
鞆
」
か
ら
「
草
井
地
」
を
経
て
追
跡
し
た
と
い
う
ル
ー
ト
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
約
百
年
後
の
文
明
三
年（
一
四
七
一
）に
は
「
鞆
浦
」・「
草
土
」・「
坪

生
」
を
結
ぶ
ル
ー
ト
が
存
在
し
て
い
た
。
上
述
の
と
お
り
、「
草
土
」
と
は
「
ク
サ
イ
ツ
」

（
草
出
）
の
山
側
平
坦
地
の
こ
と
で
あ
り
、「
草
津
」
と
は
「
草
出
」
の
「
津
」
の
こ
と
と

推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
草
井
地
」
と
は
、「
ク
サ
イ
ツ
」（
草
出
）の
「
井
地
」

（
市
）の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
人
々
は
「
ク
サ
イ
ツ
」（
草
出
）の
市
を
「
草
市
」

と
省
略
し
て
呼
ん
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

　

次
に
注
目
す
る
の
は
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
溝
か
ら
出
土
し
た
「
く

さ
い
ち
」
と
墨
書
さ
れ
た
木
簡
（
39
）
で
あ
る
。
こ
れ
を
解
読
し
た
石
井
進
氏
は
「
く
さ

い
ち
の
い
ま
く
ら
ど
の
あ
て
に
と
ど
け
る
内
容
」
と
解
釈
し
、
草
戸
千
軒
の
町
に
今

倉
（
蔵
）
殿
と
い
う
新
興
の
土
倉
が
存
在
し
た
と
推
定
す
る
（
40
）
。
こ
の
溝
は
草
戸
編
年

の
Ⅳ
期
前
半
に
当
た
る
十
五
世
紀
後
半
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
草
戸
千

軒
の
町
で
は
今
倉
殿
を
始
め
と
す
る
複
数
の
土
倉
が
活
動
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
草
井
地
」（
く
さ
い
ち
）
は
「
ク
サ
イ
ツ
」（
草
出
）
に
あ
っ
た
こ
と
は

確
実
で
、
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
草
戸
千
軒
の
町
の
全
部
又
は
一
部
の
呼
称
で
あ
っ

た
。

む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
草
戸
千
軒
の
町
の
立
地
に
即

し
て
、
再
度
「
ク
サ
イ
ツ
」（
草
出
）
の
空
間
構
成
を
推
定
し
て
お
き
た
い
（
図
2
）
。

図２　「クサイツ」（草出）の空間構成
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芦
田
川
河
口
の
右
岸
に
は
、
西
側
に
山
並
み
を
有
し
、
北
か
ら
東
・
南
へ
か
け
て

の
川
や
海
に
向
け
て
草
の
生
い
茂
っ
た
「
ク
サ
イ
ツ
」（
草
出
）
と
い
う
と
こ
ろ
が
存

在
し
た
。
人
々
は
、
こ
の
「
ク
サ
イ
ツ
」
の
山
際
の
微
高
地
辺
り
を
開
墾
し
て
田
畑
や

平
地
を
造
り
出
し
て
い
き
、
そ
こ
を
「
く
さ
と
（
又
は
く
さ
ど
）
」（
草
土
）
と
呼
ん
だ
。

十
四
世
紀
に
は
常
福
寺
の
本
堂
・
五
重
塔
が
建
ち
、
十
五
世
紀
後
半
に
は
常
福
寺
末

寺
の
堂
宇
群
や
圓
光
寺
末
寺
の
東
泉
坊
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。「
ク
サ
イ
ツ
」
の
北
か

ら
東
・
南
に
か
け
て
の
川
や
海
か
ら
は
内
部
へ
向
け
て
水
路
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
所
々

に
は
港
が
造
ら
れ
、
人
々
は
そ
こ
を
「
つ
」（
津
）と
呼
び
、「
く
さ
つ
」（
草
津
）と
略
し
た
。

「
ク
サ
イ
ツ
」
に
は
市
も
立
ち
、
人
々
は
「
く
さ
い
ち
」（
草
井
地
）
と
略
し
た
。
そ
れ
は

所
々
の
「
く
さ
つ
」
を
つ
な
ぎ
、「
く
さ
と
」
と
接
し
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
草
戸
千
軒
の
古
地
名
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
史
料

を
改
め
て
検
討
す
る
と
、
従
来
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
地
名
の
変
遷
と
は
異
な
り
、

草
戸
千
軒
の
町
の
空
間
構
成
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ

ば
、
表
記
す
る
漢
字
は
「
草
土
」・「
草
戸
」
と
異
な
る
も
の
の
、
同
じ
発
音
の
「
く
さ
と
」

（
又
は
く
さ
ど
）
と
い
う
地
名
の
み
現
在
ま
で
伝
わ
っ
た
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
理
解

で
き
る
と
思
う
。

　

発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
草
戸
千
軒
の
町
は
「
く
さ
つ
」・「
く
さ
い
ち
」
と
い
っ
た

港
や
市
の
役
割
を
果
た
し
、「
十
五
世
紀
後
半
頃
ま
で
流
通
・
金
融
活
動
の
高
ま
り
を

見
せ
た
が
、
十
五
世
紀
末
頃
に
そ
の
活
動
は
急
速
に
衰
え
」
、「
十
六
世
紀
初
頭
頃
一

気
に
消
滅
す
る
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
41
）
。
こ
れ
は
「
く
さ
つ
」・「
く
さ
い
ち
」
が
衰

退
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
く
さ
と
」・「
く
さ
つ
」・「
く
さ
い
ち
」
か

ら
構
成
さ
れ
た
「
ク
サ
イ
ツ
」
の
内
、「
く
さ
と
」
の
み
が
存
続
し
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
ク
サ
イ
ツ
」
と
い
う
地
名
は
不
要
と
な
り
、「
く
さ
と
」

と
い
う
地
名
だ
け
が
現
地
に
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
42
）
。

　

最
後
に
、
鎌
倉
時
代
の
草
戸
千
軒
の
町
に
つ
い
て
触
れ
た
史
料
を
提
示
し
て
結
び

と
し
た
い
。

史
料
5

　
　

せ（

善

光

寺

）

ん
く
わ
う
し
の
に（

如

来

）

よ
ら
い
の
す（

勧

）

ゝ
め
の
事

　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　

十
六
日
ふ

（

船

）ね
に
て

　
　
　

百
文　
　
　
　
　
　
　
　

や
な
へ
の
み
つ
た
ゝ

　
　
　

百
文　
　
　
　
　
　
　
　

み
な
も
と
の
む
ね
し
け

　
　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　

已
上
八
百
三
十
文

　
　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　

廿
一
日

　
　
　

百
文　
　
　
　
　
　
　

あ
そ

（
か
し
カ
）

ん
の
の
ふ
つ
ね

　
　
　

三
百
文　
　
　
　
　
　

き
の
ゝ
り
ひ
ろ　

く
さ
い
て
さ
ふ
□

（
ら
う
カ
）

□
殿

　
　
　
　
　
　

（
後
略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
人

　

史
料
5
は
、
鞆
の
安
国
寺
の
本
尊
の
胎
内
か
ら
見
つ
か
っ
た
善
光
寺
如
来
造
立
勧

進
帳
（
43
）
の
一
部
で
あ
る
。
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
に
安
国
寺
の
前
身
の
金
宝
寺
の

本
尊
「
木
造
阿
弥
陀
如
来
立
像
」
造
立
の
際
、「
く
さ
い
て
」
の
住
人
の
中
に
寄
付
し
た

人
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
「
出
」
は
古
く
は
「
い
づ
・
い
で
」
と
読
ん
だ
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
く
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さ
い
て
」
も
お
そ
ら
く
「
く
さ
い
で
」
と
発
音
し
、
漢
字
で
は
「
草
出
」
と
表
記
す
る
と

思
わ
れ
る
の
で
、「
ク
サ
イ
ツ
」
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
堤
勝
義

氏
が
指
摘
し
て
い
る
（
44
）
。

　

こ
の
史
料
5
に
よ
っ
て
も
、「
ク
サ
イ
ツ
」
と
鞆
の
人
々
が
交
流
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
金
宝
寺
本
尊
造
立
の
た
め
に
寄
付
を
行
う
と
い
う
延
長
線
上

に
、「
ク
サ
イ
ツ
」
の
常
福
寺
五
重
塔
建
立
の
「
一
文
勧
進
小
資
」
を
積
む
と
い
う
動
き

が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

　

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
草
戸
千
軒
の
町
は
、
鎌
倉
時
代
中
期
、
十
三
世
紀
中
頃
か
ら

機
能
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を
文
献
資
料
で
は
、

従
来
、
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
5
の
「
く
さ
い

て
」
は
「
ク
サ
イ
ツ
」
、
す
な
わ
ち
草
戸
千
軒
の
町
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
鎌
倉

時
代
中
期
、
十
三
世
紀
後
半
に
お
け
る
「
草
戸
千
軒
の
町
」
の
存
在
を
史
料
的
に
確
認

し
た
こ
と
に
な
る
。

【
注
】

1　

「
往
昔
、
蘆
田
郡
・
安
那
郡
邊
迄
海
に
て
あ
り
し
節
、
本
庄
村
青
木
か
端
の
邊
よ
り
五
本
松

の
前
迄
の
中
嶋
に
、
草
戸
千
軒
と
云
町
有
り
け
る
」
と
『
備
陽
六
郡
志
』
外
篇　

分
郡
之
二　

草
戸
村
（
『
備
後
叢
書
（
一
）
』
歴
史
図
書
社
（
一
九
七
〇
年
）
六
五
七
ペ
ー
ジ
）
に
記
さ
れ
て
い

る
。

2 
	

広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
Ⅴ
─
中

世
瀬
戸
内
の
集
落
遺
跡
─
』（
一
九
九
六
年
）「
第
Ⅴ
章　

3　

「
草
津
」
と
し
て
の
草
戸
千
軒
」

（
岩
本
正
二
氏
執
筆
）
。

3
	
以
上
の
草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
地
理
的
環
境
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
康
之
「
福
山
湾
の
変
遷
」

松
下
正
司
編
『
よ
み
が
え
る
中
世
8　

埋
も
れ
た
港
町　

草
戸
千
軒
・
鞆
・
尾
道
』
平
凡
社

（
一
九
九
四
年
）
、
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
発
掘
調
査

報
告
Ⅰ
─
北
部
地
域
北
半
部
の
調
査
─
』（
一
九
九
三
年
）「
第
Ⅱ
章　

1　

遺
跡
の
地
理
的

位
置
」（
鈴
木
康
之
氏
執
筆
）を
参
照
し
た
。

	

　

な
お
、
瀬
良
泰
三
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
立
地
を
踏
ま
え
て
、
発
掘
調

査
の
遺
構
配
置
図
と
標
高
分
布
図
・
昭
和
二
十
二
年
の
航
空
写
真
と
を
合
成
し
、
遺
跡
の
中

心
区
画
の
東
側
水
路
（
Ｓ
Ｄ
六
二
六
）
や
南
側
の
短
冊
形
区
画
の
東
西
溝
（
Ｓ
Ｄ
三
八
六
〇
）

が
、
現
在
の
草
戸
町
一
丁
目
や
二
丁
目
付
近
ま
で
東
に
延
び
る
こ
と
を
地
割
か
ら
読
み
取

り
、「
草
戸
千
軒
町
は
現
在
の
芦
田
川
中
州
周
辺
の
み
で
は
な
く
、
草
戸
微
高
地
上
に
よ
り

広
範
囲
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
瀬
良
泰
三
「
草
戸
千
軒
と

水
路
⑴
～
⑹
」『
備
陽
史
探
訪
』
第
一
九
三
・
一
九
四
・
一
九
七
・
一
九
八
・
一
九
九
・
二
一
三
号

（
二
〇
一
六
・
二
〇
一
七
・
二
〇
二
〇
年
）
）
。
従
う
べ
き
見
解
と
考
え
る
。

4
	
前
注
2
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
発
掘
調
査
報
告

Ⅴ
─
中
世
瀬
戸
内
の
集
落
遺
跡
─
』（
一
九
九
六
年
）「
第
Ⅴ
章　

3　

「
草
津
」
と
し
て
の
草
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戸
千
軒
」（
岩
本
正
二
氏
執
筆
）
。

5
	
一
九
八
二
年
刊
行
の
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
研

究
資
料　

一　

草
戸
千
軒　

木
簡
一　

解
説
』
に
、「
当
時
の
史
料
か
ら
遺
跡
周
辺
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
記
録
を
見
る
と
、
こ
の
あ
た
り
は
当
時
「
草
津
」
か
ら
「
草
井
地
」・

「
草
出
」・「
草
土
」・「
草
出
津
」・「
草
戸
」
へ
呼
称
が
変
化
し
て
い
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
志
田
原
重
人
「
中
・
近
世
に
お
け
る
草
戸
千
軒
周
辺
の
地
名
─
草
戸
千
軒
解
明
の
一
視

点
⑹
─
」『
草
戸
千
軒
』
№
一
〇
五
（
一
九
八
二
年
）
、
松
下
正
司
「
草
戸
千
軒
町
遺
跡
と
庶
民

生
活
」『
広
島
県
史　

中
世　

通
史
Ⅱ
』（
一
九
八
四
年
）
、
松
下
正
司
「
草
出
（
く
さ
い
つ
）『
常

福
寺
』
」『
日
本
の
美
術
第
二
一
五
号　

草
戸
千
軒
町
遺
跡
』
至
文
堂
（
一
九
八
四
年
）
、
石
井

進
「
木
簡
か
ら
見
た
中
世
都
市
『
草
戸
千
軒
町
』
」『
国
史
学
』
一
三
〇
号
（
一
九
八
六
年
、
後

に
石
井
進
著
作
集
刊
行
会
編
『
石
井
進
著
作
集　

第
十
巻
』
二
〇
〇
五
年
に
収
録
）
、
鈴
木
康

之
「
港
湾
集
落
「
備
後
草
津
」
の
特
質
─
草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
調
査
成
果
か
ら
─
」
市
村
高

男
・
上
野
進
・
渋
谷
啓
一
・
松
本
和
彦
編
『
中
世
港
町
論
の
射
程　

港
町
の
原
像
：
下
』
岩
田

書
院
（
二
〇
一
六
年
）
に
も
、
草
戸
の
地
名
が
変
化
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。

6
	
志
田
原
重
人
「
草
戸
千
軒
の
発
展
と
長
和
荘
」『
芸
備
地
方
史
研
究
』
第
一
二
五
・
一
二
六

号
（
一
九
八
〇
年
）
。

	

　

な
お
、
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
の
前
身
の
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
所
が

作
成
し
広
島
県
教
育
委
員
会
が
発
行
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
─
埋
れ
た

中
世
の
町
─
』（
一
九
七
五
年
）
に
は
「
こ
の
失
な
わ
れ
た
町
は
、
古
い
記
録
を
何
ひ
と
つ
残

し
て
い
な
い
」
、
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
が
編
集
発
行
し
た
『
広
島
県
草
戸

千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
要
覧
』（
一
九
八
〇
年
）に
は
「
中
世
の
記
録
は
全
く
み
ら
れ
な
い
」、

広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
集
の
『
開
所
十
周
年
記
念　

草
戸
千
軒
町
遺
跡

─
発
掘
調
査
十
年
の
成
果
─
』（
一
九
八
三
年
）
に
は
「
こ
の
「
草
戸
千
軒
」
に
つ
い
て
は
書
か

れ
た
古
記
録
は
皆
無
に
等
し
い
」
と
か
、「
史
料
に
は
な
に
ひ
と
つ
記
録
を
残
し
て
い
な
い
」、

広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
集
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
─
埋

も
れ
た
中
世
の
町
─
』（
一
九
九
一
年
）
に
は
「
明
王
院
（
旧
「
常
福
寺
」
）
の
門
前
に
埋
も
れ
た

町
は
、
古
い
記
録
を
何
一
つ
残
し
て
は
い
な
い
」
と
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
お
り
、「
草
戸
千
軒
」

が
中
世
の
文
献
に
姿
を
現
わ
さ
な
い
幻
の
町
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
、
広
島
県
教
育
委
員
会
・

広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
の
公
式
見
解
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

7
	
堤
勝
義
・
志
田
原
重
人
「
中
世
備
南
に
お
け
る
宗
教
と
そ
の
受
容
─
草
戸
千
軒
解
明
の
一

視
点
⑸
─
」『
草
戸
千
軒
』
№
九
四
（
一
九
八
一
年
）
。

8
	
前
注
5
志
田
原
重
人
「
中
・
近
世
に
お
け
る
草
戸
千
軒
周
辺
の
地
名
─
草
戸
千
軒
解
明
の

一
視
点
⑹
─
」『
草
戸
千
軒
』
№
一
〇
五
（
一
九
八
二
年
）
。

9
	
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
Ⅰ
─
北

部
地
域
北
半
部
の
調
査
─
』（
一
九
九
三
年
）「
第
Ⅱ
章　

2　

遺
跡
周
辺
の
歴
史
的
環
境
」

（
下
津
間
康
夫
氏
執
筆
）
。

10	

前
注
5
鈴
木
康
之
「
港
湾
集
落
「
備
後
草
津
」
の
特
質
─
草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
調
査
成
果

か
ら
─
」
市
村
高
男
・
上
野
進
・
渋
谷
啓
一
・
松
本
和
彦
編
『
中
世
港
町
論
の
射
程　

港
町
の

原
像
：
下
』
岩
田
書
院
（
二
〇
一
六
年
）
。
な
お
、
先
行
研
究
が
指
摘
し
た
「
地
名
の
主
要
な

も
の
」
を
表
1
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。

11	

前
注
5
松
下
正
司
「
草
戸
千
軒
町
遺
跡
と
庶
民
生
活
」『
広
島
県
史　

中
世　

通
史
Ⅱ
』

一
九
八
四
年
。

12	

前
注
5
松
下
正
司
「
草
出
（
く
さ
い
つ
）『
常
福
寺
』
」『
日
本
の
美
術
第
二
一
五
号　

草
戸

千
軒
町
遺
跡
』
至
文
堂
（
一
九
八
四
年
）
。

13	

松
尾
剛
次
「
奈
良
西
大
寺
末
寺
帳
考
―
中
世
の
末
寺
帳
を
中
心
に
―
」『
三
浦
古
文
化
』
第

五
一
号
（
一
九
九
二
年
）
。
後
に
、
同
氏
『
勧
進
と
破
戒
の
中
世
史
』
吉
川
弘
文
館
（
一
九
九
五
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年
）
第
五
章
に
収
載
。

	

　

こ
の
「
西
大
寺
諸
国
末
寺
帳
」
は
、
奈
良
県
の
西
大
寺
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
。
以
下
、「
二

聖
院
本
」
と
す
る
。

14	

前
注
13
松
尾
剛
次
「
奈
良
西
大
寺
末
寺
帳
考
―
中
世
の
末
寺
帳
を
中
心
に
―
」『
三
浦
古

文
化
』
第
五
一
号
（
一
九
九
二
年
）
で
、『
西
大
寺
関
係
史
料
（
一
）
―
諸
縁
起
・
衆
首
交
名
・
末

寺
帳
』（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
、
一
九
六
八
年
）
に
翻
刻
さ
れ
た
「
末
寺
帳
」
に
は
翻
刻

ミ
ス
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
備
後
国
部
分
に
つ
い
て
は
、
本
文
に

述
べ
た
よ
う
に
従
来
ど
お
り
誤
読
の
ま
ま
「
ク
サ
イ
ツ
草
出
」
と
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

15	

濱
本
鶴
賓
「
明
王
院
と
草
戸
中
洲
の
変
遷（
二
）」『
備
後
史
談
』
第
一
二
巻
七
号（
一
九
三
六

年
）
。
な
お
、
濱
本
氏
が
見
た
「
西
大
寺
諸
国
末
寺
帳
」
は
、
文
亀
年
間
の
「
交
合
」
の
奥
書
が

引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
二
聖
院
本
で
あ
る
。

16	

一
九
八
〇
年
三
月
刊
行
。

	

　

『
広
島
県
史　

古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』
の
「
解
説
」
に
よ
る
と
、
当
該
資
料
編
編
集
に
当
た

り
「
一
々
現
地
に
赴
き
、
文
書
を
探
索
・
収
集
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
」
た
め
、

「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
影
写
本
」
等
を
利
用
し
た
ほ
か
、「
刊
行
さ
れ

て
い
る
史
料
集
を
可
能
な
か
ぎ
り
数
多
く
検
索
」
し
た
と
い
う
。
こ
の
既
刊
行
史
料
集
の
一

つ
に
『
神
奈
川
県
史
』
が
例
示
し
て
あ
り
、『
神
奈
川
県
史　

資
料
編
』
に
は
第
五
〇
八
四
号

文
書
と
し
て
極
楽
寺
文
書
の
「
西
大
寺
末
寺
帳
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
広

島
県
史　

古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』
所
収
の
「
西
大
寺
諸
国
末
寺
帳
」
は
、『
神
奈
川
県
史　

資

料
編
』
所
収
の
史
料
を
転
載
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
広
島
県
史
の
編
さ
ん
に
お
い
て
、
県
内

外
の
各
地
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
等
に
よ
り
撮
影
収
集
し
た
資
料
の
目
録
」
で
あ
る
『
広
島

県
立
文
書
館
複
製
資
料
目
録
』
に
、
神
奈
川
県
の
極
楽
寺
文
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、

こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

	

　

『
神
奈
川
県
史　

資
料
編
』
は
、
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
発
行
『
改
訂
新
編
相
州
古
文
書
』

第
五
巻
所
収
の
「
極
楽
寺
文
書
」
第
一
八
一
二
号
の
「
西
大
寺
末
寺
帳
」
か
ら
収
録
し
た
よ
う

で
あ
る
。
な
お
、
広
島
県
史
と
神
奈
川
県
史
に
掲
載
さ
れ
る
史
料
の
最
終
行
は
「
明
徳
二
年

九
月
廿
八
日
、
書
改
之
了
」
で
あ
る
が
、『
改
訂
新
編
相
州
古
文
書
』
に
は
そ
の
続
き
が
「
異
筆
」

及
び
「
又
異
筆
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
近
世
・
近
代
の
追
筆
で
あ
る
た
め
、
二

つ
の
県
史
で
は
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
、「
極
楽
寺
本
」
と
す
る
。

	

　

極
楽
寺
本
は
、
文
亀
年
間
の
「
交
合
」
を
示
す
奥
書
は
な
い
が
、
文
亀
年
間
に
二
聖
院
本
に

追
記
さ
れ
た
寺
院
名
を
含
ん
で
い
る
も
の
の
、
そ
の
記
事
は
少
な
く
詳
し
く
な
い
。
ま
た
、

二
聖
院
本
に
な
い
寺
院
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
館
レ
プ
リ
カ
の
原
資
料
で
あ
る
二

聖
院
本
よ
り
も
新
し
い
時
代
の
リ
ス
ト
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
極
楽
寺
本
の
備
後
国

部
分
の
写
真
は
、『
山
口
県
史　

通
史
編　

中
世
』（
二
〇
一
二
年
）
七
七
二
ペ
ー
ジ
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

17	

前
注
5
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
研
究
資
料　

一　

草
戸
千
軒　

木
簡
一　

解
説
』（
一
九
八
二
年
）
で
初
め
て
、
当
該
極
楽
寺
本
「
西
大
寺
諸
国

末
寺
帳
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
志
田
原
重
人
「
中
世
の
尾
道
─
草
戸
千
軒
解
明
の

一
視
点
⑶
─
」『
草
戸
千
軒
』
№
六
三
（
一
九
七
八
年
）
で
も
西
大
寺
末
寺
の
一
つ
と
し
て
「
ク

サ
イ
ツ
草
出
常
福
寺
」
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
出
典
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

18	

一
九
六
二
年
か
ら
の
本
堂
解
体
修
理
で
見
つ
か
っ
た
内
陣
大
虹
梁
上
の
蟇
股
墨
書

（
『
広
島
県
史　

古
代
中
世
資
料
編
Ⅳ
』
所
収
〔
銘
文
〕
明
王
院
）
に
よ
り
、
本
堂
が
元
応
三
年

（
一
三
二
一
）
の
建
立
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
た
五
重
塔
相
輪
の
伏
鉢
の
陰
刻
（
当
館
展
示
の
伏

鉢
の
レ
プ
リ
カ
）
に
よ
り
、
五
重
塔
が
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
の
建
立
で
あ
る
こ
と
が
、
明

ら
か
で
あ
る
。

19	

前
注
13
松
尾
剛
次
「
奈
良
西
大
寺
末
寺
帳
考
―
中
世
の
末
寺
帳
を
中
心
に
―
」『
三
浦
古



－ 29 －

文
化
』
第
五
一
号
（
一
九
九
二
年
）
参
照
。

20	
『
広
島
県
史　

古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』
所
収
「
熊
野
那
智
大
社
文
書
〈
潮
崎
稜
威
主
文
書
〉

第
九
号
。
な
お
、
当
館
蔵
の
レ
プ
リ
カ
に
よ
っ
て
、
誤
読
部
分
を
修
正
し
て
掲
載
し
た
。
ま

た
、
こ
の
史
料
と
同
内
容
の
備
後
国
南
東
部
の
檀
那
を
示
し
た
も
の
に
『
広
島
県
史　

古
代

中
世
資
料
編
Ⅴ
』
所
収
「
實
報
院
米
良
十
方
主
諸
国
檀
那
帳
」
が
あ
り
、
こ
こ
に
も
「
草
出
津
」

と
記
載
さ
れ
る
。

21	

『
広
島
県
史　

古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』
所
収
「
熊
野
那
智
大
社
文
書
」〈
潮
崎
稜
威
主
文
書
〉

第
四
号
。

22 

重
要
文
化
財
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
出
土
品　

木
簡
（
資
料
番
号2

4
X
0
0
0
2
4

）
。

23	

『
広
島
県
史　

古
代
中
世
資
料
編
Ⅳ
』
所
収
「
西
國
寺
文
書
」
第
四
号
。

24	

『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
第
十
四　

三
浦
家
文
書
』
第
七
五
号
。

25	

下
津
間
康
夫
氏
は
、「
一
五
世
紀
の
草
戸
千
軒
周
辺
の
動
向
─
応
仁
・
文
明
の
乱
を
中
心

に
─
」『
草
戸
千
軒
』
№
二
一
四
（
一
九
九
一
年
）
に
お
い
て
、「
一
三
四
九
（
貞
和
五
・
正
平
四
）

年
に
足
利
直
冬
が
鞆
─
「
草
津
」
─
尾
道
と
結
ば
れ
る
ラ
イ
ン
を
動
い
た
こ
と
、
一
三
五
一（
観

応
二
・
正
平
六
）
年
に
上
杉
朝
定
が
鞆
か
ら
「
草
井
地
」
を
経
て
備
中
方
面
へ
追
撃
し
た
こ
と

を
記
し
た
も
の
が
あ
り
、
草
戸
千
軒
と
鞆
が
セ
ッ
ト
と
し
て
登
場
」
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
草

戸
千
軒
」
が
「
備
後
東
南
部
の
交
通
路
の
分
岐
点
だ
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
様

の
指
摘
は
、
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
発
掘
調
査
報
告

Ⅰ
─
北
部
地
域
北
半
部
の
調
査
─
』（
一
九
九
三
年
）「
第
Ⅱ
章　

2　

遺
跡
周
辺
の
歴
史
的

環
境
」（
下
津
間
康
夫
氏
執
筆
）
で
も
見
ら
れ
る
。
妥
当
な
見
解
と
思
わ
れ
る
が
、「
草
津
」
と

「
草
井
地
」
が
共
に
「
草
戸
千
軒
の
町
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
根
拠
は
記
し
て
い
な
い
。
こ
れ

に
つ
い
て
の
私
見
は
、
後
述
す
る
。

26	

『
福
山
志
料
（
復
刻
版
）
』
巻
之
二
十
七
「
土
産
」
二
二
・
二
四
ペ
ー
ジ
。

27	

『
広
島
県
史　

古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』
所
収
「
譜
録
」〈
渡
邊
三
郎
左
衛
門
直
〉
第
二
四
号
。

28	

本
多
博
之
「
一
次
史
料
に
み
る
備
南
の
国
人
渡
辺
氏
の
動
向
」『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査

研
究
報
告
十
一　

備
後
渡
辺
氏
に
関
す
る
基
礎
研
究
』
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
（
二
〇
一
三

年
）
二
四
ペ
ー
ジ
。

29	

「
渡
邊
氏
先
祖
覚
書
」
は
「
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
に
記
さ
れ
た
原
本
を
元
禄
十
年

（
一
六
九
七
）
に
改
め
て
写
し
た
も
の
と
さ
れ
」
る
が
、「
そ
の
記
述
の
中
に
は
、
備
後
地
方
を

扱
っ
た
近
世
の
軍
記
物
『
備
後
太
平
記
』
に
よ
く
似
た
箇
所
が
多
く
有
り
」
、「
備
後
情
勢
に

関
し
て
は
史
実
と
し
て
確
認
で
き
な
い
も
の
が
多
く
、
と
り
わ
け
渡
辺
氏
四
代
（
室
町
～
戦

国
初
期
の
高
・
兼
・
家
・
兼
）の
動
向
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
古
文
書（
一
次
史
料
）に
よ
っ

て
裏
付
け
が
と
れ
な
い
」
た
め
、「
歴
史
事
実
を
厳
密
に
再
構
築
す
る
た
め
の
素
材
と
し
て

は
利
用
が
難
し
」
い
。
前
注
28
本
多
博
之
「
一
次
史
料
に
み
る
備
南
の
国
人
渡
辺
氏
の
動
向
」

『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
報
告
十
一　

備
後
渡
辺
氏
に
関
す
る
基
礎
研
究
』
広
島
県
立

歴
史
博
物
館
（
二
〇
一
三
年
）
一
三
ペ
ー
ジ
を
引
用
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
基
に
し
て
「
草

戸
千
軒
」
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
は
慎
重
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

30	

『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
九
九
ノ
二
〈
内
藤
小
源
太
〉
第
四
五
号
。

31	

『
広
島
県
史　

古
代
中
世
資
料
編
Ⅰ
』
第
一
八
四
九
号
「
太
平
記　

二
七
」
。

32	

史
料
3
を
提
示
し
て
「
草
戸
千
軒
の
確
実
な
文
献
上
の
初
見
で
あ
り
、
当
時
既
に
当
地
を

〝
草
津
〟
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
」
と
指
摘
し
た
の
は
、
今
谷
明
「
瀬
戸
内
制
海
権

の
推
移
と
入
船
納
帳
」『
兵
庫
北
関
入
舩
納
帳
』
中
央
公
論
美
術
出
版
（
一
九
八
一
年
）
で
あ

る
。
今
谷
氏
が
「
草
戸
千
軒
遺
跡
の
当
時
の
地
名
＝
草
津
」
と
し
た
根
拠
は
明
示
さ
れ
て
い

な
い
が
、「
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
」
に
記
載
さ
れ
る
備
後
国
内
の
船
籍
地
の
中
に
「
草
戸
千
軒

遺
跡
の
当
時
の
地
名
＝
草
津
が
入
っ
て
い
な
い
」
こ
と
か
ら
、
十
五
世
紀
中
頃
の
「
草
津
は

数
百
石
積
の
大
型
船
舶
が
入
港
す
る
港
湾
都
市
」
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
点
と
、
志
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田
原
重
人
氏
が
前
注
6
論
文
で
推
定
し
た
よ
う
に
草
戸
千
軒
の
町
は
「
幕
府
評
定
衆
長
井

氏
所
領
備
後
長
和
庄
の
荘
園
村
落
兼
小
型
貨
物
積
出
港
」
と
い
っ
た
性
格
と
が
、
符
合
す
る

こ
と
が
根
拠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

ま
た
、
鈴
木
康
之
『
シ
リ
ー
ズ
「
遺
跡
を
学
ぶ
」
〇
四
〇　

中
世
瀬
戸
内
の
港
町
・
草
戸
千

軒
町
遺
跡
』
新
泉
社
（
二
〇
〇
七
年
）で
は
、『
萩
藩
閥
閲
録
』（
前
出
史
料
3
）
の
「
草
津
」
、『
時

衆
過
去
帳
』
の
「
備
後
草
津
」（
後
出
『
重
要
文
化
財
時
衆
過
去
帳
』
）
を
例
示
し
、「
現
在
、
備

後
地
域
に
は
「
草
津
」
と
い
う
地
名
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
足
利
直
冬
の
移
動
経
路
な
ど
か

ら
考
え
る
と
、
こ
れ
は
の
ち
の
「
草
戸
」
に
比
定
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
。

33	

『
重
要
文
化
財
時
衆
過
去
帳
』
。
こ
の
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
前
注
7
堤
勝
義
・

志
田
原
重
人
「
中
世
備
南
に
お
け
る
宗
教
と
そ
の
受
容
─
草
戸
千
軒
解
明
の
一
視
点
⑸
─
」

『
草
戸
千
軒
』
№
九
四
（
一
九
八
一
年
）
で
あ
る
が
、「
草
津
」
を
「
草
戸
の
古
称
」
と
「
推
察
」
す

る
根
拠
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

34	

当
館
蔵
の
レ
プ
リ
カ
（
『
相
承
院
本
太
平
記
』
）を
翻
刻
し
た
。

35	

『
西
備
名
区
』
巻
二
十
四
沼
隈
郡
水
呑
村
及
び
草
戸
村
の
項
（
『
備
後
叢
書
（
三
）
』
歴
史
図

書
社
（
一
九
七
〇
年
）
）
六
四
〇
～
六
四
二
ペ
ー
ジ
）
。

36	

『
福
山
志
料
（
復
刻
版
）
』
巻
之
三
十
「
辨
説
」（
九
～
十
ペ
ー
ジ
）
。

37	

『
広
島
県
史　

古
代
中
世
資
料
編
Ⅰ
』
第
一
八
五
八
号
の
「
太
平
記　

二
九
」
で
は
「
二
千

余
騎
」
と
す
る
。

38	

前
注
15
濱
本
鶴
賓
「
明
王
院
と
草
戸
中
洲
の
変
遷
（
二
）
」『
備
後
史
談
』
第
一
二
巻
七
号

（
一
九
三
六
年
）
。

39 

重
要
文
化
財
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
出
土
品　

木
簡
（
資
料
番
号1

2
X
0
0
0
0
4

）
。

40	

前
注
5
石
井
進
「
木
簡
か
ら
見
た
中
世
都
市
『
草
戸
千
軒
町
』
」『
国
史
学
』
一
三
〇
号

（
一
九
八
六
年
、
後
に
石
井
進
著
作
集
刊
行
会
編
『
石
井
進
著
作
集　

第
十
巻
』
二
〇
〇
五
年

に
収
録
）
。
な
お
、
出
土
し
た
溝
は
、
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
で
は
な
く
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
が
正
し
い
。

41	

前
注
2
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
編
『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
発
掘
調
査
報
告

Ⅴ
─
中
世
瀬
戸
内
の
集
落
遺
跡
─
』（
一
九
九
六
年
）「
第
Ⅴ
章　

3　

「
草
津
」
と
し
て
の
草

戸
千
軒
」（
岩
本
正
二
氏
執
筆
）
。

42	

鈴
木
康
之
氏
は
、
前
注
5
「
港
湾
集
落
「
備
後
草
津
」
の
特
質
─
草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
調
査

成
果
か
ら
─
」
市
村
高
男
・
上
野
進
・
渋
谷
啓
一
・
松
本
和
彦
編
『
中
世
港
町
論
の
射
程　

港

町
の
原
像
：
下
』
岩
田
書
院
（
二
〇
一
六
年
）
の
中
で
、「
「
く
さ
い
づ
」
は
本
来
「
草
津
」
と
表

記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
た
と
お
り
「
く
さ
い
づ
」
は
「
草

出
」
の
こ
と
で
、「
草
津
」
は
「
草
出
」
の
一
地
区
と
考
え
る
。
ま
た
、
鈴
木
氏
は
「
く
さ
い
づ
」「
く

さ
つ
」
か
ら
「
集
落
の
名
称
が
「
く
さ
ど
」
へ
と
変
化
し
た
原
因
と
し
て
は
、
一
つ
に
は
「
づ
」

か
ら
「
ど
」
へ
の
音
便
変
化
が
考
え
ら
れ
」
る
と
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
「
草

出
」
の
地
区
名
と
考
え
た
ほ
う
が
無
理
な
く
理
解
で
き
る
と
思
う
。

43	

『
広
島
県
史　

古
代
中
世
資
料
編
Ⅳ
』
所
収
「
安
國
寺
文
書
」
第
一
号
。
当
館
通
史
展
示
室

に
レ
プ
リ
カ
を
展
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
基
に
翻
刻
文
を
修
正
し
た
。

44	

堤
勝
義
「
草
戸
千
軒
の
地
名
の
変
遷
に
つ
い
て
─
中
世
の
一
時
期
か
ら
─
」『
備
陽
史
探
訪
』

第
一
〇
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）
。
こ
の
中
で
、
こ
の
「
草
戸
千
軒
の
住
人
」
が
「
草
戸
千
軒
か
ら

鞆
を
経
て
、
船
に
乗
っ
て
、
京
方
面
に
行
く
為
に
乗
船
し
て
い
た
」
と
い
う
の
は
、
言
い
過
ぎ

で
あ
ろ
う
。
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は
じ
め
に  

本
稿
の
目
的
と
作
品
の
基
本
情
報

　

本
稿
は
、
表
題
の
作
品
（
写
真
①
）
の
内
容
を
精
査
す
る
と
と
も
に
、
作
品
の
背
後
に

う
か
が
い
知
れ
る
菅
茶
山
と
備
中
倉
敷
の
文
化
人
と
の
交
友
関
係
の
一
端
を
紹
介
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

ま
ず
作
品
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
本
作
品
は
、
絹
本
著
色
の
掛
幅
装
で
、
本
紙
寸
法

は
タ
テ
九
八
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
ヨ
コ
三
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
表
装
の
寸

法
は
タ
テ
一
八
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
ヨ
コ
五
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル（
軸
端
含
む
）

を
測
る
。

　

図
は
、
束
帯
姿
の
壮
年
の
男
性
（
す
な
わ
ち
菅
原
道
真
）
の
座
像
で
あ
る
。
小
さ
な

肖
像
画
だ
が
、
装
束
の
袍
（
上
着
）
に
梅
の
模
様
が
光
の
反
射
角
度
に
よ
っ
て
浮
き
上

が
る
よ
う
に
描
か
れ
る
（
写
真
②
）
な
ど
、
筆
致
は
細
や
か
で
あ
る
。
落
款
は
右
下
隅
に

あ
る
。

　

賛
は
、
本
紙
の
上
側
に
大
き
く
空
い
た
空
間
を
埋
め
る
よ
う
書
か
れ
る
。
賛
の
前

半
部
分
に
は
菅
原
道
真
の
漢
詩
、
後
半
部
分
に
は
識
語
、
賛
の
依
頼
者
、
年
月
日
、
菅

茶
山
の
落
款
が
記
さ
れ
る
。

　

画
、
賛
と
も
、
署
名
な
ど
か
ら
、
真
筆
と
み
な
し
て
問
題
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
本
作
は
桐
の
文
人
指
箱
に
収
納
さ
れ
て
い
る
。
箱
の
寸
法
は
縦
五
七
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

表
装
は
比
較
的
新
し
く
、
当
初
の
も
の
で
は
な
い
と
判
断
で
き
る
。
当
該
作
品
の
来

歴
は
不
明
で
、
令
和
二
年
度
に
当
館
に
寄
託
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。

1
　
作
者
と
作
品
の
内
容
に
つ
い
て

　

（
1
）
画
の
作
者
に
つ
い
て

　

画
の
作
者
は
、
備
中
倉
敷
の
画
人
宇
野
蘭
渓
（
明
和
八
〔
一
七
七
一
〕
年
～
文
政
五

〔
一
八
二
二
〕
年
）で
あ
る
。
主
に
四
条
派
に
属
し
、
松
村
呉
春
や
東
東
洋
に
画
を
学
ん

だ
人
物
と
さ
れ
る
。
名
は
時
中
、
字
は
伯
庸
で
蘭
渓
と
号
し
た
。
一
九
世
紀
初
頭
頃

の
備
中
地
方
四
条
派
の
中
心
的
な
画
家
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
倉
敷
周
辺
に
花
鳥
や
山

水
画
な
ど
多
く
の
作
品
が
残
さ
れ
て
い
る
。
文
政
五
年
五
月
三
日
に
没
し
た
（
1
）
。

　

本
作
の
落
款
部
分
は
（
写
真
③
）
の
と
お
り
で
、「
蘭
渓
謹
写
〔
白
文
方
印
・
宇
野
時
中
〕
」

と
あ
る
。
菅
茶
山
が
着
賛
を
し
た
作
品
に
は
、
本
作
以
外
に
も
「
三
顧
図
」（
菅
茶
山
記

念
館
所
蔵
）な
ど
が
あ
る
（
2
）
。

　
資
料
紹
介
　

　
　
　
宇
野
蘭
渓
画
・
菅
茶
山
賛
「
菅
原
道
真
肖
像
」
を
巡
っ
て

久　

下　
　

実
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①　宇野蘭渓画菅茶山賛「菅原道真肖像」④　菅茶山の賛の部分

②　菅原道真の袍の衣紋

③宇野蘭渓の落款
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（
2
）
賛
の
内
容
に
つ
い
て

　
　
　

菅
茶
山
が
記
し
た
賛
の
部
分
は
（
写
真
④
）
の
と
お
り
で
、
次
の
よ
う
に
読
め
る（
便

宜
的
に
漢
詩
の
句
の
区
切
り
を 

/ 

で
示
す
）
。

　
　
　
去
年
今
夜
侍
清
涼　
/　
秋
思
詩
篇

　
　
　
独
断
腸　
/　
恩
賜
御
衣
今
在
此 

/　
捧

　
　
　
持
毎
日
拝
餘
香 

 
 

　
　
　

□
〔
白
文
長
方
印
・
傖
儜
〕

　
　
　
　
　
　
菅
相
公
在
筑
紫
新
作
二
十
八
字　
　
可
以

　
　
　
　
　
　
想
其
風
裁　
文
政
壬
午
嘉
平
月
朔

　
　
　
　
　
　
一
水
老
人
遺
托
書
之

　
　
　
　
　
　
　
　
後
学
備
後
菅
晋
帥
薫
沐
拝
手

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

□
〔
朱
文
長
方
印
・
晋
帥
〕

　
　
　〔
現
代
語
訳
〕

　
　
　
去
年
の
ち
ょ
う
ど
今
夜
、
宮
中
で
重
陽
の
後
宴
が
開
か
れ
、
わ
た
し
は
清
涼

　
　
　
殿
で
帝
の
お
そ
ば
に
列
席
し
て
い
た
。

　
　
　
そ
の
席
で
、
与
え
ら
れ
た
「
秋
の
思
い
」
と
い
う
題
で
人
々
が
詠
ん
だ
作
の
う
ち
、

　
　
　
わ
た
し
の
作
だ
け
が
、
腸
が
ち
ぎ
れ
る
ほ
ど
の
深
い
苦
悩
を
た
た
え
て
い
た
。

　
　
　
そ
の
日
、
帝
か
ら
賜
わ
っ
た
帝
御
自
身
の
御
衣
は
今
こ
こ
に
あ
る
。

　
　
　
わ
た
し
は
そ
れ
を
捧
げ
持
っ
て
、
そ
こ
に
残
っ
て
い
る
香
り
を
、
帝
を
拝
す

　
　
　
る
よ
う
に
毎
日
伏
し
拝
む
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
菅
原
道
真
公
が
筑
紫
国
（
大
宰
府
）
で
、
新
た
に
作
っ
た
七
言
律
詩

　
　
　
　
　
　（
こ
の
詩
を
踏
ま
え
て
）
肖
像
画
（
に
描
か
れ
た
人
物
〔
＝
菅
原
道
真
〕

　
　
　
　
　
　
を
想
う
べ
き
で
あ
る
。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
一
水
老
人
が
遺
托
し
こ
れ
を
書
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
学
備
後
　
菅
晋
帥
　
薫
沐
拝
手

　

前
半
の
漢
詩
の
部
分
は
や
や
大
き
な
字
で
書
か
れ
、
そ
れ
に
対
し
、
後
段
の
字
は

小
ぶ
り
で
、
一
段
下
げ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
作
品
で
漢
詩
の
下
に
捺
さ
れ
る

印
は
、
通
常
で
は
茶
山
の
関
防
印
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
印
の
使

い
方
や
、
賛
の
中
で
の
字
の
大
き
さ
の
使
い
分
け
、
一
段
下
げ
た
書
出
し
に
、
道
真（
の

漢
詩
）
に
対
す
る
菅
茶
山
の
敬
意
・
謙
譲
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
。

　

前
半
の
漢
詩
部
分
は
、
菅
原
道
真
作
の
七
言
絶
句
「
九
月
十
日
」
で
あ
る
。
延
喜
元

年
（
九
〇
一
）
九
月
十
日
の
夜
に
詠
ん
だ
漢
詩
で
、
大
宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ
九
州
大
宰

府
に
身
を
置
く
道
真
が
、
一
年
前
の
九
月
十
日
、
宮
中
の
重
陽
の
後
宴
で
漢
詩
を
詠
み
、

褒
美
に
醍
醐
天
皇
か
ら
御
衣
を
賜
わ
っ
た
こ
と
を
回
顧
す
る
内
容
で
あ
る
（
3
）
。

 

後
半
部
分
で
は
、
茶
山
に
よ
る
識
語
が
あ
る
。
冒
頭
は
漢
詩
の
説
明
で
、
道
真
が
筑

紫
国
に
い
た
時
に
心
境
を
七
言
絶
句
に
詠
ん
だ
と
書
か
れ
、
続
い
て
「
文
政
壬
午
年

嘉
平
月
朔
」
す
な
わ
ち
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
十
二
月
一
日
に
、「
一
水
老
人
」
か
ら

の
依
頼
で
揮
毫
し
た
旨
が
記
さ
れ
る
が
、「
遺
托
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
前
に
依
頼

さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
一
水
の
没
後
に
書
か
れ
た
こ
と
を
示
す
。
画
人
も
文
政
五
年

五
月
に
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
茶
山
の
賛
が
先
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
画
が
先
で
、

賛
が
後
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

 

と
こ
ろ
で
、
茶
山
が
着
賛
ま
た
は
揮
毫
し
た
際
に
記
す
落
款
（
署
名
）は
、「
晋
帥
」
や

「
茶
山
老
人
」
な
ど
が
一
般
的
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
後
学
備
後
菅
晋
帥
薫
沐
拝
手
」
と
あ

り
稀
有
な
例
と
言
え
る
。

　

『
全
訳　

漢
辞
海　

第
四
版
』
に
よ
れ
ば
、「
後
学
」
は
学
者
が
自
ら
を
謙
遜
し
て
い

う
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
は
茶
山
の
菅
原
道
真
に
対
す
る
謙
遜
と
み
て
よ
い
。
ま
た
、「
薫

沐
」
は
「
体
に
香
草
を
ぬ
っ
た
り
、
体
を
洗
い
清
め
た
り
す
る
。
禊
な
ど
の
つ
つ
し
み

を
表
す
行
為
」
、「
拝
手
」
は
、「
ひ
ざ
ま
ず
い
て
両
手
を
地
に
伏
せ
、
頭
を
手
の
上
に
の
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せ
る
お
じ
ぎ
」
で
あ
り
、
こ
の
落
款
の
書
き
ぶ
り
か
ら
も
、
茶
山
が
菅
原
道
真
に
対
し

て
畏
敬
の
念
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

余
談
だ
が
、
本
作
以
外
に
も
、
菅
原
道
真
の
肖
像
に
茶
山
が
着
賛
し
た
作
品
が
あ

る
の
で
、
参
考
ま
で
に
紹
介
し
て
お
く
。
岡
本
豊
彦
画
・
菅
茶
山
賛
「
天
神
図
」（
岡
山

県
立
博
物
館
所
蔵
）
が
そ
れ
で
、
豊
彦
の
菅
原
道
真
像
に
、
茶
山
は
自
作
の
漢
詩
「
菅

丞
相
像
」（
『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩　

後
編
』
所
収
、
文
化
七
年
〔
一
八
一
〇
〕
作
）
を
着
賛

し
、
落
款
で
は
「
晋
帥
拝
題
」
と
署
名
し
て
い
る
（
4
）
。
こ
こ
で
も
、
茶
山
の
道
真
に
対

す
る
敬
意
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
本
作
品
の
賛
が
茶
山
の
漢
詩

で
な
い
理
由
は
不
明
だ
が
、
筆
者
な
り
の
解
釈
は
後
ほ
ど
述
べ
た
い
。

2
　
賛
の
依
頼
者
と
菅
茶
山

　

（
1
）
賛
の
依
頼
者
に
つ
い
て

　

茶
山
に
賛
を
依
頼
し
た
の
は
「
一
水
老
人
」
で
、
こ
の
人
物
は
、
宇
野
蘭
渓
と
同
じ

倉
敷
の
人
物
、
岡
一
水
と
み
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
江
戸
時
代
、
倉
敷
の
岡
一
族

は
有
力
な
商
家
で
、
一
族
か
ら
は
倉
敷
の
町
年
寄
を
務
め
る
者
も
い
た
。
岡
一
族
は
、

文
化
活
動
に
お
い
て
も
特
筆
さ
れ
る
人
物
を
輩
出
し
て
お
り
、
漢
詩
文
の
分
野
で
岡

雲
臥
や
岡
鶴
汀
（
寿
卿
）・
延
年
兄
弟
が
知
ら
れ
る
（
5
）
。
岡
雲
臥
は
、
黄
橙
社
と
い
う

詩
文
の
塾
を
開
い
た
人
物
で
、
さ
ら
に
倉
敷
の
義
倉
の
設
立
に
関
わ
っ
た
中
心
人
物

の
一
人
で
も
あ
り
、
社
会
活
動
家
と
し
て
も
地
域
に
貢
献
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。

　

ま
た
、
鶴
汀
と
延
年
兄
弟
は
、
漢
詩
の
名
手
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
母
親
孝
行
の
逸

話
で
も
知
ら
れ
、
茶
山
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。
ま
た
延
年
は
、
画
に
も
長
じ
て
い
た
。

ち
な
み
に
菅
茶
山
関
係
資
料
中
に
も
鶴
汀
の
漢
詩
草
稿
が
伝
わ
っ
て
い
る
（
6
）
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
岡
一
水
は
、『
新
修
倉
敷
市
史
』
に
も
記
載
が
な
く
、
不
明
な
点
が

多
い
人
物
で
あ
る
。
管
見
で
確
認
で
き
た
の
は
、
大
正
年
間
に
郷
土
史
家
が
刊
行
し

た
『
倉
子
城
史
談
』
の
み
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
一
水
は
岡
雲
臥
の
弟
の
子
（
甥
）
で
、
和

歌
に
長
じ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
（
7
）
。
同
書
に
よ
っ
て
も
生
没
年
も
不
明
で
あ
る

が
、
む
し
ろ
、
本
作
品
の
茶
山
の
賛
か
ら
、
没
年
が
文
政
五
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
い
知
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
頼
山
陽
が
彼
に
宛
て
た
書
状
が
一
点
『
頼
山
陽
書
翰
集
』
に
収
め

ら
れ
て
お
り
（
8
）
、
そ
の
書
状
は
『
頼
山
陽
全
書
』
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
9
）
。
当
時
の

岡
一
水
の
様
子
を
う
か
が
い
知
る
内
容
で
も
あ
る
の
で
紹
介
し
た
い
。

　

そ
れ
は
文
政
三
年
二
月
四
日
付
け
で
、
画
人
の
浦
上
春
琴
が
倉
敷
へ
行
く
こ
と
を

事
前
に
岡
一
水
に
告
知
す
る
内
容
で
あ
る
。
そ
の
中
で
山
陽
は
「
文
人
画
は
、
開
け
ず

と
存
じ
奉
り
候
へ
ど
も
、
何
卒
御
吹
聴
く
だ
さ
れ
、
御
世
話
く
だ
さ
れ
候
は
ば
」
あ
り

が
た
い
と
述
べ
、
春
琴
の
倉
敷
来
訪
・
滞
在
に
つ
い
て
、
周
囲
へ
の
宣
伝
と
滞
在
中
の

春
琴
の
世
話
を
依
頼
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、「
詩
に
て
賛
致
し
候
な
ど
は
、
丸
山
〔
＝
円
山
〕・
月
渓
〔
＝
四
条
〕
流
は
、
ち
と

似
合
わ
ざ
る
事
も
こ
れ
あ
り
候
。
文
人
画
相
応
に
候
へ
ば
、
私
な
ど
に
賛
御
頼
な
さ

れ
候
人
は
、
春
琴
居
士
な
ど
の
画
然
る
べ
く
候
」
、
続
い
て
「
左
様
の
事
に
し
て
御
は

や
し
然
る
べ
き
や
、
な
お
、
同
人
直
に
お
逢
い
、
よ
ろ
し
く
お
計
ら
い
く
だ
さ
る
べ
く

願
い
奉
り
候
。
」
と
あ
る
（
い
ず
れ
も
原
漢
文
）
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
頼
山
陽
は
、
一

水
に
対
し
、
単
に
春
琴
滞
在
中
の
世
話
を
依
頼
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
倉
敷
の
人
々
が
、

春
琴
に
画
を
注
文
す
る
よ
う
な
宣
伝
も
依
頼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、「
頼
山

陽
は
、
漢
詩
の
賛
を
付
け
る
な
ら
（
春
琴
が
描
く
よ
う
な
）
文
人
画
を
好
む
と
言
っ
て
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い
た
」
と
、
山
陽
の
知
名
度
を
宣
伝
に
利
用
し
て
春
琴
へ
の
画
の
受
注
が
増
え
る
よ

う
な
話
し
ぶ
り
に
す
る
よ
う
な
提
案
ま
で
し
て
い
る
。

　

こ
の
書
状
は
、
岡
一
水
が
倉
敷
の
（
山
陽
の
賛
を
求
め
る
よ
う
な
趣
味
を
も
つ
）
富

裕
層
に
顔
が
利
く
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
山
陽
に
し
て
み
れ
ば
、
岡
一
水
は
こ

の
よ
う
な
依
頼
を
し
や
す
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
（
10
）
。

　

（
2
）
岡
一
水
と
菅
茶
山
の
交
流
に
つ
い
て

 
 

で
は
、
岡
一
水
と
菅
茶
山
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
交
流
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
垣
間
見
る
手
段
と
し
て
、
菅
茶
山
が
残
し
た
資
料
群
「
重
要
文
化
財
菅
茶
山

関
係
資
料
」（
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
）
か
ら
二
人
の
交
流
の
様
子
を
た
ど
っ
て

み
た
い
。

　

ま
ず
、『
菅
茶
山
関
係
資
料
指
定
目
録
』
か
ら
岡
一
水
の
関
係
の
も
の
を
拾
う
と
、

確
認
さ
れ
る
の
は
和
歌
の
詠
草
の
捲
り
二
点
と
和
歌
の
短
冊
一
点
の
み
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
詠
草
が
「
岡
一
水
和
歌
六
首
」〔
文
書
・
記
録
類
398
〕
と
、「
某
一
水　

和
歌
詠

草
」〔
文
書
・
記
録
類
399
〕
で
、
短
冊
は
「
諸
家
和
歌
帳
」〔
書
画
類
238
〕
に
収
録
さ
れ
て
お

り
、
岡
一
水
は
和
歌
を
通
じ
て
茶
山
と
交
わ
っ
た
人
物
と
見
ら
れ
る
。

　

「
岡
一
水
和
歌
六
首
」
は
、
前
半
に
正
月
五
日
の
日
付
と
追
伸
文
、
続
い
て
和
歌
詠

草
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
方
の
詠
草
は
和
歌
五
首
が
書
か
れ
る
紙
片
で
虫
損
に

よ
る
傷
み
が
激
し
い
。
こ
ち
ら
も
書
状
の
一
部
（
又
は
書
状
に
添
え
ら
れ
た
も
の
）
と

推
定
さ
れ
る
。
両
資
料
と
も
年
の
記
載
は
な
い
。

　

本
稿
で
は
、「
岡
一
水
和
歌
六
首
」
の
追
伸
文
に
書
か
れ
る
内
容
が
興
味
深
い
の
で
、

簡
単
に
紹
介
し
た
い
（
写
真
⑤
）
。

　

そ
こ
に
は
ま
ず
「
除
元
愚
詠
奉
入
御
覧
候
」
と
年
末
年
始
の
自
作
の
句
の
披
露
に

つ
い
て
触
れ
、
次
に
昨
年
十
一
月
に
（
倉
敷
に
）
来
た
「
東
西
南
北
」
と
名
乗
る
江
戸
の

「
狂
言
師
」
の
話
題
に
移
る
。「
草
そ
ふ
し
」
の
作
家
で
も
あ
る
こ
の
人
物
か
ら
、
一
水
は
、

彼
が
乗
っ
た
船
が
流
さ
れ
中
国
に
漂
着
し
た
話
を
聞
い
た
と
い
う
。
ほ
ぼ
作
り
話
だ
が
、

ま
こ
と
し
や
か
な
描
写
で
話
し
上
手
だ
っ
た
、
と
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。

　

珍
し
い
話
を
聞
い
た
の
で
、
書
状
を
書
く
機
会
に
、
つ
い
で
に
茶
山
に
伝
え
た
、
と

い
う
程
度
で
あ
ろ
う
。
茶
山
が
漂
流
譚
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
（
11
）
こ
と
を
知
っ
て
の

こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
人
の
気
の
置
け
な
い
交
流
の
様
子
が
読
み
取
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
茶
山
の
日
記
（
12
）
な
ど
か
ら
具
体
的
な
茶
山
と
一
水
の
交
わ
り
の
様
子
を

確
認
し
て
み
た
い
。

　

管
見
で
確
認
で
き
た
記
述
は
五
か
所
あ
っ
た
。
一
番
早
い
も
の
は
、
文
化
十
四
年

（
一
八
一
七
）
十
月
十
二
日
の
岡
一
水
が
茶
山
を
訪
れ
た
時
の
記
事
で
、
そ
の
時
、
一

水
は
酒
と
肴
を
手
土
産
に
持
っ
て
き
た
ら
し
い
。
四
日
後
の
十
六
日
に
「
一
水
山
人

辞
去
」
と
あ
り
、
そ
の
間
、
数
日
滞
在
し
て
い
た
よ
う
だ
。

⑤　正月五日付け菅茶山宛て岡一水書状

　（「岡一水和歌六首」〔文書・記録類398〕部分）
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そ
の
二
年
後
の
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
は
以
下
の
三
か
所
の
記
事
が
確
認
で
き

る
。
ま
ず
、
七
月
二
十
七
日
に
一
水
ら
か
ら
「
紋
金
」
を
も
ら
っ
た
、
と
あ
る
。
紋
金
は
、

一
分
金（
四
分
の
一
両
）で
あ
ろ
う
か
。
続
い
て
十
月
二
十
四
日
に
「
倉
敷
一
水
書
来
」、

さ
ら
に
十
一
月
二
十
四
日
に
「
一
水
使
人
来
乞
書　

恵
五
方
金
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

「
方
金
」
は
、
一
般
に
一
分
金
、
一
朱
金
（
十
六
分
の
一
両
）
、
二
朱
金
（
八
分
の
一
両
）を

指
す
が
、
一
朱
金
は
、
文
政
七
年
に
登
場
す
る
の
で
こ
こ
で
は
考
え
ら
れ
ず
、
一
分
金

か
二
朱
金
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
水
が
茶
山
に
依
頼
し
た
揮
毫
に
対

す
る
謝
礼
で
あ
っ
た
。

 
 

五
か
所
目
と
な
る
の
は
、
文
政
四
年
十
月
二
十
七
日
の
記
事
で
、「
倉
敷
一
水
使
人

来
恵
白
雪
」
と
あ
る
。「
白
雪
」
は
酒
の
銘
柄
を
指
す
の
か
も
知
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、

日
本
酒
「
白
雪
」
は
、
頼
山
陽
が
好
ん
だ
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
伊
丹
の
酒
で
あ
る
。

　

日
記
の
記
録
が
交
流
の
全
て
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
日
記
の
記
事
か
ら
は

先
ほ
ど
紹
介
し
た
菅
茶
山
関
係
資
料
に
残
る
岡
一
水
の
和
歌
草
稿
や
書
状
に
関
す
る

記
事
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
本
作
品
に
関
係
す
る
よ
う
な
記
事
も
日
記
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
文

政
二
年
十
一
月
二
十
四
日
の
記
事
と
同
じ
よ
う
に
、
文
政
五
年
前
後
に
、
茶
山
に
本

作
の
依
頼
を
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

茶
山
が
賛
に
記
す
「
遺
托
」
に
多
少
こ
だ
わ
る
と
、
本
作
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
可

能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
一
水
は
自
ら
の
死
期
に
臨
ん
で
茶
山
に
依
頼
し
た

と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
一
水
に
以
前
か
ら
賛
を
依
頼
さ
れ
な
が
ら
、
彼
の
存
命
中
に
は

果
た
せ
ず
、
訃
報
に
接
し
た
後
に
茶
山
が
「
遺
托
」
と
賛
に
記
載
し
た
こ
と
。
さ
ら
に
、

も
う
一
つ
、
一
水
が
遺
言
と
し
て
こ
の
「
菅
原
道
真
肖
像
」
を
茶
山
に
譲
っ
た
（
そ
れ

を
受
け
て
茶
山
が
賛
を
記
し
た
）
と
い
う
こ
と
。
ち
な
み
に
、
こ
の
場
合
は
、
茶
山
が

道
真
の
詩
を
賛
に
選
ん
だ
の
は
、
自
ら
の
意
思
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

ま
た
、「
黄
葉
夕
陽
文
庫
」（
13
）
中
の
「
文
化
十
四
丑
春
試
筆
」〔
Ｇ
89
‐
22
‐
05
〕
に
も
一

水
の
短
歌
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
同
年
年
初
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前

か
ら
交
流
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
文
化
十
四
年
か
ら
文
政
五
年
頃
ま
で
の
数
年
間

に
わ
た
り
、
岡
一
水
は
、
茶
山
を
訪
問
し
た
り
、
酒
な
ど
の
贈
答
品
と
と
も
に
書
状
や

自
作
の
和
歌
を
送
っ
た
り
、
揮
毫
を
依
頼
し
た
り
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、

一
水
が
亡
く
な
っ
た
後
、
彼
を
偲
ん
で
本
作
を
揮
毫
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

（
３
）
岡
一
水
と
広
島
頼
家
の
交
流
に
つ
い
て

　

頼
春
水
・
梅
颸
夫
妻
、
頼
杏
坪
ら
に
関
連
す
る
資
料
群
「
杉
ノ
木
資
料
」
に
も
岡
一

水
の
和
歌
の
詠
草
や
短
冊
、
書
状
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
14
）
。

　

和
歌
は
「
試
筆
」
と
あ
る
も
の
が
二
通
存
在
し
、
共
に
先
述
の
「
黄
葉
夕
陽
文
庫
」

中
の
捲
り
と
同
内
容
で
あ
る
。
二
通
の
う
ち
一
通
は
文
化
末
年
頃
に
梅
颸
や
杏
坪
が

交
流
を
持
っ
た
歌
人
た
ち
の
詠
草
を
中
心
と
し
た
貼
継
巻
に
所
収
さ
れ
、
も
う
一
通

は
捲
り
で
あ
る
。
茶
山
同
様
、
梅
颸
や
杏
坪
に
と
っ
て
も
一
水
は
和
歌
を
通
じ
て
交

流
を
持
っ
た
人
物
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
書
状
は
年
を
欠
く
が
「
正
月
五
日
」
の
杏
坪

宛
て
で
、
文
面
に
「
除
元
愚
詠
奉
入
御
覧
候
」
と
あ
り
、
先
に
見
た
茶
山
宛
て
書
状
と

記
述
内
容
及
び
日
付
が
重
な
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
日
に
書
か
れ
た
と
見
て
よ
い
と
思

わ
れ
る
（
15
）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
岡
一
水
は
茶
山
だ
け
で
は
な
く
同
じ
時
期
に
頼
杏
坪
や
頼
梅
颸
と

も
茶
山
和
歌
を
通
じ
て
交
流
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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3
　
菅
茶
山
と
菅
原
道
真

　

（
1
）
菅
原
道
真
と
菅
波
家

　

こ
こ
で
、
少
し
視
点
を
変
え
て
、
菅
原
道
真
と
菅
茶
山
と
の
関
係
を
見
て
い
き
た
い
。

　

菅
茶
山
の
「
菅
」
は
菅
原
道
真
の
「
菅
」
に
ゆ
か
り
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
、
茶
山
の
本
家
菅
波
家
の
姓
の
由
来
を
「
菅
波
信
道
一
代
記
」（
16
）
に
よ
っ
て
確

認
し
た
い
。
同
書
に
よ
る
と
、
菅
波
家
は
畠
山
姓
を
名
乗
る
武
家
で
あ
っ
た
が
、
江
戸

時
代
に
は
備
後
国
神
辺
に
土
着
し
酒
造
業
を
営
ん
で
い
た
。
島
原
の
乱
の
勃
発
時
の

当
主
畠
山
道
治
は
「
御
霊
夢
」
を
見
て
、
船
で
酒
を
島
原
に
運
び
、
商
売
が
成
功
し
た

と
い
う
。
こ
の
夢
は
菅
原
道
真
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
と
し
て
、
道
治
は
、
菅
原
道
真
の

恩
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
と
「
菅
」
の
一
字
を
、
ま
た
海
に
関
わ
る
夢
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
「
波
」
の
一
字
を
、
そ
れ
ぞ
れ
用
い
て
「
菅
波
」
と
名
乗
っ
た
と
伝
え
る
。
菅
波
家
の

家
紋
は
梅
鉢
紋
で
、
こ
れ
も
菅
原
道
真
に
あ
や
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
茶
山
の
家
系
は
、

菅
原
道
真
の
子
孫
で
は
な
い
が
、
道
真
は
一
族
に
と
っ
て
特
別
な
人
物
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
押
え
て
お
き
た
い
。

　

（
2
）
菅
原
道
真
と
菅
茶
山

　

次
に
、
当
時
の
人
々
の
中
に
「
菅
茶
山
は
菅
原
道
真
の
子
孫
」
と
い
う
認
識
が
広
ま
っ

て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
、「
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料
」
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
頃
の
寛
政
・
享
和
年
間
を
中
心
に
、
菅
茶

山
と
親
交
を
深
め
た
経
世
家
で
画
人
の
大
原
呑
響
が
、
茶
山
に
宛
て
た
書
状
（
17
）
の
記

述
に
注
目
す
る
。
文
中
に
は
「
御
先
祖
菅
丞
相
の
九
有
百
年
忌
ハ
当
年
」
と
書
か
れ
て

お
り
、
九
〇
三
年
に
亡
く
な
っ
た
菅
原
道
真
の
九
百
年
忌
に
触
れ
る
文
脈
で
、
道
真

を
茶
山
の
「
先
祖
」
と
記
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
茶
山
の
江
戸
滞
在
時
に
詠
ん
だ
和
歌
を
他
者
が
記
録
し
た
資
料
「
和
歌
三
首
」（
18
）

で
は
、
茶
山
の
こ
と
を
「
菅
ハ
ラ
の
晋
帥
の
う
し
」・「
菅
原
晋
帥
の
ぬ
し
」
と
記
し
て

あ
り
、
こ
れ
を
書
い
た
人
た
ち
は
、
茶
山
の
本
姓
を
菅
原
（
す
な
わ
ち
、
茶
山
は
菅
原

道
真
の
子
孫
）と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

さ
ら
に
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に
茶
山
が
京
都
に
滞
在
し
た
際
、
菅
原
氏
が

本
姓
で
あ
る
公
卿
の
清
岡
長
親
と
宴
で
同
席
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
長
親

か
ら
同
姓
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
茶
山
の
出
自
を
尋
ね
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
「
大

和
行
日
記
」（
19
）
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
茶
山
は
自
ら
の
家
系
に
つ
い
て
、

先
述
の
先
祖
の
逸
話
を
説
明
し
て
、
菅
原
氏
で
は
な
い
と
否
定
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
例
か
ら
も
、
茶
山
自
身
が
祖
先
を
菅
原
道
真
と
吹
聴
し
た
と
も
思
え

な
い
し
、
茶
山
が
道
真
の
子
孫
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
事
実
と
は
異
な
る
が
、「
菅
」

を
姓
に
し
て
い
る
こ
と
、
家
紋
が
梅
で
あ
る
こ
と
、
高
名
な
学
者
で
あ
る
こ
と
な
ど

の
茶
山
と
菅
原
道
真
と
の
共
通
の
要
素
が
、
周
囲
に
「
菅
茶
山
は
菅
原
道
真
の
子
孫
」

と
認
識
さ
せ
て
し
ま
う
結
果
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

「
菅
原
道
真
肖
像
」
に
つ
い
て
も
、
茶
山
が
揮
毫
し
た
の
は
、
岡
一
水
の
依
頼
と
い

う
の
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
彼
が
、
茶
山
の
こ
と
を
菅
原
道
真
の
末
裔
と

認
識
し
て
い
た
り
、
周
囲
に
そ
の
よ
う
な
認
識
を
持
つ
者
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
り
し
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

文
政
五
年
段
階
の
茶
山
に
は
、「
菅
丞
相
像
」
と
い
う
自
作
の
漢
詩
が
あ
っ
た
の
は

先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
本
作
で
は
道
真
の
漢
詩
を
選
択
し
て
い
る
。
岡
一
水

の
「
遺
托
」
を
、
茶
山
へ
の
道
真
の
漢
詩
の
揮
毫
依
頼
と
捉
え
る
な
ら
、
生
前
の
岡
一

水
の
希
望
に
沿
っ
た
も
の
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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ま
た
、
別
の
可
能
性
と
し
て
、
こ
の
菅
公
の
肖
像
は
、
一
水
の
遺
志
に
沿
っ
て
形
見

と
し
て
茶
山
に
譲
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
で
あ
れ
ば
、
画
賛
に
道
真
の
漢
詩
を

選
ん
だ
の
は
、
茶
山
自
身
の
判
断
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
と
、
仮
に
前
者
の
場
合
に
は
、
着
賛
後
の
本
作

品
は
倉
敷
の
岡
家
に
戻
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
、
後
者
で
あ
れ
ば
（
少
な
く

と
も
あ
る
一
定
の
期
間
は
）
、
菅
茶
山
の
も
と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
ご
く
雑
駁
で
は
あ
る
が
、
宇
野
蘭
渓
画
・
菅
茶
山
賛
「
菅
原
道
真
肖
像
」

を
巡
っ
て
、
賛
の
内
容
や
依
頼
者
の
岡
一
水
と
菅
茶
山
と
の
関
係
の
検
討
を
通
し
て
、

本
作
品
の
成
立
の
背
景
な
ど
を
概
観
し
た
。

　

「
菅
原
道
真
肖
像
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
賛
の
文
面
か
ら
、
茶
山
の
菅
原
道
真
に
対

す
る
並
々
な
ら
ぬ
尊
敬
の
念
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
単
に
茶
山
の

出
自
で
あ
る
「
菅
波
」
の
姓
が
、
菅
原
道
真
に
ゆ
か
り
が
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は

な
い
。
菅
原
道
真
と
い
う
人
物
は
、
そ
の
経
歴
や
業
績
を
改
め
て
列
記
す
る
ま
で
も

な
く
、
文
章
博
士
・
政
治
家
・
歴
史
家
・
和
歌
や
漢
詩
の
名
手
と
多
方
面
で
優
れ
た
才

能
を
発
揮
し
て
お
り
、
こ
の
稀
代
の
偉
人
に
対
す
る
強
い
畏
敬
の
念
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
本
作
品
は
岡
一
水
が
茶
山
に
「
遺
托
」
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

こ
の
人
物
は
、
倉
敷
の
名
望
家
岡
雲
臥
を
伯
父
に
持
つ
当
地
の
有
力
商
家
の
当
主
で

あ
っ
て
か
つ
教
養
人
で
あ
り
、
和
歌
の
詠
草
は
菅
茶
山
関
係
資
料
や
杉
ノ
木
資
料
に

残
る
も
の
の
彼
の
文
化
的
な
活
動
や
業
績
は
不
明
な
点
が
多
く
、
同
じ
倉
敷
の
岡
一

族
で
も
鶴
汀
・
延
年
兄
弟
ほ
ど
文
芸
面
で
の
評
価
を
得
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

そ
し
て
、
岡
一
水
は
、
菅
茶
山
や
頼
山
陽
の
よ
う
な
当
代
一
流
の
学
者
と
懇
に
交

わ
り
、
文
人
た
ち
の
支
援
者
的
な
役
割
も
果
た
し
た
こ
と
が
、
茶
山
の
日
記
や
頼
山

陽
の
書
状
か
ら
透
け
て
見
え
る
。
一
水
自
身
は
、
茶
山
や
頼
杏
坪
、
頼
梅
颸
と
和
歌
を

通
じ
て
交
流
が
あ
り
、
頼
山
陽
と
も
知
遇
を
得
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら

ず
、
茶
山
や
山
陽
等
と
直
接
の
面
識
を
持
た
な
い
、
倉
敷
の（
富
裕
層
を
中
心
と
す
る
）

人
々
と
、
文
人
た
ち
を
結
び
付
け
る
、
普
及
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
頼
山
陽
は
そ
こ
に
期
待
し
て
、
一
水
に
浦
上

春
琴
の
こ
と
を
託
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

彼
の
よ
う
な
、
今
と
な
っ
て
は
郷
土
史
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
し

ま
っ
た
よ
う
な
人
た
ち
の
存
在
が
、
江
戸
時
代
後
期
に
盛
ん
と
な
る
文
芸
活
動
の
、

広
い
裾
野
を
形
成
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
時
代
の
文
化

を
考
え
る
上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
20
）
。

　

本
作
品
は
、
菅
茶
山
と
菅
原
道
真
を
巡
る
物
語
だ
け
で
な
く
、
岡
一
水
の
よ
う
な

江
戸
時
代
後
期
に
地
域
に
生
き
た
人
々
に
光
を
当
て
る
資
料
と
し
て
も
、
大
変
興
味

深
い
も
の
と
言
え
る
。
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【
付
記
】

　

本
稿
の
「
三　

菅
茶
山
と
菅
原
道
真
」（
１
）で
扱
っ
た
菅
波
家
の
姓
の
由
来
と
、（
２
）で
扱
っ

た
菅
茶
山
を
菅
原
道
真
の
末
裔
と
認
識
し
て
い
た
人
々
が
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
館
の

令
和
元
年
度
近
世
文
化
展
示
（
第
七
回
）
に
お
い
て
、
展
示
担
当
の
伊
藤
大
輔
学
芸
員
が
作
成

し
た
パ
ネ
ル
や
展
示
資
料
解
説
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
特
に
、

茶
山
が
道
真
の
末
裔
で
あ
る
、
と
当
時
の
人
々
が
認
識
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
、
同
氏
が
明

ら
か
に
し
た
も
の
で
、
そ
の
視
点
は
筆
者
に
と
っ
て
新
鮮
で
あ
り
、
本
稿
執
筆
の
一
つ
の
契
機

に
も
な
っ
た
。
そ
し
て
本
稿
の
執
筆
に
際
し
、
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
の
菅
茶
山
関
係
資
料
を

担
当
す
る
主
任
学
芸
員
岡
野
将
士
氏
か
ら
翻
刻
や
関
連
す
る
史
料
な
ど
多
く
の
御
教
示
を
得

た
。
二
人
の
同
僚
に
心
か
ら
の
謝
意
を
申
し
添
え
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
で
は
、
岡
一
水
の
人
物
像
や
交
友
関
係
に
迫
る
中
で
、
広
島
県
立
歴
史
博
物
館

が
所
蔵
す
る
菅
茶
山
の
資
料
だ
け
で
な
く
、
分
館
の
頼
山
陽
史
跡
資
料
館
が
所
蔵
す
る
「
杉
ノ

木
資
料
」
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
は
本
文
中
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

同
時
期
の
広
島
・
福
山
両
藩
を
代
表
す
る
文
人
に
関
わ
る
二
資
料
群
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

そ
れ
ぞ
れ
に
未
確
定
で
あ
っ
た
史
料
の
年
代
が
確
定
さ
れ
た
り
俯
瞰
的
な
知
見
が
獲
得
で
き

た
り
す
る
一
例
と
な
っ
た
こ
と
は
、
一
定
の
意
義
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

頼
山
陽
史
跡
資
料
館
で
は
、
同
資
料
群
の
再
整
理
等
で
御
多
忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
渡
部

史
之
氏
に
は
懇
切
に
御
対
応
を
い
た
だ
い
た
上
、
貴
重
な
御
教
示
を
賜
っ
た
。
衷
心
よ
り
お
礼

を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

【
注
】

1　

『
新
修
倉
敷
市
史　

第
十
三
巻　

美
術
・
工
芸
・
建
築
』
四
二
〇
ペ
ー
ジ
に
拠
っ
た
。

2　

当
該
作
品
が
展
示
さ
れ
た
同
館
の
二
〇
〇
九
年
の
展
示
会
「
菅
茶
山
ゆ
か
り
の
絵
画
展
」

の
図
録
の
解
説
に
拠
る
と
、
菅
茶
山
と
宇
野
蘭
渓
の
「
接
点
は
不
明
」
と
し
な
が
ら
も
、
蘭
渓

の
人
物
画
・
山
水
画
に
菅
茶
山
が
着
賛
し
た
作
品
は
、
多
く
見
ら
れ
る
と
言
う
。

3　

現
代
語
訳
を
含
む
こ
の
漢
詩
の
内
容
、
解
釈
に
つ
い
て
は
、『
菅
原
道
真　

日
本
漢
詩
人

選
集
』 

に
拠
る
。

4　

画
像
は
、
前
掲
の
菅
茶
山
記
念
館
展
示
図
録
で
確
認
で
き
る
。

5　

岡
雲
臥
、
鶴
汀
、
延
年
に
つ
い
て
は
、『
新
修
倉
敷
市
史　

第
四
巻　

近
世
（
下
）
』
に
拠
っ

た
。

6　

「
岡
寿
卿
四
言
古
詩
一
首
」〔
文
書
・
記
録
類
403
〕な
ど
漢
詩
文
の
草
稿
類
が
残
さ
れ
て
い
る
。

鶴
汀
は
号
で
、
寿
卿
は
名
、
字
は
元
齢
で
あ
る
。

7　

同
書
（
復
刻
版
）
に
「
第
九　

風
流
余
滴
」
と
し
て
、
俳
句
、
詩
文
及
び
和
歌
、
書
画
及
び
篆

刻
、
そ
の
他
、
に
分
類
し
て
、
近
世
倉
敷
に
お
い
て
文
芸
に
長
じ
た
人
々
が
列
記
さ
れ
て
お

り
、
詩
文
及
び
和
歌
の
項
に
岡
一
水
の
名
前
が
み
え
る
（
一
七
四
頁
）
。「
歌
、
暮
杉
二
男　

名

は
武
敏
、
通
称
又
五
郎
、
又
忠
右
衛
門
」
と
あ
る
。
岡
暮
杉
に
つ
い
て
も
同
書
に
記
載
が
あ
り
、

岡
雲
臥
の
弟
で
和
歌
・
俳
句
に
長
じ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
こ
こ
に
は
岡
一

族
が
数
名
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
略
記
し
て
お
く
。
雲
臥
（
儒
医
、
詩
文
、
和
歌
）
、

鶴
汀
（
詩
文
、
和
歌
）
、
延
年
（
詩
文
、
和
歌
、
画
）
、
ま
れ
（
＝
雲
臥
の
姉
、
和
歌
）
、
富
敷
（
＝
鶴

汀
の
祖
父
、
和
歌
）
、
以
忠
（
＝
鶴
汀
の
父
、
和
歌
）
、
三
保
（
＝
鶴
汀
の
母
、
和
歌
）
で
、
合
わ
せ

て
九
人
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
岡
一
族
に
は
和
歌
や
漢
詩
文
を
嗜
む
文
芸
的
な
風
土
が
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
水
も
、
雲
臥
・
鶴
汀
・
延
年
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
和
歌
を
得
意

と
し
、
郷
土
史
に
そ
の
名
を
と
ど
め
る
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
　

な
お
、『
倉
子
城
史
談
』
の
復
刻
版
の
緒
言
で
は
、
同
書
に
つ
い
て
、
旧
版
の
『
倉
敷
市
史
』

（
昭
和
四
十
九
年
完
結
）
中
の
次
の
よ
う
な
文
言
を
引
用
し
て
、
慎
重
に
評
価
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、「
倉
敷
史
の
嚆
矢
」
と
い
う
べ
き
著
作
で
あ
る
が
「
取
材
未
だ
十
分
な
ら
ず
、
考
証
間
々
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正
確
を
欠
ぐ
」
と
い
う
も
の
で
、
記
載
内
容
に
対
し
て
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
な
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
、
岡
一
水
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
菅
茶
山
関
係
資
料
中
に
、
彼
の
和
歌
の

草
稿
が
二
点
あ
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
記
述
は
整
合
性
を
持
つ
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
岡

一
族
が
倉
敷
地
域
の
文
芸
を
牽
引
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
新
修
倉
敷
市
史
第
四
巻　

近
世
（
下
）
』
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

8　

『
頼
山
陽
書
翰
集　

上
巻
』
四
〇
七
ペ
ー
ジ

９　

『
頼
山
陽
全
書　

全
伝　

上
』
五
二
三
ペ
ー
ジ　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10	

ち
な
み
に
『
頼
山
陽
全
書
』
に
は
、
こ
の
書
状
を
引
用
す
る
と
と
も
に
、
岡
一
水
に
つ
い
て

「
武
敏
、
鶴
汀
従
弟
」
と
補
足
す
る
が
、
先
述
の
『
倉
子
城
史
談
』
で
は
、
一
水
と
鶴
汀
の
血
縁

関
係
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。　

11	

「
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料
」
に
は
、
江
戸
時
代
の
漂
流
の
記
事
を
記
し
た
書
状
や

写
本
が
数
点
存
在
す
る
。　

12	

文
化
十
二
年
～
文
政
二
年
十
月
ま
で
は
「
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
日
記
」〔
「
重
要
文
化
財
菅
茶

山
関
係
資
料
」
文
書
・
記
録
類
12
〕
、
文
政
二
年
十
一
月
以
降
は
「
廉
塾
日
記
〔
「
重
要
文
化
財

菅
茶
山
関
係
資
料
」
文
書
・
記
録
類
13
・
14
〕

13	

黄
葉
夕
陽
文
庫
は
、
菅
茶
山
が
主
催
し
た
廉
塾
に
伝
わ
る
資
料
群
で
、
菅
茶
山
関
連
の
資

料
の
ほ
か
、
彼
の
子
孫
の
時
代
の
資
料
も
含
ま
れ
る
。
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
以
降
、
当
館

に
寄
贈
さ
れ
た
。
な
お
、「
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料
」
は
、
本
資
料
群
の
う
ち
の
茶
山

関
係
の
資
料
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
「
文
化
十
四
丑
春
試
筆
」

の
よ
う
に
茶
山
の
時
代
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
指
定
時
に
は
内
容
が
不
明
で
あ
る
な
ど
し
て
、

指
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

14 

詠
草
は
資
料
番
号
Ⅲ
336-

58
・
Ⅲ
339-

17-

4
、
短
冊
は
Ⅲ
330-

2-

1
・
Ⅲ
330-

11
、
書
状

は
Ⅲ
322-

25
（
な
お
、
同
資
料
の
目
録
は
再
整
理
中
で
あ
り
、
本
稿
で
は
旧
来
の
資
料
番
号
を

記
載
し
た
。
）　

15	

た
だ
し
、
杏
坪
宛
て
の
書
状
に
は
、
狂
歌
師
の
話
題
は
出
て
こ
な
い
。
ま
た
、「
杉
ノ
木
資
料
」

と
「
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料
」
と
も
に
、
同
内
容
の
「
試
筆
」
詠
草
と
正
月
五
日
付
け

の
書
状
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
詠
草
の
内
容
は
年
の
暮
れ
や
立
春
の
句
で
、
書

状
に
書
か
れ
る
「
除
元
愚
詠
」
と
も
符
合
す
る
。
こ
れ
か
ら
の
こ
と
か
ら
、
書
状
は
詠
草
の
添

え
状
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
あ
れ
ば
、
書
状
も
文
化
十
四

年
の
史
料
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。　

16	

広
島
県
重
要
文
化
財
、
当
館
寄
託
。
参
考
文
献
に
あ
る
よ
う
に
『
日
本
都
市
生
活
史
料
集

成　

八
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。　

17	

「
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料
」　

書
状
405　

18	

「
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料
」　

著
述
稿
本
類
308
。「
尺
牘
巻
」
所
収
。

19	

「
大
和
行
日
記
」
は
「
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料
」　

文
書
・
記
録
類
10
。
こ
の
内
容
は
、

本
資
料
の
三
月
十
七
日
の
記
述
に
見
え
る
。
な
お
、
富
士
川
英
郎
『
菅
茶
山
』
の
下
巻
三
八
三

ペ
ー
ジ
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。　

20	

余
談
だ
が
、
茶
山
の
日
記
中
に
は
、
本
稿
で
触
れ
た
よ
う
な
、
揮
毫
の
謝
礼
と
見
ら
れ
る

金
銭
の
授
受
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
受
け
取
っ
て
い
る
の
は
一
分
金
や
南
鐐
銀
な
ど
の
正

貨
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
茶
山
の
福
山
藩
士
と
し
て
の
収
入
は
、
お
そ
ら
く
藩
札
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
で
、
藩
の
外
で
購
入
、
贈
答
な
ど
の
金
銭
を
伴
う
活
動
を
し
よ
う
と

思
え
ば
、
正
貨
が
必
要
で
あ
っ
た
。
茶
山
の
評
判
を
知
っ
て
、
福
山
藩
外
か
ら
も
多
く
の
人
々

が
茶
山
に
揮
毫
を
求
め
、
対
価
（
謝
礼
）
を
支
払
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
茶
山
に
と
っ
て

単
な
る
副
収
入
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
正
貨
を
得
る
重
要
な
機
会
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

筆
者
は
邪
推
し
て
い
る
。
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【
参
考
文
献
】

木
山
巌
太
郞
著
『
倉
子
城
史
談
』　

大
正
七
年
（
昭
和
五
十
四
年
復
刻
版
）　

頼
山
陽
著　

徳
富
猪
一
郎
ほ
か
編
『
頼
山
陽
書
翰
集　

上
巻
』
民
友
社　

昭
和
二
年　

頼
山
陽
著　

木
崎
愛
吉
、
頼
成
一
共
編
『
頼
山
陽
全
書　
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写真 3　神岡第 4号古墳の子持蓋・子持器台

3－ 1 子持蓋 3－ 2 子持器台

3－ 3 子持器台（上から）

3－ 4 子杯下部から親器鉢部まで付く紐状粘土

3－ 5 子高杯の脚部と子杯の下部に付けた小孔 3－ 6 子杯と親器口縁の接合部（外面）
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写真 2　神岡第 4号古墳の装飾付壺

写真 1　神岡第 4号古墳の須恵器（一部）
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第 2表　神岡第４号古墳の須恵器観察表
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註 3　世羅町こみどう古墳出土装飾付𤭯も，親器の𤭯に子壺や小像を直接取り付けている。

図面・図版出典

第 1 図:国土地理院ウェブサイト（https://maps . gsi . go . jp/development/ichiran . html）を一部改変，　　第 2

～ 5・ 7 図：筆者作成，第 6 図　青水窯跡・自光窯跡・唐石窯跡：向田1985，みたち第 3 号古墳：恵谷編2004，

湯船第 6 号古墳：世羅町教育委員会編1995，陣開第 4 号古墳：坂本1994，大槙第 2 号古墳：道上編1985，亀ノ尾
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号古墳：中村編1997，第10図　みたち第 3 号古墳：恵谷編2004，石塚第 2 号古墳：松村編1974，三次市吉舎町敷

地出土：岸本1975，千間塚古墳：柴垣・野末1995，広島県内出土：柴垣・野末1995，吉舎町出土：田辺1981，写

真 1～ 3：筆者撮影

引用・参考文献

安間　拓巳　2014「古墳出土資料から見た広島県の須恵器の変遷」『広島の考古学と文化財保護－松下正司先生喜寿

記念論集－』「広島の考古学と文化財保護」刊行会，101～124頁

伊藤　晃編　1995『松尾古墳群斎富古墳群馬屋遺跡ほか』山陽自動車道建設に伴う発掘調査Ⅱ・岡山県埋蔵文化財

発掘調査報告99岡山県教育委員会

梅本健治編　2007『池ノ奥古墳』中国横断自動車道尾道松江線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告( 3 )・財団法人広

島県教育事業団発掘調査報告書第19集　財団法人広島県教育事業団

恵谷泰典編　2004『みたち第 2・ 3 号古墳』財団法人広島県教育事業団発掘調査報告書第 2 集財団法人広島県教育

事業団

岡田敏彦編　1980『一般国道33号砥部道路関係埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ』財団法人愛媛県埋蔵文化財センター

岡野克己編　1999『風呂之元古墳発掘調査報告書』広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第177集　財団法人広

島県埋蔵文化財調査センター

金井亀喜・小都　隆編　1981『松ヶ迫遺跡群発掘調査報告』広島県教育委員会

岸本　雅敏　1975「装飾付須恵器と首長墓」『考古学研究』第22号第 1号考古学研究会，34～59頁。

潮見　浩編　1971『龍王山古墳群』龍王山古墳群発掘調査団

坂詰秀一・野村幸希　1966「広島県世羅郡青水古窯跡の調査」『日本考古学協会第32回総会研究発表要旨』日本考古

学協会，31頁

坂本　一志　1994「Ⅲ調査の遺跡　 2 陣開第 2 号古墳」『金売・陣開』広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第

117集財団法人広島県埋蔵文化財調査センター，21～28頁。

潮見　　浩　1974「広島県吉舎町出土の子持壺形須恵器」『広島考古研究』第 3号

柴垣勇夫・野末浩之　1995『古代の造形美装飾須恵器展』平成 7年度秋季企画展解説図録　愛知県陶磁資料館

世羅町教育委員会編　1995『湯船第 6号古墳』世羅町教育委員会

世羅町文化財保護委員会編　1990『世羅町の古墳』世羅町教育委員会

田辺　昭三　1981『須恵器大成』角川書店

田村規充編　2011『上ヶ原遺跡・上ヶ原第34号古墳』(財)広島市未来都市創造財団発掘調査報告書第 2 集　財団法

人広島市未来都市創造財団



（18）

註

註 1 　本来ならば，広島県内の須恵器を取り上げた安間氏の編年（安間2014）との対応関係を考えるべきだが，世

羅盆地周辺の遺跡だけでは資料数が少ないため，安間氏が設定している段階ほど細分できない。そのため，本

論では中村浩氏の陶邑編年を用いる。

註 2 　装飾付須恵器とは別に，環状瓶・鳥形瓶といった形象・異形須恵器が18例見つかっている。分布は沼田川下流

域周辺に集中するため，装飾付須恵器とは分布の様相が少し異なる。

墳第 1 主体部，岡山県斎富遺跡土壙墓22，岡山県都窪郡山手村宿辻畑出土，鳥取県八坂118号墳，島根県

岡田山 1 号墳，島根県岡田薬師古墳，香川県浦山古墳群，愛媛県御産所権現山 1 号墳，愛媛県水満田 1 号

墳で見つかっており，全10点確認できる（山田1998）。そのうち内面にかえりを持つ蓋で，天井部に𤭯が

付くものは， 3例である。いずれもⅡ型式第 5段階前後に比定される。

5 　まとめ

　本論では，神岡第 4号古墳の須恵器を紹介した。そして，世羅盆地周辺遺跡の蓋杯などと比較した結果，

神岡第 4 号古墳の須恵器の時期はⅡ型式第 4 ～ 5 段階，実年代にすると 6 世紀末～ 7 世紀初頭になると考

えられる。最後に世羅盆地周辺の古墳を概観して，まとめとしたい。

　世羅盆地周辺では500基余りの古墳が確認されているが，前・中期の古墳の発掘調査例はほとんど無い

ため，その様相は明らかではない。横穴式石室を埋葬施設とする古墳としては，県史跡康徳寺古墳，近成

山第 1 号古墳，亀ノ尾第 1 号古墳，湯船第 6 号古墳，風呂之元古墳，八反田古墳，竜王山第 9・10号古墳

で，発掘調査が行われている。また，発掘調査は行われていないが，石室に扉を持ち，切石造りの横穴式

石室が特徴的な神田第 2号古墳が県史跡に指定されている。そして，装飾付須恵器が採集された古墳とし

て，神岡第 4 号古墳，風呂之元古墳，八反田古墳，安佐古墳，助迫山古墳，亀ノ尾第 2 号古墳，因幡第 1

号古墳，大迫第 4号古墳，こみどう古墳が挙げられる。

　これらの中で代表的な古墳として挙げられるのは，県史跡康徳寺古墳である。神岡第 4号古墳から東へ2.5

㎞離れた世羅盆地中心部に位置している直径17ｍの円墳である。古墳内部の横穴式石室は全長8.5m，玄室

長5.9ｍもあり，広島県内で有数の規模を誇る。残念ながら，平安時代には石室を開口して再利用されて

いるため，多くの副葬品が持ち出されたようである。発掘調査で見つかった蓋杯を見ると，Ⅱ型式第 5 段

階のものが認められる。築造時期は 7 世紀初頭前後で，その後も数回追葬が行われたと考えられる。立地

や石室規模から考えて，世羅盆地周辺で最も有力な首長墓といえる。神岡第 4号古墳の須恵器はⅡ型式第

4 ～ 5 段階に比定したので，康徳寺古墳より古い。現状では，世羅盆地周辺で横穴式石室を埋葬施設とす

る古墳としては，最も古相に位置付けられる。

　世羅盆地周辺における後期古墳の被葬者像を考える上で注目されるのが，装飾付須恵器の多さである。

付近では須恵器を生産した窯跡が多数見つかっており，これらの窯跡から供給されている可能性が高い。

神岡第 4号古墳は，北西約1.2㎞に近在する自光窯跡と須恵器が同一時期であり，強い関係性がうかがえる。

須恵器生産を経済基盤として世羅盆地周辺の窯業を司った人々が，この地域における後期古墳の被葬者像

の一要素として考えられるだろう。
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第 10 図　広島県内の装飾付壺（S=1:5）
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第 9図　広島県内の子持器台・装飾付壺（S=1:5）
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　次に，広島県内で見つかった装飾付壺は，神岡第 4 号古

墳例を含めて全12例である。世羅町内では他に亀ノ尾第 2

号古墳出土例の記録もあるが（向田編1979），残念ながら

資料の詳細は不明である。また、世羅盆地周辺ではこみど

う古墳から装飾付𤭯が見つかっている。発掘調査から見つ

かった装飾付壺は，共伴遺物からするとⅡ型式第 3 段階～

Ⅲ型式第 1 段階に比定される。こちらも気付きを 2 点述べ

ておきたい。親器の壺の肩部に子壺や小像を直接取り付け

ているものは，神岡第 4 号古墳例，石塚第 2 号古墳出土例

や三次市吉舎町出土例の 3 例3で，広島県内の装飾付壺で

は，鍔付突帯を付けて子壺や小像を取り付けているものが

多い。鍔付突帯の有無は，製作地の違いを示す可能性があ

る。もう 1 点，神岡第 4 号古墳例では親器の壺部と脚部の

接合箇所に，粘土紐を巻いて段状に整形している。同じような例は，田上第 2号古墳出土例や御年代古墳

出土例で確認できる。これらの 3点は，共伴遺物からⅡ型式第 4～ 5段階に比定され，親器の壺部と脚部

の接合箇所に段がないものと時期差を示す可能性がある。

　最後に子持蓋であるが，広島県内では神岡第 4号古墳例のみである。中四国地方では，岡山県斎富 2号

第 1表　広島県内の装飾付須恵器一覧

第 8図　中四国地方の子持蓋（S=1:5）
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4 　神岡第 4号古墳の装飾付須恵器について　

　広島県内では，装飾付須恵器が34例見つかっている2。分布を見ると，世羅盆地周辺を中心に，三次盆

地周辺や沼田川流域にも広がり，さらにその外側の地域にも点々と見られる。詳細は不明だが，世羅盆地

では窯跡出土例もあることから，装飾付須恵器を生産していたと考えられる。ここでは，神岡第 4号古墳

の装飾付須恵器 3器種について，出土分布や今回実見した際に気付いた点を述べる。

　広島県内で見つかった子持器台は，神田第 4号古墳例を含めて全10例である。世羅町内では他に 2例の

記録もあるが（向田編1979），残念ながら資料の詳細は不明である。報告が行われている子持器台は，共

伴資料からするとⅡ型式第 4～ 5段階に比定される。今回，神岡第 4号古墳例を実見して気付いた点とし

て，親器鉢部に取り付けられる紐状粘土の形骸化を指摘したい。神岡第 4号古墳例では子杯を支える補強

を目的として，紐状粘土を子杯と親器口縁の接合部から鉢部下部にかけて貼り付けている。しかし，植松

第 2号古墳出土例は親器口縁部が子杯が六つ取り付くのに対し，紐状粘土は 3か所しか付けられていない。

合わせて，紐状粘土は親器口縁下部までしか達していない。御年代古墳出土例でも，親器口縁部に子杯が

四つ取り付くのに対し，紐状粘土は 3方向で鉢部下部のみに付けられている。このことから，植松第 2号

古墳出土例や御年代古墳出土例では子杯を支える補強としての機能的役割は消え，装飾として貼り付けて

いると考えられる。

第 7図　広島県内の装飾付須恵器分布図

　　　　（図中の番号は第 1表の番号と一致する）
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第 6図　世羅盆地周辺における神岡第 4号古墳の須恵器の位置付け（S=1:10）
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　亀ノ尾第 1号古墳

　世羅郡世羅町賀茂に所在する直径約15ｍの円墳である。神岡第 4 号古墳から西約1.5km離れた丘陵斜面

南東側に位置している。平成11年，財団法人広島県埋蔵文化財調査センターによって発掘調査が行われ，

全長 8ｍの無袖式横穴式石室内から杯蓋，杯身，高杯，𤭯などの須恵器，素環鏡板付轡，鉄刀や耳環が出

土している。なお，後世に盗掘を受けているため，遺物の出土位置等は埋葬当時の状況を留めていない。

杯蓋は口径10.8～11.4㎝，器高3.6～3.9㎝，杯身は口径10.3～10.9㎝，器高3.3～3.8㎝である。杯身立ち

上がりが0.2㎝になる点，杯蓋天井部や杯身底部がナデ調整主体でヘラ切り痕を残している点が挙げられる。

Ⅱ型式第 6段階に相当する。なお，亀ノ尾第 1号古墳からはⅢ型式第 1段階の須恵器も見つかっている。

　以上，世羅盆地周辺の遺跡を中心に 6世紀後半から 7世紀前半の須恵器を概観してきたが，世羅盆地周

辺の須恵編年を，向田氏の研究を参考に組み上げると，第 6図のようになると考える。神岡第 4号古墳の

杯蓋は，大きさの類似や，杯身立ち上がりが 1 cm程度である点，杯蓋天井部や杯身底部が回転ヘラケズ

リを施すものと，ナデ調整などでヘラ切り痕を残すものが認められる点から，自光窯跡と同一時期である

Ⅱ型式第 4段階に相当する。ただし，自光窯跡の杯蓋では全て口縁端部内面に段が認められるのに対し，

神岡第 4号古墳では杯蓋 1しか認められない。段を持たない杯蓋には回転ヘラケズリを施していないこと

から，時期差を示すものかもしれない。また，神岡第 4号古墳の杯身 6・ 7は，器形が小さくなっている

ことから，もう一段階新しいⅡ型式第 5段階に相当する。よって，蓋杯全体としては，Ⅱ型式第 4～ 5段

階に相当する。

　その他の器種として，有蓋高杯 1は長脚で 2段 3方向透孔をもつが，上段の透孔はヘラ条工具を刺した

だけのような孔で粗雑化している。 2段 3方向透孔高杯が残存する後半段階，Ⅱ型式第 4～ 5段階に相当

する。𤭯 1～ 3は頸部が長く，胴部から口縁部に向かって開く。櫛描き波状文やヘラ刻みなどの装飾はな

い。子持蓋の𤭯は、頸部に対する口縁部の割合が高くなり，口縁がより外に大きく開いた印象を受ける。

また，口縁部や胴部に装飾がある。子持蓋の𤭯の方が新しい特徴を示し，Ⅱ型式第 4～ 5段階に位置付け

られる。提瓶は，肩部に半環状の把手が付き，頸部はやや長くハの字状に開き，口縁端部は肥厚させてい

る。肥厚した口縁端部やハの字状に開く頸部は古相を示し，長い頸部は新相を示す。これらの特徴から，

直線的で長い頸部の提瓶が増えるⅡ型式第 4段階に相当すると考える。

　以上のことから，神岡第 4号古墳の須恵器はⅡ型式第 4～ 5段階に相当する。このことから，神岡第 4

号古墳の築造は 6世紀末頃で， 7世紀初頭までに追葬が行われた可能性があると結論付ける。
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る点が挙げられる。Ⅱ型式第 4段階に相当する（向田1985）。

　陣開第 4号古墳

　三原市本郷町船木に所在する古墳で，参考資料として提示する。後世に破壊を受け，墳丘規模は不明で

ある。神岡第 4 号古墳から北約21km離れた丘陵の舌状先端部に位置している。平成 3 年，財団法人広島

県埋蔵文化財センターによって発掘調査が行われ，横穴式石室内部から蓋杯・提瓶などの須恵器，刀子，

石製紡錘車が見つかっている。なお，横穴式石室も大きく破壊を受け，遺物の出土状況は埋葬当時の状況

を留めていない。杯蓋は口径14.0～15.0㎝，器高3.6～4.0㎝，杯身は口径11.9～13.2㎝，器高3.4～3.7㎝

である。自光窯跡と同様に扁平な印象を受ける。特徴として，杯蓋は肩部は丸みを帯びて稜線が不明瞭に

なる点，杯蓋口縁端部の内面に段を形成する点，杯身立ち上がりが0.8～1.0㎝である点，回転ヘラケズリ

の範囲が杯蓋天井部，杯身底部の外面 3分の 1以下になる点が挙げられる。Ⅱ型式第 4段階に相当する（安

間2014）。

　湯船第 6号古墳

　世羅郡世羅町津口に所在する横穴式石室を埋葬施設とする直径約10ｍの円墳である。神岡第 4号古墳か

ら北西約4.5kmの丘陵裾北向きに位置している。平成 6年，世羅町教育委員会によって発掘調査が行われ，

全長7.2ｍ、玄室長4.7㎝の無袖式横穴式石室内から蓋杯・高杯・脚付椀・平瓶などの須恵器類や耳環が見

つかっている。14世紀頃には横穴式石室内に侵入があったようで，遺物の出土位置などは埋葬当時の状況

を留めていない。杯蓋は口径13.5～14.1㎝，器高3.8～4.4㎝，杯身は口径12.0～12.9㎝，器高3.8㎝～4.3

㎝である。自光窯跡と比較すると，扁平な印象を受ける蓋杯はなくなり，口径が全体的に少し小さくなっ

ている。特徴としては，杯身立ち上がりが0.6～0.8㎝である点，杯蓋の天井部，杯身の底部の整形がナデ

調整のみで，ヘラ切り痕を残すものが半分以上を占める点が挙げられる。Ⅱ型式第 5段階に相当する。

　大槙第 2号古墳

　東広島市西条町下見に所在する直径約10ｍの円墳で，参考資料として提示する。神岡第 4号古墳から南

西約40km離れた丘陵尾根に位置している。昭和58・59年に発掘調査が行われ，全長約7.5ｍの片袖式横穴

式石室内から蓋杯・高杯・𤭯・提瓶などの須恵器，鉄刀，鉄鏃，刀子，耳環，玉類などが見つかっている。

後世に大きく破壊を受けており，遺物の出土位置等は埋葬当時の状況を留めていない。杯蓋は口径12.2～

13.2㎝，器高3.4～4.0㎝，杯身は口径11.2～12.6㎝，器高3.4～4.4㎝である。全体的にみると，湯船第 6

号古墳の蓋杯よりやや小さい。特徴としては，杯蓋口縁部内面に段を持つ点，杯身立ち上がりが1.0～0.6

㎝である点，回転ヘラケズリが，杯蓋天井部や杯身底部の頂部付近のみに施されている点が挙げられる。

Ⅱ型式第 5段階に相当する（安間2014）。

　唐谷窯跡

　世羅郡世羅町上津田に所在する窯跡である。神岡第 4 号古墳から北西約12km離れた丘陵北向き斜面に

位置している。窯体については明らかではないが，灰原の一部が崖面に露出しており，蓋杯が採集されて

いる。杯蓋は口径10.5～12.0㎝，器高3.3～3.8㎝，杯身が口径8.8㎝～11.0㎝，器高2.2～3.2㎝である。

湯船第 6号古墳・大槙第 2号古墳と比べると全体的に小さくなっている。特徴としては，杯身立ち上がり

が0.2～0.4㎝になる点，杯蓋の天井部，杯身の底部の整形がナデ調整のみで，ヘラ切り痕を残すものが大

半を占める点が挙げられる。向田氏は中村編年Ⅱ－ 5～ 6段階に比定しているが（向田1985），その後，

湯船第 6号古墳の発掘調査で見つかった蓋杯が，自光窯跡と唐谷窯跡の間に位置付けられるものと考えら

れるので，唐谷窯跡の蓋杯はⅡ型式第 6段階に相当する。
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して 3 基の古墳が築造されて

いる。全長5.2ｍの片袖式横穴

式石室からは杯蓋・杯身・高

杯・𤭯などの須恵器，鉄鏃，

刀子，鉄釘，耳環，玉類が見

つかっている。また，墳丘西

側周溝付近から装飾付壺が見

つかっている。なお，後世に

削平を受け，石室の天井石が

破壊されている。しかし，石

室内部までは攪乱を受けてい

ないと考えられている。杯身

は全16点あり，器高口径12.6

～15.0㎝，3.7～4.6㎝，杯身

は 全16点 あ り，口 径11.6～

12.8㎝，器高3.6～4.9㎝であ

る。特徴として，杯蓋肩部に

わずかながら稜を形作るもの，

または稜が形骸化して凹線を

巡らせるものがある点，杯蓋

口縁端部内面に段を持つもの

がある点，杯身立ち上がりが

1.0～1.4㎝である点，杯身・

杯蓋とも回転ヘラケズリが外

面全体の 2 分の 1 から 3 分の

1 程度施している点が挙げら

れる。大半のものがⅡ型式第 3 段階に相当すると考える。なお，器高が低く，立ち上がりが1.0㎝程度の

杯身が一部見受けられるため，それらの資料はⅡ型式第 4段階に相当する。

　自光窯跡

　世羅郡世羅町賀茂に所在する窯跡である。神岡第 4 号古墳から北西約1.2km離れた丘陵斜面北側に位置

している。昭和30年代に牧草地として開墾した際，蓋杯・高杯・𤭯・提瓶などが採集されている。その

後，昭和52年に再び牧草地造営が行われ、遺跡は破壊されてしまったようである（坂詰・野村1966，向

田1985）。杯蓋は口径12.5～15.2㎝，器高3.5～4.0㎝のものがある。杯身は口径11.4～13.0㎝，器高2.9～4.2

㎝である。青水窯跡の須恵器と比べると，器高が小さくなり扁平化したもの，反対に器高は変わらないが，

口径は小さくなり深みが増した印象を受けるものが認められる。特徴としては，杯蓋肩部は丸みを帯びて

稜線が不明瞭になる点，杯蓋口縁部を内側に屈曲させるものが認められる点，杯蓋口縁部内面に段を形作

る点，杯身立ち上がりが0.8～1.0cmである点，杯蓋の天井部，杯身の底部は平らなものが目立ち，回転ヘ

ラケズリの範囲が外面の 2 分の 1 程度になり，なかにはナデ調整のみでヘラ切り痕が残るものも認められ

第 5図　世羅盆地周辺遺跡の蓋杯口径・器高散布図

　　　　　　　● :神岡第 4号古墳　✕ :青水窯跡　▲ :自光窯跡 

　　　　　　　■ :湯船第 6号古墳　◆ :唐谷窯跡　＋ :亀ノ尾第 1号古墳

杯蓋

杯身
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の 3 分の 1 程度に回転ヘラケズリを

するもの（杯蓋 2），回転ヘラ切り

後，天井部をナデ調整するもの（杯

蓋 3・ 4）が認められる。口縁を内

側に屈曲する（杯蓋 4）ものも認め

られる。 3 類は口径12.5㎝の杯蓋 5

が該当する。回転ヘラ切り後，天井

部をナデ調整するもので，口縁部が

わずかに内傾する。次に，杯身の口

径・器高の散布図を見ると，こちら

はまとまりがみられない。しかし，

全体的に口径が大きくなるにつれて

器高が高くなる分布を示すなかで，

杯身 1 だけが異なる。杯身 1 は，口

径が13.7㎝と最も大きい反面，器高

が最も小さいため，扁平な印象を受

ける。外面全体の 2 分の 1 程度を回

転ヘラケズリで整形し，立ち上がり

は1.2㎝であり，報告する杯身の中

で高い。その他の杯身 2 ～ 7 は，口

径11.5～14.0㎝，器高4.0～5.0㎝に

分布する。立ち上がりは0.7～1.2㎝

である。外面全体の 3 分の 1 程度に回転ヘラケズリをするもの（杯身 2），底部を回転ヘラ切り後にタタ

キやカキメ調整をして，最後にナデて仕上げるもの（杯身 3・ 4），底部を回転ヘラ切り後にナデ調整す

るもの（杯身 5～ 7）がある。なお，杯身 6・ 7は他と比べて小さく，胴部から口縁に向かって外反する

器形で，立ち上がりも低い。杯身 1～ 5よりも新しい特徴を持つ。以上，神岡第 4号古墳の杯身・杯蓋の

特徴を概観したところで，世羅盆地周辺遺跡の蓋杯と比較したい。

　青水窯跡　

　世羅郡世羅町青水に所在する窯跡である。神岡第 4 号古墳から北西約2.7km離れた谷部東向き斜面に位

置している。昭和40年代に行われた発掘調査で，全長約10ｍの地下式窯 1基から蓋杯・高杯・提瓶などが

窯体内・灰原から見つかっている（坂詰・野村1966，向田1985）。杯蓋は口径14.3～15.3㎝，器高4.0～4.6

㎝，杯身は口径12.9～13.4㎝，器高3.9～5.4㎝である。特徴として，杯蓋では肩部の稜が形骸化して沈線

を引いているものがある点，杯身立ち上がりが0.8～1.0㎝である点，杯身・杯蓋とも外面を広範囲にわたっ

て回転ヘラケズリを施している点が挙げられる。杯蓋は古い様相を示すが，杯身は新しい様相を示す。資

料数も少ないため、ここではⅡ型式第 3～ 4段階に相当するものと考える。

　みたち第 3号古墳

　三原市本郷町本郷に所在する直径約11ｍの円墳である。世羅盆地周辺の遺跡だけでは資料数に恵まれな

いため，参考資料として提示する。神岡第 4 号古墳から北約23km離れた丘陵尾根上に第 1 ～ 3 号古墳と

第 4図　神岡第 4号古墳の蓋杯口径・器高散布図

杯蓋

杯身
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3 　神岡第 4号古墳の須恵器の年代

　須恵器の年代から神岡第 4号古墳の築造時期を推定する。ここでは，神岡第 4号古墳の蓋杯を世羅盆地

周辺遺跡のものと比較して年代比定を行い，その他の器種の形態も照合して考えたい。年代考察に当たっ

ては中村浩氏の陶邑編年（中村2001）や広島県内の須恵器編年を論じた安間拓巳氏，向田裕始氏の編年（安

間2014，向田1985）を参考とした。以下の文章中では，中村浩氏の編年区分を表記する1。

　まずは神岡第 4号古墳の蓋杯を見ていきたい。杯蓋の口径・器高の散布図（第 4図）を見ると，口径を

軸に 1～ 3類に分かれる。 1類は口径15.1㎝の杯蓋 1が該当し，報告する杯蓋の中で口径が最も大きい。

外面全体の 2分の 1程度を回転ヘラケズリで整形し，肩部の稜は不明瞭になっている。口縁部内面にわず

かに段を作っている。 2 類は杯蓋 2 ～ 4 で，口径が13.0～14.0㎝にまとまるグループである。外面全体

その後，三角形透孔を 3段， 3方向から入れている。脚部端部は両端を少し拡張して，接地面は面を作る。

全体をナデ調整で整形しているが，体部底面には回転ヘラケズリが認められる。

　子持蓋（第 3図28）

　蓋の口径11.4㎝，器高10.6㎝で，灰色を呈する個体である。蓋の口縁部が一部欠損している。脚付長頸

壺のどちらかとセット関係になるかもしれない。蓋は内面にかえりを持ち，かえりの端部は先細り気味で

ある。蓋の天井部には刻み目を入れている。蓋の上に取り付く𤭯は，口径6.7㎝，器高7.3㎝である。𤭯の

口縁端部は先細り気味で面をわずかに形作る。口縁部には櫛描き波状文を入れる。口縁部と頸部の境界に

は段を 1 つ形作る。胴部には円孔を 2 か所穿つ。切り合い関係を見ると，円孔を開けた後，沈線や刻み目

を入れている。

　蓋 1（第 3図29）

　口径11.4㎝，器高3.6㎝の完形で，全体的に自然釉が付着し緑がかった灰色を呈する個体である。つま

みは宝珠形で，天井部には沈線が 1 条回る。口縁端部下端が少しふくらむ。かえりは厚みが薄く，端部は

尖り気味である。

　蓋 2（第 3図30）

　口径14.1cm，器高5.4cmの完形で，灰色を呈し白色粒を含む個体である。口径からすると，有蓋高杯 1

とセット関係になるかもしれない。天井頂部には中央を窪めたボタン形つまみが付く。体部から口縁部に

かけてわずかに屈曲するが，肩部の稜は明瞭ではない。口縁端部は丸くおさめる。外面は天井から 2 分の

1程度を回転ヘラケズリ，それ以外の内外面は回転ナデ調整である。

　蓋 3（第 3図31）

　口径11.7㎝，器高4.9㎝の完形で，灰色を呈する個体である。大きさからすると，子持器台とセット関

係になる可能性が高い。天井頂部には中央を窪めた乳頭形のつまみが付く。体部から口縁部にかけてわず

かに屈曲するが，肩部の稜は不明瞭である。口縁端部は丸くおさめる。天井から外面全体の 3 分の 1 程度

を回転ヘラケズリで整形し，それ以外の内外面は回転ナデ調整である。

　蓋 4（第 3図32）

　口径6.2㎝，器高2.9㎝の完形で，灰色を呈する個体である。短頸壺 3・ 4 とセット関係になる可能性が

ある。口縁端部は両側が角張り，面を形作る。天井部外面は回転ヘラ切り後にナデて整形し，その他の内

外面は回転ナデ調整である。
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第 3図　神岡第 4号古墳の須恵器⑵（S=1:4）
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　提瓶（第 2図23）

　口径8.5㎝，器高26.2㎝の完形で，灰色を呈する個体である。口縁端部は玉縁状に仕上げ，頸部にはカ

キ目を丁寧に施している。頸部と体部の接合面にはヒビが認められる。体部は粘土紐で積み上げ，最後に

円板状の粘土で塞いでおり，継ぎ目にはヒビが認められる。円盤状の粘土を接着するため，回転カキメ後

に不規則方向にカキメを施している。体部上位の両側に環状把手が付く。胴部背面は回転ヘラ切り後，ナ

デ調整である。

　脚付長頸壺 1（第 3図24）

　口径10.9㎝，器高29.8㎝の完形で，灰色を呈す個体である。肩部や脚部に自然釉が所々付着している。

頸部から口縁部にかけて，直線的に外へ開き，口縁端部は丸くおさめる。体部中位には上側に沈線を 2条，

下側に沈線を 1条入れた後，間にヘラ条工具で刻み目を入れている。体部下位にはタタキ目が残っており，

上位にも所々タタキ目が認められる。体部全体をタタキで整形した後，ナデて調整しているようである。

その他の口縁部から頸部，脚部は回転ナデ調整である。脚部は，方形透孔を 1段， 3方向に入れている。

脚部は，体部から外反して伸び，間に段を二つ形作る。脚部端部は外側に稜を作り，接地面は先細る。

　脚付長頸壺 2（第 3図25）

　口径9.6㎝，器高24.8㎝の完形で，灰色を呈する個体である。体部には自然釉が流れた痕があり，肩部

には別の須恵器の小破片が癒着している。頸部から口縁部にかけて直線的に外に開き，口縁端部は丸くお

さめる。体部中位には沈線を 3条入れた後，沈線の間にヘラ条工具で刻み目を入れる。体部下位にはカキ

メが残り，その上からナデ調整を施している。壺の底面には回転ヘラケズリ後，ナデ調整を施している。

その他の口縁部から頸部，脚部はナデ調整である。脚部は方形透孔を 1段， 3方向に入れる。脚部は体部

から外反して伸び，間に段を二つ形作る。脚部端部は丸くおさめ，接地面に面を作る。

　子持器台（第 3図26）

　親器の口径25.5㎝，残存高18.7㎝で，灰色を呈する個体である。脚部下半が欠損している。親器となる

器台の中央に子杯を 1点取り付け，それを取り囲むように器台口縁部へ子杯を 4点取り付けている。周囲

の子杯は中央の子杯を中心に四方に取り付けるが，ややいびつである。子杯は口径9.6～10.6㎝，器高3.6

～3.8㎝である。子杯の立ち上がりは1.1㎝で口縁端部は丸くおさめる。中央の子杯は脚部を作り子高杯と

して取り付けている。子高杯の脚部にはヘラの先端で突き刺した孔が 2か所ある。空気穴を作り，焼成時

のワレを防ぐことが目的だろう。また，親器口縁部と子杯を接合する粘土にも，ヘラを突き刺した孔が 1

か所あった。ただし，こちらの孔は貫通していないので，意図的に付けた孔かは不明である。器台は，内

部が空洞になる作りである。口縁端部は拡張し，下端には段を作る。子杯を取り付ける部分は口縁部が粘

土で大きく覆われている。また，子杯と器台の接着を安定させるために，棒状粘土を子杯底部から器台胴

部まで貼り付けている。器台胴部には 3本の沈線を描いた後，方形透孔を 3方向に入れる。

　装飾付壺（第 3図27）

　親器となる壺の口径9.2㎝，器高37.8㎝の完形で，暗灰黄色を呈する個体である。他の須恵器とは色調

が異なる。親器の口縁端部は両端が角張り，頂部に面を形作る。頸部は直線的に外に広がり，沈線と櫛描

き波状文を入れる。頸部と体部の境界には段を作る。頸部と体部の接着を強めるために粘土紐を巻き付け，

成形したものだろう。同様の段は，体部と脚部の境界にも認められる。肩部には子壺 4点，人形の小像 2

点，Ｖ字状で動物を模したと思われる小像 2点の計 8点が取り付けられている。子壺の口縁部は先細り気

味で内側に面を形作る。脚部には沈線，櫛描き波状文，刻み目文を上から順に入れていったようである。
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第 2図　神岡第 4号古墳の須恵器⑴（S=1:4）
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　𤭯 1（第 2図15）

　口径13.9㎝，器高16.4㎝の完形で，灰色を呈し白色粒を多く含む個体である。口縁部は大きく開き，浅

い凹線が 1条入る。口縁端部は両側が角張り，面を作る。頸部は直線的に外に開き，文様は施されない。

体部は肩が下がり，楕円形である。 1か所空けている円孔の外面周縁には欠けが目立ち，使用痕の可能性

がある。底部から体部中位の外面にかけては回転ヘラケズリ後，カキ目・ナデ調整で丁寧に整形している。

その他の内外面は，回転ナデ調整である。

　𤭯 2（第 2図16）

　口径12.3㎝，器高16.5㎝で，灰白色を呈する個体である。口縁部から頸部にかけて一部欠損している。

口縁部は大きく開き，口縁端部は両側が角張り，面を作る。頸部は直線的に外へ開き，文様は施されない。

体部は肩が下がり，楕円形である。沈線が2条入る。 1 か所空けている円孔の外面周縁には欠けが少し見

られる。底部から体部中位にかけて回転ヘラケズリで整形し，その他の内外面は回転ナデ調整である。

　𤭯 3（第 2図17）

　口径12.3㎝，器高15.3㎝の完形で，灰色を呈し白色粒を多く含む個体である。底部に部分的に自然釉が

付着する。口縁部は開き，沈線が 1条入る。口縁端部は先細り気味に丸くおさめる。頸部はやや外反しな

がら伸び，文様は施されない。体部は肩が下がり，楕円形である。円孔は 1か所空ける。底部から体部中

位の外面にかけて回転ヘラケズリで整形し，その他の内外面は回転ナデ調整である。

　短頸壺 1（第 2図18）

　口径8.6㎝，器高11.1㎝で灰色を呈する個体である。口縁部が一部欠けている。口縁部が他と比べ長く，

わずかに外に開きながら立ち上がる。口縁端部は丸くおさめている。底部付近の外面は回転ヘラケズリで

整形し，その他の内外面は回転ナデ調整である。

　短頸壺 2（第 2図19）

　口径7.7㎝，器高9.5㎝の完形で，灰色を呈する個体である。口縁部は直線的に立ち上がり，口縁端部は

丸くおさめる。体部の上位に沈線が 2条入る。底部から体部下位にかけて静止ヘラケズリで整形し，その

他の内外面は回転ナデ調整である。

　短頸壺 3（第 2図20）

　口径3.9㎝，器高7.1㎝の完形で，灰色を呈する個体である。口縁部は直線的に立ち上がり，口縁端部は

丸くおさめる。底部付近は静止ヘラケズリで整形し，その他の内外面は回転ナデ調整である。

　短頸壺 4（第 2図21）

　口径4.2㎝，器高6.7㎝の完形で，灰色を呈する個体である。口縁部は直線的に立ち上がり，口縁端部は

丸くおさめつつ，内側にわずかに面を作る。底部付近の外面は静止ヘラケズリで整形し，その他の内外面

は回転ナデ調整である。

　脚付椀（第 2図22）

　口径10.1㎝，器高14.4㎝の完形で，灰色を呈し白色粒を含む個体である。椀部と脚部の境界付近で部分

的に自然釉が付着している。椀部を作った後，脚部を貼り付けており，椀部は少し傾く。口縁部はほぼ直

線的に立ち上がり，口縁端部は丸くおさめている。椀の底部は回転ヘラケズリで成形し，その上部には刻

み目が施されている。脚部は短脚で，方形もしくは三角形透孔が 1段， 3方向に入る。脚部端部は外側が

角張り，接地面に向けて先細る。
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に自然釉が付着している。立ち上がりは1.1㎝で内湾し，端部を丸くおさめている。受部端部も丸くおさ

めている。底部から外面全体の 3分の 1程度を回転ヘラケズリで整形し，その他の内外面は回転ナデ調整

である。

　杯身 3（第 2図 8）

　口径13.5㎝，器高4.5㎝の完形で，内面は明褐灰色，外面は褐灰色を呈する個体である。立ち上がりは1.1

㎝で少し内湾し，口縁端部は丸くおさめつつ少し面を作る。底部外面には平行タタキ痕が所々見られる。

底部は回転ヘラ切り後，タタキ調整して最後にナデて整えている。その他の内外面は回転ナデ調整である。

　杯身 4（第 2図 9）

　口径13.7㎝，器高4.8㎝の完形で，全体的に褐灰色だが，内面では部分的に橙色を呈する個体である。

焼き歪みのためか，口縁が大きく歪んでいる。立ち上がりは0.9㎝で直線的に伸び，口縁端部は先細り気

味に形作る。外面底部は平らで，回転ヘラ切り後にカキメ調整し，最後にナデて整えている。その他の内

外面は回転ナデ調整である。

　杯身 5（第 2図10）

　口径12.5㎝，器高4.4㎝の完形で，内面は明褐灰色，外面は褐灰色を呈する個体である。立ち上がりは1.2

㎝で内湾し，口縁端部は丸くおさめ，内側に面を少し作っている。底部外面は平らで，回転ヘラ切り後に

ナデて整えている。その他の内外面は回転ナデ調整である。

　杯身 6（第 2図11）

　口径12.2㎝，器高4.1㎝の完形で，灰色を呈する個体である。底部が小さく，口縁部に向かって内湾し

ながら外に開く器形である。立ち上がりは0.8㎝で内湾し，口縁端部は先細り気味に形作る。底部外面は

回転ヘラ切り後にナデて整えている。その他の内外面は回転ナデ調整である。全体的にナデが甘く，粘土

紐積み痕が明瞭に残る。

　杯身 7（第 2図12）

　口径11.6㎝，器高4.0㎝の完形で，灰色を呈する個体である。立ち上がりは0.7㎝で直線的に伸び，口縁

端部は丸くおさめつつわずかに面を作る。底部外面は回転ヘラ切り後にナデて整えている。その他の内外

面は回転ナデ調整である。

　有蓋高杯 1（第 2図13）

　口径12.0㎝，器高17.8㎝の完形で，灰色を呈する個体である。杯部立ち上がりは0.9㎝でわずかに内湾し，

口縁端部は先細り気味に丸くおさめる。杯底部から外面全体の 3分の 1程度を回転ヘラケズリで整形し，

その他の内外面は回転ナデ調整である。脚部は長脚で透孔を 2段， 3方向に入れる。上部はヘラを刺した

だけの線状透孔，下部は方形透孔である。上下の透かしの間には 2本の沈線が入る。脚端部は外に広がり，

面を少し肥厚させて形作る。

　有蓋高杯 2（第 2図14）

　口径11.6cm，器高7.3㎝の完形で，灰色を呈し白色粒を多く含む個体である。部分的に自然釉が付着し

ている。杯部を作った後，脚部を貼り付けており，杯部と脚部の中心線はずれている。杯部立ち上がりは1.1

㎝で内湾し，口縁端部は丸くおさめる。杯底部のみ回転ヘラケズリで整形し，その他の内外面は回転ナデ

調整である。脚部は短脚で透孔はなく，杯部から少し直線的に伸びた後，脚部端部に向けて外側にふくら

む形である。脚部端部は断面菱形状を呈し，下部の稜が接地面となる。
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　今回報告する神岡第 4号古墳の須恵器は，1950年代に採集され，現在の所有者によって大切に保管され

てきた。本資料の存在は，広島県内の考古学研究者等の間では知られており，そのうちの装飾付壺 1点は

世羅町指定文化財に指定されている。また，広島県内の展示会で展示される機会もあったようだが，残念

ながらこれらの須恵器の図面化等はされていなかった。そこで，平成31年度の当館展示会で本資料を展示

した際に，改めてその重要性を感じ，紙面報告の許可をお願いしたところ，所有者から御快諾を頂いた。

よって，ここに報告する次第である。

2 　神岡第 4号古墳の須恵器の概要

　今回報告する須恵器は32点である。所有者のお話を聞くと，他にも金銅装馬具，鉄製刀剣類，鉄鏃や玉

類が見つかったとのことである。

　杯蓋 1（第 2図 1）

　今回報告する杯蓋のなかで，最も古相を示す。口径15.1cm，器高4.6cmの完形で，灰色を呈する個体で

ある。肩部は丸みを帯び，稜線は不明瞭である。口縁端部は丸くおさめ，内面に緩く段を形作る。天井部

から外面全体の 2分の 1程度を回転ヘラケズリで整形し，その他の内外面は回転ナデ調整で整えている。

　杯蓋 2（第 2図 2）

　口径13.2㎝，器高4.4㎝の完形で，灰色を呈する個体である。肩部は丸みを帯び，稜線は不明瞭である。

口縁端部は丸くおさめる。天井部から外面全体の 3分の 1程度を回転ヘラケズリで整形し，その他の内外

面を回転ナデ調整で整えている。

　杯蓋 3（第 2図 3）

　口径13.7㎝，器高4.4㎝の完形で，灰色を呈する個体である。口縁は大きく歪んでいる。肩部上部は他

の部分より強くナデたことによって，幅広い凹線状の窪みが一周する。口縁部は外湾し，端部を丸くおさ

める。外面天井部は回転ヘラ切り後，ナデて整形している。その他の内外面は回転ナデ調整である。

　杯蓋 4（第 2図 4）

　口径13.0㎝，器高4.4㎝の完形で，灰色を呈する個体である。口縁部を内側に屈曲させ，肩部に稜線を

作る。口縁端部は丸くおさめる。外面天井部は回転ヘラ切り後，ナデて整形しているが，ヘラ切り痕が明

瞭に残る。その他の内外面は回転ナデ調整である。

　杯蓋 5（第 2図 5）

　口径12.5㎝，器高4.2㎝の完形で，灰色を呈する個体である。口縁部に赤色顔料が付着している。肩部

は丸みを帯び，稜線は不明瞭である。口縁部はわずかに内側へ入り込む。口縁端部は丸くおさめ，内側に

面を形成している。外面天井部は回転ヘラ切り後，ナデて整形している。その他の内外面は回転ナデ調整

である。

　杯身 1（第 2図 6）

　口径13.7㎝，器高3.9㎝の完形で，灰色を呈する個体である。立ち上がりは1.2㎝でわずかに外湾し，端

部を丸くおさめている。受部端部は鋭利ではないが，先細り気味に形作っている。底部から外面全体の 2

分の 1程度を回転ヘラケズリで整形し，その他の内外面は回転ナデ調整である。

　杯身 2（第 2図 7）

　口径12.9㎝，器高4.6㎝の完形で，褐灰色を呈し白色粒・黒色粒を多く含む個体である。外面に部分的
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森　本　　直　人

1 　遺跡の概要と報告に至る経緯

　神
かんのおか

岡第 4号古墳は，広島県世羅郡世羅町大字重永に所在する。世羅町は広島県東部に位置し，備後の南

北を結ぶ山間地域である。地形は，中国山地の南側に広がる標高400～500ｍの世羅台地の内部に，瀬戸内

海に注ぐ芦田川水系や日本海に注ぐ江の川水系の河川が流れ，丘陵部と河川によって形成された山間盆地

が点々と広がっている。そのなかで，神岡第 4号古墳は，世羅町中心部に当たる世羅盆地から西に 4㎞ほ

ど離れた，芦田川北岸の丘陵斜面に築造されている。広島県遺跡地図によると，この丘陵部からは 5基の

古墳が確認されており，神岡第 1～ 5号古墳として登録されている。神岡第 4号古墳は，直径約14.5ｍの

円墳で6.5ｍの横穴式石室を埋葬施設とする。その他の第 1 ～ 3， 5 号古墳も10～20ｍ大の円墳である。

第 1号古墳は不明だが，第 2・ 3・ 5号古墳は横穴式石室を埋葬施設とする。

資料紹介　神岡第 4号古墳の須恵器について

1 神岡第 4号古墳　　 2神岡第 1～ 3号古墳　 3神岡第 5号古墳　 4神田第２号古墳　 5康徳寺古墳

6近成山第 1号古墳　 7こみどう古墳　　　　 8因幡第 1号古墳　 9自光窯跡　　　　10亀ノ尾第 1号古墳

11亀ノ尾第 2号古墳　12青水窯跡

第 1図　神岡第 4号古墳の位置（縮尺任意）
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